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第１章 総則 

 

 （約款の適用） 

第１条 当社は、この IP 通信網サービス契約約款（料金表を含みます。以下「約款」といいます。）により、IP 通信網

サービス（当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。）を提供しま

す。 

 

 （約款の変更） 

第２条 当社は都合により約款を変更することがあります。この場合、IP 通信網サービスの提供条件は変更後の約

款によります。 

２ 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容が掲載された日の翌日から 7日

間が経過した時にその効力を生じるものとします。 

３ IP 通信網サービス契約者が、約款の変更の効力が生じた後に本サービスを利用した場合には、変更後の約款

のすべての記載事項ついて同意したものとみなします。 

 

 （用語の定義） 

第３条 約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用   語 用 語 の 意 味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を

他人の通信の用に供すること 

３ IP通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによ

り符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所

との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び

にこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。） 

４ IP通信網サービス IP通信網を使用して行う電気通信サービス 

４の２ 有線アクセスサービス IP通信網サービスのうち、有線アクセスを使用して行う電気通信サービス 

４の３ （削除） （削除） 

５ IP通信網サービス取扱局 電気通信設備を設置し、それにより IP 通信網サービスに関する業務を行う当

社の事業所 

５の２ 有線アクセスサービス

取扱局 

電気通信設備を設置し、それにより有線アクセスサービスに関する業務を行う

当社の事業所 

５の３ （削除） （削除） 

６ IP通信網サービス取扱所 (1)IP通信網サービスに関する契約事務を行う当社の事業所 

(2)当社の委託により IP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 

６の２ 有線アクセスサービス

取扱所 

(1)有線アクセスサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 

(2)当社の委託により有線アクセスサービスに関する契約事務を行う者の事業

所 

６の３ （削除） （削除） 

７ 取扱局交換設備 IP通信網サービス取扱局に設置される交換設備 

８ 基地局 無線アクセスサービス取扱局のうち、契約者回線を収容する無線アクセスサー

ビス取扱局 

９ IP通信網サービス契約 当社から IP通信網サービスの提供を受けるための契約 

９の２ 有線アクセスサービス

契約 

当社から有線アクセスサービスの提供を受けるための契約 
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９の３ （削除） （削除） 

10 IP通信網サービス契約者 当社と IP通信網サービス契約を締結している者 

10 の２ 有線アクセスサービス

契約者 

当社と有線アクセスサービス契約を締結している者 

10 の３ （削除） （削除） 

11 契約者回線 IP 通信網サービス契約に基づいて IP 通信網サービス取扱局内に設置された

取扱局交換設備等又は基地局と、IP 通信網サービス契約者が指定する場所

に設置する電気通信設備との間に設置される電気通信回線 

11 の２ 有線アクセスサービス

契約者回線 

有線アクセスサービス契約に基づいて有線アクセスサービス取扱局内に設置

された取扱局交換設備等と、有線アクセスサービス契約者が指定する場所に

設置される電気通信設備との間に設置される電気通信回線 

11 の３ （削除） （削除） 

12 利用回線 

相互接続点を介して、当社の IP通信網と相互に接続する電気通信回線であっ

て、特定協定事業者のＤＳＬ等接続専用サービスに係る契約に基づいて設置

されるもの 

13 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者（電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86

号。以下「事業法」といいます｡）第９条の登録を受けた者、又は第 16 条第 1 項

の届出をした者をいいます。以下同じとします。）との間の相互接続協定（当社

が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した

協定をいいます。）に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 

14 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

15 特定協定事業者 協定事業者のうち、相互接続協定に基づき当社が協定事業者のサービス提供

区間を合わせて料金を設定している協定事業者 

16 他社接続回線 

 

相互接続点を介して、当社の IP通信網と相互に接続する電気通信回線であっ

て、協定事業者が設置するもの（ダイヤルアップ回線を除きます。） 

17 他社接続契約者回線 

 

相互接続点を介して、当社の IP 通信網と相互に接続する電気通信回線のう

ち、その契約者の指定する場所と相互接続点の間に特定協定事業者が設置

する電気通信回線 

18 ＪＰドメイン名 株式会社日本レジストリサービス（以下「ＪＰＲＳ」といいます。）によって割り当て

られる名称 

19 IPアドレス インターネットプロトコルで定められているアドレス 

20 インターネット接続事業者 主としてインターネットプロトコルにより、本邦外の他の事業者との接続サービス

を提供する電気通信事業者 

21 契約者回線等 (1) 契約者回線 

(2) 相互接続点（この欄の(4)に規定するものを除きます。） 

(3) インターネット接続事業者との相互接続点 

(4) 当社が設置する電気通信設備とＮＳＰＩＸＰとの接続点 

(5) その他当社が必要により設置する電気通信設備（ビジネスＶＰＮ装置等） 

22 契約者回線群 IP 通信網を使用して相互に通信を行うことができるビジネスＶＰＮサービス契約

者回線から構成される回線群 

23 回線接続装置 契約者回線の終端となる電気通信設備であって、１の部分の設置の場所が他

の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は同

一の建物内であるもの。有線アクセスサービスにおける変復調装置及び集合

型回線終端装置、ＡＤＳＬアクセスサービスにおける変復調装置も含みます。 

24 自営端末設備 IP通信網サービス契約者が設置する端末設備 
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25 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外

のもの 

26 技術基準等 端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号）及び端末設備等の接続に係

る IP通信網サービスにおける基本的技術事項 

27 収容区域 １の IP通信網サービス取扱局に契約者回線を収容する区域 

28 加入区域 １の IP 通信網サービス取扱局の収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及

び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで IP 通信網サービスを提供

する区域 

29 区域外 １の IP通信網サービス取扱局の収容区域のうち、加入区域以外のもの 

30 引込柱 有線アクセスサービス契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱等 

31 引込線 有線アクセスサービス契約者回線のうち、引込柱から端子までの間の線路 

32 消費税相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令の規定に基づき

課税される消費税の額並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）及び同法

に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 
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第２章 IP通信網サービスの種類等 

 

 （IP通信網サービスの種類） 

第４条 IP通信網サービスには、次の種類があります。 

 

種     類 内     容 

１ 有線アクセスサービス 有線方式により有線アクセスサービス契約者回線を設置して提供

する IP通信網サービス 

２ （削除） （削除） 

２ 当社の提供する IP 通信網サービスの通信速度は技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サー

ビスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。 

 

 （IP通信網サービスの品目等） 

第５条  IP通信網サービスには、料金表に規定する品目等があります。 

 

 （データ伝送量の制限） 

第６条 １の契約者回線において、１の料金月の送受信のデータ伝送量が当社が別に定める量を超えた場

合には、当社は、IP 通信網サービス契約者の IP 通信網サービスの利用を制限することがあります。 
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第３章 IP通信網サービスの提供区間等 

 

 （IP通信網サービスの提供区間） 

第７条 当社の IP 通信網サービスは、当社が別に定める提供区間において提供します。 

２ 前項の定めにかかわらず、技術的問題等により、当社が IP通信網サービスを提供できないことがございます。 

 

 （IP通信網サービスの提供区域） 

第８条 当社の IP 通信網サービスは、当社が別に定める提供区域において提供します。 

２ 前項の定めにかかわらず、技術的問題等により、当社が IP通信網サービスを提供できないことがございます。 
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第４章 契約 

 

第１節 IP通信網サービスに係る契約 

 

 （契約者回線の終端） 

第 9 条 当社は、IP 通信網サービス契約者が指定した場所内の建物若しくは工作物において、当社の線路から原

則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、IP通信網サービス契約者と協議します。 

 

（収容区域及び加入区域） 

第 10 条 当社は、料金表に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。 

 

 （IP通信網サービス取扱局） 

第 11 条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるサービスの取扱局に収容します。 

２ 当社は、別に定める規定による場合のほか、技術上及び IP 通信網サービスに関する業務の遂行上やむを得な

い理由があるときは、サービスの取扱局を変更することがあります。 

 

 （IP通信網サービス契約申込の方法） 

第 12 条 IP 通信網サービス契約の申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書

を IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

(1) IP通信網サービスの種類 

(2) IP通信網サービスの品目等 

(3) 契約者回線の終端の場所 

(4) その他 IP通信網サービス契約申込の内容を特定するために必要な事項 

 

 （IP通信網サービス契約申込の承諾） 

第 13条 当社は、当社所定の方法による IP通信網サービス契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って

承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その IP 通信網サービス契約の申込を承諾しないことがあり

ます。 

(1) 申込のあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 

(2) 申込をした者が IP通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあ

るとき。 

(3) 申込をした者が申込にあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。 

(4) 申込をした者が過去に当社のサービスにおいて、約款その他当社の契約約款・規定に違反したことが

あるとき。 

(5) その他 IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

３ IP 通信網サービスの申込に対する承諾の通知を発信した時点をもって IP 通信網サービス契約が成立したもの

とします。 

４ 利用申込の承諾後であっても、申込をした者が第 2 項のいずれかに該当することが判明した場合、当社はその

承諾を取り消すことがあります。 

 

 （最低利用期間） 

第 14 条 IP通信網サービスには、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。 

２ 前項の最低利用期間は、IP通信網サービスの提供を開始した日から起算します。 

３ IP通信網サービス契約者は、第１項の最低利用期間内に IP通信網サービス契約の解除（当社が解除する場合
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を含みます。）、又は IP 通信網サービスの品目等の変更及び契約者回線の移転があった場合は、当社が定める

期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。 

ただし、第 24 条（IP 通信網サービス契約者回線の提供が不可能、又は著しく困難になった場合の措置）第 1 項

の規定により IP通信網サービス契約が解除となるときは、この限りではありません。 

   

（品目等の変更） 

第 15 条 IP 通信網サービス契約者は、当社所定の方法により、IP 通信網サービスの品目等の変更を請求すること

ができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条（IP 通信網サービス契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱いま

す。 

 

 （契約者回線の移転） 

第16条 IP通信網サービス契約者は、当社所定の方法により、当社の定める提供区間及び提供区域内において、

契約者回線の移転の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条（IP 通信網サービス契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱いま

す。 

 

（契約者回線の利用の一時中断） 

第 17条 当社は、IP通信網サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断（その IP通信

網サービス契約に係る設備、契約者回線等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま

す。以下同じとします。）を行います。 

２ 契約者回線の利用を一時中断するときは、そのことをあらかじめ IP 通信網サービス取扱所に申し出ていただき

ます。 

３ 契約者回線の利用の一時中断期間は、IP 通信網サービス契約者の申し出による一時中断開始日から起算して

原則３年を限度とし、当社は、３年を経過した後 IP 通信網サービス契約を任意に解除することができるものとしま

す。 

４ IP 通信網サービス契約者からの利用再開の申し出があった場合、又は当社の機器により契約者回線の利用が

確認された場合は、当社は契約者回線の利用の一時中断を終了し、利用を再開するものとします。 

５ 当社は、次の場合には、前 4 項で規定する契約者回線の利用の一時中断を適用しません。 

(1) 該当契約が、第 14 条に規定する最低利用期間内の場合 

(2) 該当契約が、特定期間の継続利用を条件とする契約期間中の場合で、１回目の特定期間の契約満了をし

ていない場合。 

 

（その他の IP通信網サービス契約内容の変更） 

第 18 条 当社は、有線アクセスサービス契約者から請求があったときは、第 12 条（IP 通信網サービス契約申込の

方法）に規定する IP 通信網サービス契約内容の変更を行います。 

２ 前項の請求があったときは、当社は第 13 条（IP 通信網サービス契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

 （IP通信網サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止） 

第 19 条 IP 通信網サービス契約者が IP 通信網サービス契約に基づいて IP 通信網サービスの提供を受ける権利

は、譲渡（IP 通信網サービス契約者の名義変更を含む。）、賃貸、又は担保提供することはできません。ただし、

当社がこれを了承する場合には、この限りではありません。 

 

 （ IP通信網サービス契約者が行う IP通信網サービス契約の解除等） 

第 20 条 IP 通信網サービス契約者は、IP 通信網サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ IP

通信網サービス取扱所に当社所定の方法により申し出を行った場合に限り、IP 通信網サービス契約を解除する
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ことができます。 

２ 当社は、ＩＰ通信網サービス契約が終了した場合、IP 通信網サービス契約に係る設備等の全部又は一部を残置

します。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社は、IP 通信網サービス契約に係る設備等の全部又は一部

を撤去できるものとし、IP 通信網サービス契約者は当社が別途定める方法によりこれに協力するものとします。 

３ 第２項に基づき当社が IP 通信網サービス契約に係る設備等を残置した場合、契約終了後も、IP 通信網サービ

ス契約者は、無償にて、当該設備を自己物と同一の注意をもって管理するものとします。ただし、当社が必要と認

めた場合には、当社は、IP 通信網サービス契約に係る設備等の維持管理のために立入その他必要な行為を行

うことができるものとし、IP 通信網サービス契約者はこれに協力するものとします。 

４ 当社は、第２項に定める規定により、IP 通信網サービス契約に係る設備等を残置した場合であっても、設備状況

の変化等により、その全部又は一部をいつでも撤去することができるものとし、IP 通信網サービス契約者は当社

が別途指定する方法によりこれに協力するものとします。 

５ IP 通信網サービス契約者が IP 通信網サービス契約に係る設備の撤去を希望する場合、事前に当社にその旨

を申出て、承諾を得なければならないものとします。 

６ 当社が前項の承諾をした場合、IP 通信網サービス契約者は、当社に対して当社の定める期限までに料金表に

定める契約者回線等を撤去する場合の工事費の支払をするものとします。 

７ ＩＰ通信網サービス契約が変更または終了した場合に、IP通信網サービス契約者が回線接続装置を当社が別途

定める期限までに返却しなかったときは、IP通信網サービス契約者は、当社に対して料金表別表第５に定める損

害金（弁済金）を支払うものとします。 

 

（IP通信網サービスの利用中止） 

第 21 条 当社は、次の場合には、その IP通信網サービスの利用を中止することがあります。 

(1) 当社電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。 

(2) 第 49 条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。 

２ 当社は、前項の規定により IP 通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを IP 通信網サービ

ス契約者に通知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が通知を行うことが困難である場合は、この限りではありません。 

 

 （IP通信網サービスの利用停止） 

第 22 条 当社は、IP 通信網サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、６か月以内で当社が定める期間

（その IP 通信網サービスの料金その他の債務（約款の規定により、支払いを要することとなった IP 通信網サービ

スの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務、及び当社と提携する事業者（以下「提携事業者」

といいます。）が有する IP通信網サービス契約者への債権について、IP通信網サービス契約者が提携事業者か

ら当社に譲り渡すことを事前に承諾した債務をいいます。以下この条において同じとします｡）を支払わないときは、

その料金その他の債務が支払われるまでの間)､その IP 通信網サービスの利用を停止することがあります。 

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合。 

(2) 第 45 条（利用に係る IP通信網サービス契約者の義務）の規定に違反した場合。 

(3) 第 46 条(IP通信網サービスにおける禁止事項)に該当する行為を行った場合。 

(4) 第 48 条（情報の削除等）第 1 号ないし第 3 号の要求を受けた IP 通信網サービス契約者が、当社の指定す

る期間内に当該要求に応じない場合。 

(5) 当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する IP

通信網サービスに係る電気通信回線を接続した場合。 

(6) 別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適

合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかった場

合。 

(7) IP通信網サービス契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、IP通信

網サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用若しくは運営に支障を与えた
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場合。 

(8) IP 通信網サービスの提供にあたり、IP 通信網サービス契約者において当社所定の手続き又は当社が指定

する手続きの履行が必要であるにもかかわらず、当該手続きを履行しない場合。 

(9) IP通信網サービス契約者が約款、その他 IP通信網サービスの提供に関する規定に違反した場合。 

(10) IP 通信網サービス契約者の責めに帰すべき事情により、当社が IP 通信網サービスを提供することが困難に

なった場合。 

(11) IP通信網サービス契約に関して、申込の際に申告事項に虚偽の内容を記載したことが判明した場合 

２ 当社は、前項の規定により IP 通信網サービスの利用停止をする場合は、あらかじめ、その理由、利用停止をす

る日及び期間を IP通信網サービス契約者に通知します。 

３ 前項の規定にかかわらず、第 1 項の規定により、IP 通信網サービスの利用停止をする場合、IP 通信網サービス

契約者に対し利用停止の通知を行うことが困難なときは、何らの通知なくして利用停止をすることができるものと

します。 

 

 （当社が行う IP通信網サービス契約の解除） 

第 23 条 当社は、第 22 条（IP 通信網サービスの利用停止）各号の規定により IP 通信網サービスの利用停止をさ

れた IP 通信網サービス契約者がなおその事実を解消しないとき、その IP 通信網サービス契約を解除することが

あります。 

２ 当社は、IP 通信網サービス契約者が第 22 条（IP 通信網サービスの利用停止）第１項各号の規定のいずれかに

該当する場合に、その事実が IP 通信網サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められ

るときは、前項の規定にかかわらず、IP 通信網サービスの利用停止をしないでその IP 通信網サービス契約を解

除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、その IP 通信網サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、IP 通信網サー

ビス契約者にそのことを通知します。 

４ 前項の規定にかかわらず、第 1 項及び第 2 項の規定により、その IP 通信網サービス契約を解除しようとする場

合、IP 通信網サービス契約者に対し解除の通知を行うことが困難なときは、何らの通知なくして当該契約を解除

することができるものとします。 

 

 （IP通信網サービス契約者回線の提供が不可能、又は著しく困難になった場合の措置） 

第 24 条 当社は、当社及び IP通信網サービス契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供が不可能、

又は著しく困難になった場合はその契約者回線に係る IP 通信網サービス契約を解除することがあります。 

２ 当社は、前項の規定により、その IP 通信網サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ IP 通信網サービ

ス契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が通知を行うことが困難である場

合は、この限りではありません。 

 

 （その他の提供条件） 

第 25 条 IP通信網サービス契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 

 

第２節 有線アクセスサービスに係る契約 

 

（契約の単位） 

第 26条 当社は、契約者回線１回線ごとに１の有線アクセスサービス契約を締結します。この場合、有線アクセスサ

ービス契約者は、１の有線アクセスサービス契約につき１人に限ります。 
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第３節 （削除） 

 

 （削除） 

第 27 条 （削除） 

 

 （削除） 

第 28 条 （削除） 

 

 （削除） 

第 29 条 （削除） 

 

 （削除） 

第30条  

  

 （削除） 

第31条 （削除） 

 

 （削除） 

第32条 （削除） 
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第５章 （削除） 

 

 （削除） 

第33条 （削除） 

 

 （削除） 

第 34 条 （削除） 

 

 （削除） 

第35条 （削除） 

 

 （削除） 

第36条 （削除） 
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第６章 付加機能 

 

 （付加機能の提供） 

第 37条 当社は、IP通信網サービス契約者から、当社所定の方法により、付加機能の利用の申込があったときは、

第 13 条（IP 通信網サービス契約申込の承諾）の定めに準じて申込を承諾します。ただし、付加機能について、

別段の定めがある場合には、これに従います。 

 

（付加機能の廃止） 

第 38 条 当社は次の場合には付加機能を廃止します。 

(1) その付加機能の提供を受けている IP 通信網サービス契約者から、IP 通信網サービス契約の解除又は付加

機能の廃止の申し出があったとき。 

(2) 料金表に別段の定めがあるとき。 

(3) 付加機能の提供が困難となったとき。 

(4) その他当社が必要と認めたとき。 
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第７章 回線接続装置の提供等 

 

 （回線接続装置の提供） 

第 39 条 当社は、IP通信網サービスの提供に必要となる回線接続装置を料金表に定めるところにより提供します。 

 

  （回線接続装置の移転） 

第 40条 当社は、IP通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置の移転を行い

ます。  

 

  （回線接続装置の利用の一時中断及び利用中止） 

第 41 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置の利用の一

時中断（その回線接続装置を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じと

します。）を行います。 

２ 当社は、保守上又は工事上やむを得ないときは、回線接続装置の利用を中止することがあります。 

３ 当社は、前項の規定により回線接続装置の利用を中止するときは、あらかじめそのことを IP通信網サービス契約

者に通知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が通知を行うことが困難である場合は、この限りではありません。 
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第８章 回線相互接続 

 

 （当社又は他社の電気通信回線との接続） 

第 42 条 IP通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信

設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電

気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を

行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための

事項について記載した当社所定の書面を IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外

の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限される場合又はその電気通信回線に係る電気

通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接

続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。 

 

 （他社接続契約者回線の相互接続） 

第 43 条 当社は、他社接続契約者回線と接続する IP 通信網サービス契約の申込を承諾したときは、その他社接

続契約者回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続契約者回線との接続を行います。 

 

 （他社接続契約者回線接続変更） 

第 44 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、その他社接続契約者回線に係る相互接続

点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続契約者回線以外の他社接続契約者回線への接

続の変更（以下「他社接続契約者回線接続変更」といいます。）を行います。 
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 第９章 利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務及び禁止事項 

 

（利用に係る IP通信網サービス契約者の義務） 

第 45 条 IP通信網サービス契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) 当社が IP 通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、解し、若しく

は損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 

ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気

通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。 

(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 

(3) IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が IP 通信網

サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

(4) 当社が IP 通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管するこ

と。 

(5) 契約者が該当契約者の家族、及びその他の者（以下「関係者」といいます。）に利用させる場合は、該当関係

者に対しても、約款を遵守させること。 

(6) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する態様（第 46 条で定める禁

止事項も含みます。）で IP通信網サービスを利用しないこと。 

２ IP 通信網サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定

する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

３ 前項の規定に関わらず、IP通信網サービス契約者が回線接続装置を亡失またはき損したときは、当社が指定す

る期日までに、料金表別表第５に定める損害金（弁済金）を支払っていただきます。 

４ IP 通信網サービス契約者は、第 1 項の規定に違反して、又はその故意若しくは過失により当社に損害を被らせ

た場合（関係者の行為によるものを含みます。）、前２項による必要経費の支払いに加え、当社が被った損害を賠

償していただきます。 

 

（IP通信網サービスにおける禁止事項） 

第 46 条 IP通信網サービス契約者は、IP通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 

(1) 当社若しくは他人の知的財産権（特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等）、その他の権利を侵

害する行為又は侵害するおそれのある行為。 

(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は、侵害するおそれのある行為。 

(3) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用

を毀損する行為。 

(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買業務妨害等の犯罪行為又は、これを誘発若

しくは扇動する行為。 

(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文章等を送信又は掲示する

行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、掲示、販売を想起させる広告を掲示又は

送信する行為。 

(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品（指定薬物等である疑いがある物として告示により広告

等を広域的に禁止された物品）若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ等の濫用に結びつく、若しくは結

びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット

上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。 

(７) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。 

(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。 

(9) 法を逸脱した、又は逸脱するおそれのある営業行為（無限連鎖講、ネズミ講の開設若しくはこれを勧誘す

る行為又は悪質な連鎖販売取引等）。 

(10)IP通信網サービスにより利用しうる情報を不正に改ざんし、又は消去する行為。 
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(11)他人になりすまして IP 通信網サービスを利用する行為（偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を

行う行為を含みます）。 

(12)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する

行為。 

(13)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせ

る、若しくはそのおそれがあるメールを送信する行為 

(14)当社若しくは、他人の電気通信設備の利用若しくは運用に支障を与える、又はその支障を与えるおそれの

ある行為。 

(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。 

(16)違法行為（けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等）

を直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引（他人に依頼することを含む）する行為。 

(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に

著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。 

(18)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するな

どの行為。 

(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをは

る行為。 

(20)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライ

バシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。 

(21)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。 

(22)当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為若しくは応答させる

ことを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。 

(23)その他前各号に準じる行為。 

 

（関係者との関係） 

第 47 条 当社が別途指定する手続きにより、IP 通信網サービス契約者がその家族その他の者に利用させる目的

で、かつ当該関係者の IP 通信網サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、

当該 IP 通信網サービス契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を順守させる義務を負

うものとします。 

２ 前項の場合、契約者は、当該関係者が第 45 条（利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務）第 1 項又は第

46 条（IP 通信網サービスにおける禁止事項）の各号に定める禁止行為のいずれかを行い、又はその故意又は過

失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、約款の各条項が適用

されるものとします。 

 

（情報の削除等） 

第 48 条 当社は、IP 通信網サービスの利用が第 45 条（利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務）又は第 46

条（IP通信網サービスにおける禁止事項）の各号に該当する場合、当該利用に関して他者から当社に対しクレー

ム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で IP通信網サービスの運営上不適当と

当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置にいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがありま

す。 

(1) 第 45 条（利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務）又は第 46 条（IP 通信網サービスにおける禁止事

項）の各号に該当する行為をやめるように要求します。      

(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うように要求します。 

(3) IP通信網サービス契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 

(4) 事前に通告することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧

できない状態に置きます。 
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２ 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責

任の原則が尊重されるものとします。 
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第 10章 通信 

 

 （通信利用の制限） 

第 49 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、

災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容と

する通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関

に係る契約者回線（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を

中止する措置をとることがあります。 

機    関    名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

２ 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由す

ることとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

３ 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノ

アドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載す

るウェブサイト（児童ポルノアドレスリストに基づきます。）について、契約者が当該ウェブサイトを閲覧する場合に、

事前に通知することなく、当該ウェブサイトの閲覧を制限する場合があります。 

４ 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧

できない状態に置く場合があります。 

５ 当社は、 本条の規定による措置を実施する場合において、契約者の利用するサービスの完全性及び可用性を

保証するものではありません。 本条の規定による当社が行う見地及び情報の提供等により、契約者の通信の利

用に不利益が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。 

６ 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセ

キュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提

供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれが

ある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備の IPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続

する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 

 

（契約者回線による制約） 

第 50 条 IP 通信網サービス契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めると

ころにより契約者回線を使用することができない場合においては、IP 通信網サービスを利用することはできませ

ん。 
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２ 前項の規定によるほか、利用回線に係る電気通信設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービス

に係る電気通信回線設備等からの信号の漏洩又は利用回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、

その利用回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又はＡＤＳＬアクセ

スサービスが全く利用できない状態（通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含

みます。以下「ＤＳＬ方式に起因する事象」といいます。） となることがあります。 
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第 11章 料金等 

 

第１節 料金及び工事等に関する費用 

 

 （料金及び工事等に関する費用） 

第 51 条 当社が提供する IP 通信網サービスの料金等は、料金表に定めるところによります。 

 

第２節 料金等の支払義務 

 

（定額利用料の支払義務） 

第 52 条 IP 通信網サービス契約者は、その IP 通信網サービス契約に基づいて当社が IP 通信網サービスの提供

を開始した日（付加機能又は端末接続装置等の提供については、その提供を開始した日）から起算して、IP 通

信網サービスの解除があった日（付加機能又は端末接続装置等の廃止については、その廃止があった日）の前

日までの期間（提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合はその日）について、当社

が提供する IP 通信網サービスの態様に応じて料金表に規定する料金（以下「定額利用料」といいます。）の支払

を要します。ただし、有線アクセスサービス（付加機能又は端末接続装置等の提供を同時に開始した場合を含み

ます。）の定額利用料は、そのサービスの提供を開始した日の翌日から適用します。 

２ 前項の期間において、利用停止等により IP 通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの定額

利用料の支払いは、次のとおりです。 

(1) 利用停止があったときは、IP通信網サービス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。 

(2) 前号の規定によるほか、IP通信網サービス契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービスを利用できなかっ

た期間中の定額利用料の支払いを要します。 

 区        別 支払いを要しない料金 

１ IP 通信網サービス契約者の責めによらない理由によ

り、IP 通信網サービスを全く利用できない状態（その契

約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる

場合を含みます。）が生じた場合（２欄に該当する場合

又はＤＳＬ方式に起因する事象により全く利用できない

状態となる場合を除きます。）に、そのことを当社が知っ

た時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した

とき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用でき

なかった時間（24時間の倍数である部分に限

ります。）について、24 時間ごとに日数を計算

し、その日数に対応するその IP 通信網サー

ビスについての定額利用料 

２ 契約者回線等の移転、他社接続契約者回線接続変更

に伴って、IP通信網サービスを利用できなくなった期間

が生じたとき（IP 通信網サービス契約者の都合により IP

通信網サービスを利用しなかった場合であって、その

設備を保留したときを除きます。）。 

利用できなくなった日から起算し、再び利用

できる状態とした日の前日までの日数に対応

するその IP 通信網サービスについての定額

利用料 

 

３ 第１項の期間において、IP通信網サービス契約者が IP通信網サービスと相互に接続する他社接続契約者回線

を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次のとおりです。 

(1) 他社接続契約者回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他他社接続契約者回線に係る契

約者に帰する事由により、IP 通信網サービス契約者が他社接続契約者回線を利用することができなくなった

場合であっても、契約者は、その IP通信網サービスに係る料金の支払いを要します。 

(2) 前号の規定によるほか、IP 通信網サービス契約者は、次の表に規定する場合を除いて、IP 通信網サービス

を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。 
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区       別 支払いを要しない料金 

IP通信網サービス契約者の責めによらない理由により、そ

の他社接続契約者回線と相互に接続する IP 通信網サー

ビスを全く利用できない状態（その他社接続契約者回線

による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない

状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条

において同じとします。） が生じた場合に、そのことを当

社が知った時刻から起算して、前項第 2 号の表の１欄に

規定する時間以上その状態が連続したとき（ＤＳＬ方式に

起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除

きます。）。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用でき

なかった時間（ 前項第 2 号の表の１欄に規

定する時間の倍数である部分に限ります｡） 

に対応するその IP 通信網サービスについて

の料金 

 

４ 当社の故意又は重大な過失により IP 通信網サービスを全く利用できない状態が生じた場合は、前項の規定は

適用しません。 

５ 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金をお返しします。 

６ 第２項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

（定額利用料の日割） 

第 53条 当社は、料金表通則の３、４、７及び８で規定するとおり、定額利用料（一時中断期間の定額利用料を除き

ます。）をその利用日数に応じて日割します。 

２ 前項の場合、料金表に規定する割引額についても日割します。 

 

（一時中断期間の定額利用料） 

第 54 条 IP 通信網サービス契約者は、利用の一時中断をしたときは、一時中断を開始した日の属する暦月から、

一時中断を終了した日の属する暦月までの期間について、その利用日数に応じた利用の一時中断にかかる定

額利用料の支払いを要します。 

 

 （工事費の支払義務） 

第 55 条 IP 通信網サービス契約者は、IP 通信網サービス契約の申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受

けたときは、別に定める工事費の支払いを要します。 

 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この節において「解除等」といい

ます。）があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、

その工事費をお返しします。 

 

 （線路設置費の支払義務） 

第 56 条 IP通信網サービス契約者は、次の場合には、別に定める線路設置費の支払いを要します。 

ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除等があった場合は、この限りではありません。

この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。 

  (1) 契約者回線の終端が区域外となる IP通信網サービス契約の申込をし、その承諾を受けたとき。 

(2) 契約者回線の終端が区域外にある IP通信網サービスについて、その品目の変更の請求をし、その承諾を受

けたとき。 

(3) 移転後の契約者回線の終端が区域外となる契約者回線の移転（移転後の契約者回線の終端が移転前の契

約者回線の終端と同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内となるものを除きます。）

の請求をし、その承諾を受けたとき。 

２ IP 通信網サービス契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、解除
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等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合

において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

 （設備費の支払義務） 

第 57条 IP通信網サービス契約者は、特別な電気通信設備の新設を要する申込（契約者回線の品目の変更又は

移転の請求を含みます。）をし、その承諾を受けたときは、別に定める設備費の支払いを要します。 

ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、

既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。 

２ IP 通信網サービス契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、その

工事に関して解除等があったときまでに着手した工事（解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなって

いる部分に限ります。）の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負

担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

 （支払義務の免除） 

第 58 条 当社は、約款その他当社が特別に定める場合を除き、IP 通信網サービスの定額利用料その他一切の支

払義務について免除しないものとします。 

 

第３節 料金の計算方法等 

 

  （料金の計算方法等） 

第 59 条  料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。 

 

  （提携事業者にかかる債権の譲受等） 

第 60条  提携事業者と契約を締結している IP通信網サービス契約者は、その契約約款等に定めるところにより当

社に譲り渡すこととされた提携事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。

この場合、当社及び提携事業者は、IP 通信網サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略する

ものとします。 

２ 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する IP 通信網サービス契約者の料金とみなして

取り扱います。 

３ 当社は、約款の規定により、IP 通信網サービス契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る

債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。 

 

第４節 割増金及び延滞利息 

 

 （割増金） 

第 61 条 IP通信網サービス契約者は、定額利用料又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その

免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額

を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

 

 （延滞利息） 

第 62 条 IP 通信網サービス契約者は、定額利用料その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経

過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.5％の

割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。 
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第 12章 保守 

 

 （当社の維持責任） 

第 63 条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 号）に

適合するよう維持します。 

 

 （契約者の維持責任） 

第 64 条 IP 通信網サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持

していただきます。 

 

 （契約者の切分責任） 

第 65 条 IP 通信網サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線若しくは他社接続回

線に接続されている場合であって、当社 IP 通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端

末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、当社は、IP 通信網サービス取扱局に

おいて試験を行い、その結果を IP通信網サービス契約者にお知らせします。 

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP 通信網サ

ービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備に

あったときは、IP 通信網サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要

する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

 （修理又は復旧の順位） 

第 66 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧す

ることができないときは、第 49 条（通信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次

の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電

気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 

順 位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 

防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

２ 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置され

るもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを除きます。） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 
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第 13章 損害賠償 

 

 （責任の制限） 

第 67 条 当社は、IP 通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をし

なかったときは、その IP 通信網サービスが全く利用できない状態（当該 IP 通信網サービス契約に係る電気通信

設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条

において同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限

り、IP通信網サービス契約者の損害を賠償します。 

ただし、特定協定事業者がその特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより損害を賠償する

場合及びＤＳＬ方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。 

２ 前項の場合において、当社は、IP 通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後

のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。）に対応

する当該 IP 通信網サービスに係る料金表に規定する定額利用料（その IP 通信網サービスの一部が全く利用で

きない状態の場合は、その部分に係る料金額（ブロードバンドユニバーサルサービス料を除きます。））を発生し

た損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあっては、料金表に

準じて取扱います。 

４ 当社の故意又は重大な過失により IP通信網サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。 

 

 （免責） 

第 68 条 当社は、IP 通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあ

たって、IP 通信網サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを

得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条において「改

造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 

ただし、別表に定める IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項（以下この条において「技術的事項」と

いいます。）の規定の変更（取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。）により、

現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、そ

の改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 

３ 天災、事変その他の不可抗力により、IP 通信網サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責めを負

わないものとします。 

４ 当社は、IP通信網サービス契約における通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。 

   

  （第三者との紛議） 

第 69 条 当社は、IP通信網サービス契約者の IP通信網サービス利用における行為については、一切責任を負わ

ないものとし、IP 通信網サービス契約者は、第三者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と費用負担によ

り解決するものとします。 

２ IP 通信網サービス契約者が約款に定める事項に違反し、当社に損害を与えた場合、IP 通信網サービス契約者

は、当社に対し、当該損害を賠償するものとします。ただし、IP 通信網サービス契約者に故意又は過失がないと

きは、この限りではありません。 

３ 前項の損害については、当社が負担した合理的な範囲の弁護士費用その他実費を含むものとみなします。 

４ IP 通信網サービス契約者が故意又は過失により第三者の権利を侵害し、当社が特定電気通信による情報の流

通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)その他関連法令に基

づき、IP 通信網サービス契約者の発信者情報について開示請求（任意の請求、訴訟上の請求等を問わず）を受

け、開示請求に対応するため合理的な範囲の弁護士費用その他実費を支払った場合、IP 通信網サービス契約

者は、当該費用を負担するものとします。 
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５ 本条の規定は、IP通信網サービス契約の終了後も有効に存続するものとします。 
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第 14章 雑則 

 

 （承諾の限界） 

第 70 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技

術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行

上支障があるとき（その請求に係る契約者回線が他社接続契約者回線に係るものである場合は、その他社接続

契約者回線の協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含

みます。）は、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした者に通知します。 

ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。 

 

 （サービスの提供範囲等） 

第 71 条 当社は、約款の規定による IP通信網サービスを本邦内に限り提供します。 

２ 相互接続点又はＮＳＰＩＸＰ（ＷＩＤＥプロジェクトによる商用インターネットの相互接続に関する研究のために設置

された電気通信設備をいいます。以下この条において同じとします。）との接続点において接続を行う場合に、当

社が提供する IP 通信網サービスの範囲は、その相互接続点又はＮＳＰＩＸＰとの接続点までとします。この場合に

おいて、当社は、その相互接続点又はＮＳＰＩＸＰとの接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品

質を保証しません。 

 

 （IP通信網サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供等） 

第 72 条 IP 通信網サービス契約者からの契約者回線（契約者回線の終端となる回線接続装置等を含みます。）の

設置場所の提供等については、別に定めるところによります。 

 

 （法令に規定する事項） 

第 73 条 IP通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定がある事項については、その定めるところにより

ます。 

 

 （閲覧） 

第 74 条 IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。 

２ 当社は、当社が指定する IP通信網サービス取扱所において、IP通信網サービスを利用するうえで参考となる当

社が別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します｡ 

３ この約款において、当社が別に定めることとしている事項について、当社は、閲覧に供します。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第 75 条 IP 通信網サービス契約者は、当社に対して、契約申込時において、IP 通信網サービス契約者（契約者が

法人の場合には、契約者の役職員及び出資者（以下「役職員等」といいます。）が以下の各号に定める者に該当

しないこと及び将来にわたってもこれに該当しないことを保証するものとします。 

 (1) 暴力団 

 (2) 暴力団の構成員（準構成員を含む。以下同様とします。）、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を

経過しない者 

 (3) 暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員 

 (4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員 

 (5) 前各号に準じるもの 

２ IP 通信網サービス契約者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為、又は該当するおそれ

のある行為を行わないことを誓約するものとします。 

 (1) 暴力的な要求行為 

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 
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 (3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為 

 (4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 

 (5) 前各号に準じる行為 

３ 当社は、IP 通信網サービス契約者において第１項各号に定める保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が

判明若しくは発生、又は発生すると合理的に見込まれる場合、また IP 通信網サービス契約者が前項に定める誓

約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに IP 通

信網サービス契約者の負担する一切の債務の期限の利益を喪失させること及び IP 通信網サービスの利用契約

を解除することができるものとします。 

４ 前項の規定が適用される場合であっても、当社の IP 通信網サービス契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げ

られないものとします。 

５ 本条による期限の利益の喪失、又は解除によって IP 通信網サービス契約者に生じた損害、不利益、その他一

切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとします。 

 

 （個人情報の保護及び利用） 

第 76 条 IP 通信網サービス契約者は、当社に届け出た個人情報、及び IP 通信網サービスの利用にあたり当社が

取得した会員に関する情報（以下「個人情報」といいます。）が、当社ウェブサイトに定める目的で使用されること

にあらかじめ同意するものとします。 

２ 当社の個人情報の取扱いについては、当社ウェブサイトの定めるところによります。 

 

 （裁判管轄） 

第 77 条 IP 通信網サービス契約その他約款に定める事項に関して生じる法的な紛争については、広島地方裁判

所を第一審の専属的管轄裁判所とします。 
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別表１ IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項 

 

１  有線アクセスサービス 

品 目 物 理 的 条 件 相 互 接 続 回 路 

100Mbps 

８ピンモジュラーコネクタ 

（ISO 標準 ISO8877 準拠） 

IEEE802.3ｕ 100BASE-TＸ準拠 又は 

IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 

1Gbps 

IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠、 

IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は 

IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 

 

 

２ （削除） 

 

３ （削除） 
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別 記 

 

  １ IP通信網サービスの提供区域等 

当社の IP 通信網サービスは、次に掲げる県の区域における契約者回線の終端（相互接続点に

おけるものを除きます。以下同じとします。）相互間、相互接続点と契約者回線の終端との間又

は相互接続点相互間（同一の相互接続点に終始する場合を含みます。）において提供します。 

県  の  区  域 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

 

２ IP通信網サービス契約者の氏名等の変更 

 (1) IP 通信網サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は料金等請求書の

送付先の変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の方法によりに IP 通信網サービ

ス取扱所に届け出ていただきます。   

 (2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただ

くことがあります。 

 

３ IP通信網サービス契約者の地位の承継 

(1) 相続又は法人の合併により IP 通信網サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人

又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証

明する書類を添えて速やかに IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

(2) (1)の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者

と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1人を代表者

として取り扱います。 

 

４ IP通信網サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供等 

(1) 契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。以下この別記４において同

じとします。）又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、そ

の IP通信網サービス契約者から提供していただきます。 

ただし、IP 通信網サービス契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線の設

置場所を提供することがあります。 

(2) 当社が、IP 通信網サービス契約に基づいて設置する回線接続装置その他の電気通信設備

に必要な電気は、IP通信網サービス契約者から提供していただくことがあります。 

(3) IP通信網サービス契約者は、契約者回線の終端のある構内又は建物内において、当社の電

気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を要する場合は、自己の負担によりその

特別な設備を設置していただきます。 

 

５ 自営端末設備の接続 

(1) IP通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営端末

設備を接続するときは、その接続を請求していただきます。この場合において、端末機器の

技術基準適合認定等に関する規則（平成 16年総務省令第 15号。以下「技術基準適合認定

規則」といいます。）様式第７号の表示が付されている端末機器（技術基準適合認定規則第３

条で定める種類の端末設備の機器をいいます。）、技術基準等に適合することについて事業
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法第 86条第１項に規定する登録認定機関又は事業法第 104条第 1項に規定する承認認定

機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第 14号に規定する表示を

付された特定端末機器（技術基準適合認定規則第３条第２項で定める端末設備の機器をい

います。）以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続を請求し

ていただきます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

   ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

   イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合す

るかどうかの検査を行います。 

   ア 技術基準適合認定規則様式第７号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続

するとき。 

   イ 事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当するとき。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) IP通信網サービス契約者は、工事担任者規則（昭和 60 年郵政省令第 28 号）第４条で定め

る種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を

行わせ、又は実地に監督させなければなりません。 

ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りではありません。 

(6) IP 通信網サービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に

準じて取り扱います。 

(7) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずし

たときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

   ６ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サ

ービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP通信網サービス契約者

に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求める

ことがあります。この場合、IP 通信網サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業

法施行規則第 32 条第２項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。 

(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、

IP 通信網サービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきま

す。 

 

７ 自営電気通信設備の接続 

(1) IP通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営電気

通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の

名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、

その接続の請求をしていただきます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務

大臣の認定を受けたとき。 
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(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該

当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) IP通信網サービス契約者は、工事担任者規則第４条で定める種類の工事担任者資格者証の

交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させ

なければなりません。ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りではありません。 

(6) IP通信網サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規

定に準じて取り扱います。 

(7) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りは

ずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

   ８ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

       契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービス

の円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記６（自営端末設備に異常がある場合等

の検査）の規定に準じて取り扱います。 

 

９ 事務手数料 

 IP 通信網サービス契約者は、IP 通信網サービス契約等の申込の請求をし、その承諾を受けた

ときは、料金表第４表（事務手数料等）に規定する費用の支払いを要します。 

    

10 IPアドレス又は JPドメイン名に係る申請手続きの代行等 

(1) 当社は、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、

その IP 通信網サービス契約者に代わって社団法人日本ネットワークインフォメーションセン

ター（以下「JPNIC」といいます。）又は JPRSにその契約者回線で使用する IPアドレスの割当

て若しくは返却又は JP ドメイン名の割当て、変更、移転若しくは廃止の申請手続き等を行い

ます。この場合、IP 通信網サービス契約者は、JPNIC 又はＪＰＲＳに対して支払いを要するこ

ととなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。 

(2) (1)の場合、IP 通信網サービス契約者は、当社が別に定める申請手数料を支払っていただき

ます。 

(3) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線において当社が管理指定事業者（JPRS に対

し JP ドメイン名に係る申請手続き等の代行を行う事業者であって、JPRSが定める者をいいま

す。）となっているＪPドメイン名を利用している場合は、当社が別に定めるＪＰドメイン名保守手

数料を支払っていただきます。 

 

11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 

当社は、IP 通信網サービスに係る契約の申込をする者又は IP 通信網サービス契約者から要

請があったときは、協定事業者（当社が別に定める協定事業者に限ります。）の電気通信サービ

スの利用に係る申込、請求、届出、その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行

います。 

 

  



 

 

－32－ 

12 特定協定事業者 

当社は、次表に掲げる協定事業者を特定協定事業者として取り扱います。 

協定事業者 

ＮＴＴ西日本株式会社 

 

13 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い 

(1) 特定協定事業者との相互接続に係る料金（相互接続協定に基づき当社が別に定めたもの

に限ります。）は、当社が設置する回線と他社接続契約者回線（その他社接続契約者回線を

介して接続されている他の特定協定事業者の電気通信回線（事業法施行規則第３条第２ 

項に定める専用役務に係るものに限ります。）を含みます。）とを合わせて定めるものとし、具

体的な取扱いは、次表のとおりとします。 

特定協定事業者 料金を定める事業者 料金を請求する 

事業者 

料金に関するその他の

取扱い 

ＮＴＴ西日本 

株式会社 

当社 当社 約款に定めるところに

よります。 

(2) (1)の規定にかかわらず、特定協定事業者との相互接続に係る料金のうち、料金表に規定す

る加算額（相互接続協定に基づき当社が別に定めたものを除きます。）及び料金表に別段の

定めがある料金については、約款の規定により当社が定めるものとし、その料金に関するその

他の取扱いについては、約款の定めるところによります。 

 

14 新聞社等の基準 

区 分 基        準 

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを

目的として、あまねく発売されること。 

(2) 発行部数が１の題号について、8,000 部以上であること。 

２ 放送事業者 電波法（昭和 25 年法律第 131 号）の規定により放送局の免許を受けた

者 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新

聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報（広

告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的とする通信社 

 

15 技術資料の項目 

    自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

(1) 物理的条件 

(2) 電気的条件 

(3) 論理的条件 

     (注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。 
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料 金 表 

 

通 則 

 

（料金表の適用） 

１ IP 通信網サービスに関する定額利用料及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当

社が別に定めるところによります。 

 

（料金の計算方法等） 

２ 当社は、IP 通信網サービス契約者がその IP 通信網サービス契約に基づいて支払う定額利用料は、

料金月（１の暦月の起算日（当社が IP 通信網サービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいま

す。）から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。）に従って計算します。 

３ 当社は、次に定める事由が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割りします。 

(1) 料金月の初日以外の日に、IP 通信網サービス（付加機能又は端末接続装置等を含みます。）の

提供を開始したとき。ただし、有線アクセスサービスについては、料金月の初日以外の日に、その

定額利用料の適用を開始したとき。 

(2) 料金月の初日以外の日に、IP通信網サービス契約（付加機能又は端末接続装置等を含みます。）

の解除があったとき。この場合、定額利用料は、その契約を解除した日の前日まで適用します。 

(3) 料金月の初日以外の日に、IP 通信網サービスの品目、細目又は契約種別の変更等により、月額

料金又は割引額の変更があったとき。この場合、変更後の月額料金及び割引額は、その変更があ

った日から適用します。 

(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の定額利用料は、

その改定があった日から適用します。 

(5) 第 52 条（定額利用料の支払義務）第２項第２号の表の規定に該当するとき。 

(6) ６の規定に基づく起算日に変更があったとき。 

４ 通則３の規定による定額利用料の日割は暦日数により行います。この場合、第 52 条（定額利用料の

支払義務）第２項第２号の表の１欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる

24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。 

５ 第 67 条(責任の制限)第３項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料

金の算定に当たっては、２及び３の規定に準じて取り扱います。 

６ 当社は、IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、２に規定する

料金月の起算日を変更する場合があります。 

６の２ IP 通信網サービスの提供の開始があった場合、当社は提供を開始した日の翌日を含む当該料

金月からブロードバンドユニバーサルサービス料を適用し、料金を計算します。なお、ブロードバンド

ユニバーサルサービス料は、日割り計算しません。 

６の３ IP通信網サービスの解除があった場合、当社はその解除した日を含む当該料金月のブロードバ

ンドユニバーサルサービス料を請求しません。 

６の４ IP 通信網サービスの契約者回線の移転に伴い IP 通信網サービスを利用できなくなった期間が

生じた場合において、移転した日と移転後に再びＩＰ通信網サービスが利用できる状態とした日を含

む月が異なるときは、当社はその移転した日を含む当該料金月から移転後に再びＩＰ通信網サービ

スが利用できる状態とした日を含む月の前月料金月までのブロードバンドユニバーサルサービス料
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を請求しません。 

７ 通則３(1)(2)(5)(6)の規定により定額利用料の日割りをする場合、定額利用料は、適用される月額料

金及び割引額をそれぞれ日割り計算した上で、月額料金から割引額を減額して計算します。 

 

（端数処理） 

９ 当社は、定額利用料その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てます。ただし、税込額を明記しているものは表示の税込額とします。 

 

（料金等の支払い） 

10 IP 通信網サービス契約者は、定額利用料及び工事に関する費用について、当社が指定する期日

までに当社が定める方法により、当社が指定する IP 通信網サービス取扱所又は金融機関等におい

て支払っていただきます。 

  

（支払の順序） 

11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

 

（料金の一括後払い） 

12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、通則 10 及び１１の規定にかかわらず、契約者の承諾を

得て、２月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

（前受金） 

13 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める

条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 

 

（支払を要する料金額） 

14 第52条（定額利用料の支払義務）から第57条（設備費の支払義務）までの規定等により料金表に定

める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、次により算定した額とし

ます。 

(1) 有線アクセスサービス契約に係る料金額について、個別に定められていない場合は、料金表に定

める税込額（消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。）に基づき計算した額としま

す。 

(2) (削除)  

 なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額により計算した額とは差が生じ

る場合があります。 

（注）料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。 

 

（料金等の臨時減免） 

15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、そ

８ ３(3)(4)の規定により定額利用料の日割りをする場合、定額利用料は、次の方法で算定します。 

(1) 変更又は改定のあった月額料金又は割引額をその変更に応じて日割り計算します。 

(2) 変更又は改定のない月額料金又は割引額については日割り計算しません。 

(3) 月額料金又は割引額を日割り計算した後で、月額料金から割引額を減額します。 
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の料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 
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第１表 料 金 

 

第１  IP通信網サービスに係るもの 

 

 １ 適用 

 IP 通信網サービスに係る料金の適用については、第 52 条(定額利用料の支払義務)の規定に

よるほか次のとおりとします。 

区 分 内   容 

(1) 品目に係る料

金の適用 

ア 当社は、IP 通信網サービスの料金を適用するにあたって、次表のとおり品目

を定めます。 

 品 目 細目 内  容 

100Mbps ｺｰｽ 1 最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの

で、他の事業者と通信可能な IP アドレス

を１個使用して通信が可能なもの。 

ｺｰｽ 2 ﾌﾟﾗﾝＡ 最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの

で、他の事業者と通信可能な IP アドレス

を２個使用して通信が可能なもの。 

ﾌﾟﾗﾝ B 最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの

で、特定の IPアドレスを１個使用して通信

が可能なもの。 

ﾌﾟﾗﾝ C 最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの

で、特定の IP アドレスを 8 個使用して通

信が可能なもの。 

ﾌﾟﾗﾝ D 最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの

で、特定の IPアドレスを 16個使用して通

信が可能なもの。 

ｺｰｽ 3 最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの

で、特定の IP アドレスを使用して通信が

可能なもの。 

ｺｰｽ 4 （削除） 
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 ｺｰｽ 5 ﾌﾟﾗﾝＡ 回線接続装置を使用し、最大 100Mbit/s

の符号伝送が可能なものであって、他の事

業者と通信可能な IP アドレスを１個使用し

て通信が可能なもの。 

ﾌﾟﾗﾝＢ 変復調装置を使用し、最大 100Mbit/s の

符号伝送が可能なものであって、他の事

業者と通信可能な IP アドレスを１個使用し

て通信が可能なもの。 

ﾌﾟﾗﾝＣ 集合型回線終端装置を使用し、最大

100Mbit/sの符号伝送が可能なものであっ

て、他の事業者と通信可能な IP アドレスを

１個使用して通信が可能なもの。 

1Gbps ｺｰｽ 6 最大 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの

で、他の事業者と通信可能な IPアドレスを

１個使用して通信が可能なもの 

ｺｰｽ７ ﾌﾟﾗﾝＡ 回線接続装置を使用し、最大 1Ｇbit/s の

符号伝送が可能なものであって、他の事

業者と通信可能な IP アドレスを１個使用し

て通信が可能なもの。 

ﾌﾟﾗﾝＢ 変復調装置を使用し、サービス取扱局から

利用回線への伝送方向と、他の伝送方向

の合計が最大 1Ｇbit/s の符号伝送が可能

なものであって、他の事業者と通信可能な

IP アドレスを１個使用して通信が可能なも

の。 

ﾌﾟﾗﾝＣ 集合型回線終端装置を使用し、最大 1Ｇ

bit/s の符号伝送が可能なものであって、

他の事業者と通信可能な IP アドレスを１個

使用して通信が可能なもの。 

ｺｰｽ 8 ﾌﾟﾗﾝＡ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＢ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＣ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＤ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＥ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＦ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＧ （削除） 

契約者 ｺｰｽ 9 （削除） 
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が指定

し た 他

の事業

者の電

気通信

設 備 を

介 し て

通 信 を

行 う 機

能 

ｺｰｽ 10 （削除） （削除） 

（削除） （削除） 

（削除） （削除） 

（削除） （削除） 

（削除） （削除） 

（削除） （削除） 

（削除） （削除） 

1Gbps 

（設備

状況に

より

100Mbp

s） 

ｺｰｽ 11 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、他の事業

者と通信可能な IP アドレスを１個使用して通信が可能

なもの。 

ｺｰｽ 12 ﾌﾟﾗﾝＡ 回線接続装置を使用し、最大 1Ｇbit/s の

符号伝送が可能なものであって、他の事

業者と通信可能な IP アドレスを１個使用し

て通信が可能なもの。 

ﾌﾟﾗﾝＢ 変復調装置を使用し、サービス取扱局から

利用回線への伝送方向と、他の伝送方向

の合計が最大 1Ｇbit/s の符号伝送が可能

なものであって、他の事業者と通信可能な

IP アドレスを１個使用して通信が可能なも

の。ただし、設備状況により最大 1Ｇbit/s

の符号伝送による提供ができない場合、最

大 100Mbit/sの符号伝送で提供する。 

ﾌﾟﾗﾝＣ 集合型回線終端装置を使用し、最大 1Ｇ

bit/s の符号伝送が可能なものであって、

他の事業者と通信可能な IP アドレスを１個

使用して通信が可能なもの。ただし、設備

状況により最大 1Ｇbit/s の符号伝送による

提供ができない場合、最大100Mbit/sの符

号伝送で提供する。 

当 社 と

全戸一

括契約

を 締 結

ｺｰｽ 13 ﾌﾟﾗﾝＡ 回線接続装置を使用し、最大 1Ｇbit/s の

符号伝送が可能なものであって、他の事

業者と通信可能な IP アドレスを１個使用し

て通信が可能なもの。 



 

 

－39－ 

し た 集

合住宅

の個別

住居へ

の提供 

1Gbps 

（ 設 備

状況に

よ り

100Mbp

s） 

ﾌﾟﾗﾝＢ 変復調装置を使用し、サービス取扱局から

利用回線への伝送方向と、他の伝送方向

の合計が最大 1Ｇbit/s の符号伝送が可能

なものであって、他の事業者と通信可能な

IP アドレスを１個使用して通信が可能なも

の。 

ﾌﾟﾗﾝＣ 集合型回線終端装置を使用し、最大 1Ｇ

bit/s の符号伝送が可能なものであって、

他の事業者と通信可能な IP アドレスを１個

使用して通信が可能なもの。 

備考   

1 IP 通信網サービス契約者回線に接続される自営端末設備（当社が別に定

めるものに限ります）の最大数は、ｺｰｽ 1、ｺｰｽ 5、ｺｰｽ 6 及びｺｰｽ 7 が 5

台、ｺｰｽ 2 のﾌﾟﾗﾝＡが 15 台、ｺｰｽ 2 のﾌﾟﾗﾝＢ、ﾌﾟﾗﾝＣ又はﾌﾟﾗﾝＤが 20 台

までとします。 

2 ｺｰｽ１については、カ、キ及びクに規定するｶﾃｺﾞﾘｰ 1、ｶﾃｺﾞﾘｰ 2、ｶﾃｺﾞﾘｰ

3、ｶﾃｺﾞﾘｰ 4 及びｶﾃｺﾞﾘｰ 5 の区別があります。 

3 ｺｰｽ 5 については、カ、キ及びクに規定するｶﾃｺﾞﾘｰ 1、ｶﾃｺﾞﾘｰ 2、ｶﾃｺﾞﾘｰ

3 及びｶﾃｺﾞﾘｰ 5 の区別があります。 

4 ｺｰｽ 6 については、カ及びキに規定するｶﾃｺﾞﾘｰ 2 及びｶﾃｺﾞﾘｰ 3 の区別

があります。 

5 ｺｰｽ 7 については、カ、キ及びクに規定するｶﾃｺﾞﾘｰ 1、ｶﾃｺﾞﾘｰ 2、ｶﾃ

ｺﾞﾘｰ 3 の区別があります。 

6 （削除） 

7 （削除） 

8 ｺｰｽ 5 及びｺｰｽ 7 は建物内の共用部分に分岐装置を設置して提供するも

のに限ります。 

9 （削除） 

10 （削除） 

11 （削除） 

12 ｺｰｽ 13 については、カ、キに規定するｶﾃｺﾞﾘｰ 1、ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 の区別が

あります。 
 

イ IP 通信網サービスに係る通信は、契約者回線等（契約者回線、相互接続点

（インターネット接続事業者との相互接続点）及びその他当社が必要により設

置する電気通信設備をいいます。）との間で行うことができます。この場合にお

いて、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の

品質を保証しません。 

ウ IP 通信網サービスに係る通信は、当社が別に定めるところに従って契約者

識別符号及び暗証符号を送信することにより行うことができます。 



 

 

－40－ 

エ 契約者回線において、当社の業務の遂行上及び当社の電気通信設備等に

著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある場合は、その契約者回線の使

用を制限する場合があります。 

オ ｺｰｽ 5及びｺｰｽ７においては、当社が契約者グループ（当社が指定する同一

の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係る IP通信網契約者からなる

グループをいいます。以下同じとします。）を設定し、1 の契約者グループに

係る契約者回線の数が 8 以上となるものに限り、提供します。 

カ ｺｰｽ 1、ｺｰｽ 5、ｺｰｽ 6 及びｺｰｽ 7 については、次表のとおり提供するパソコ

ンセキュリティサービスの内容により区別があります。 

区別 内容 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 1､ｶﾃｺﾞ

ﾘ 2、ｶﾃｺﾞﾘｰ 3、

ｶﾃｺﾞﾘｰ 4 又は

ｶﾃｺﾞﾘｰ 5 

トレンドマイクロ株式会社が提供するセキュリティソフトウェ

ア「ウイルスバスター クラウド月額版」のエンドユーザライ

センス契約を、当社を通じて提供するもの。 

（削除） （削除） 

キ ｺｰｽ1、ｺｰｽ5、ｺｰｽ6及びｺｰｽ7については、次表のとおりリモートヘルプサー

ビスの内容により区別があります。 

区別 内容 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 1､ｶﾃｺﾞ

ﾘ 2、ｶﾃｺﾞﾘｰ 4

又はｶﾃｺﾞﾘｰ 5 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 以外のもの。 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 リモートヘルプサービスの付加機能使用料が基本料に含

まれるもの。 

ク ｺｰｽ 1 については、次表のとおり提供の形態により区分があります。 

 

区別 内容 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 1､ｶﾃｺﾞ

ﾘ 2 又はｶﾃｺﾞﾘ

ｰ 3 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 4、ｶﾃｺﾞﾘｰ 5 以外のもの。 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 4 又は

ｶﾃｺﾞﾘｰ 5 

情報量に応じた加算料の支払いを要するもの。 

(２) 最低利用期間

内に契約の解

除等があった場

合の料金の適

用 

ア IP通信網サービスには、以下のとおり最低利用期間の区分があります。 

区分 内容 最低利用期間 

区分１ 削除 削除 

区分２ コース 2、コース 3  1 年 

区分３ 削除 削除 

区分４ コース 1、コース 5、コース 6、コース 7 又はコ

ース 11、コース 12、コース 13、に契約申込が

あったもの。 

なし 

イ （削除） 

ウ IP 通信網サービス契約者は、最低利用期間内に IP 通信網サービス契約の

解除があった場合は、第 52 条（定額利用料の支払義務）及び料金表通則の
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規定にかかわらず、以下の料金を、当社が定める期日までに一括して支払っ

ていただきます。ただし、1 の(13)(14)(15)複数年利用の申出に係る料金の適

用（複数年契約割引）の廃止に伴う料金の支払いを要する場合は、除く。 

                                １契約回線ごとに 

 区分 料金額（税込額） 

区分１ 削除 削除 

区分２ コース 2、コース 3 残余の期間に対応する利用料金

（２（料金額）に規定する基本料の

額とします。）に相当する額。 

（削除） （削除） 

区分３ （削除） （削除） 
 

(３) ｺｰｽ5及びｺｰ

ｽ7における1の

契約者グルー

プにて多数利

用される場合の

料金の適用 

ア ｺｰｽ 5 及びｺｰｽ 7 において、1 の契約者グループに係る契約者回線の数が

16 以上であるときは、契約者からの申出により、そのｺｰｽ 5 及びｺｰｽ７に係る

料金について、ｺｰｽ 5 及びｺｰｽ 7 における多数利用に係る割引（以下この欄

において「集合住宅多回線割引」といいます。）を適用します。 

  この場合、集合住宅多回線割引の対象となるｺｰｽ 5及びｺｰｽ７の割引額につ

いては、２（料金額）２－１（基本料）の額に 200 円（税込額 220 円）を減額して

適用します。 

イ 集合住宅多回線割引に係る料金額の計算は暦月単位で行います。 

ウ 集合住宅多回線割引に係る料金の適用については、契約者の申出を当社

が承諾した日の属する暦月の翌月から、その廃止があった日の前日が属する

月までの期間について適用します。 

エ 当社は、新たな IP通信網サービス契約者から、その集合住宅多回線割引の

対象となる契約者回線の申出があったときは、その申出を当社が承諾した日

の属する暦月の翌月から、集合住宅多回線割引を適用している契約者回線

を集合住宅多回線割引から除外する旨の申出があったときは、その申出の日

の前日まで、その集合住宅多回線割引を適用する IP 通信網サービス契約と

して取り扱います。 

オ ウ又はエに規定する場合の集合住宅多回線割引の対象となる IP 通信網サ

ービスの定額利用料は、料金表通則の規定に準じて取り扱います。 

(４) 収容区域及び

加入区域の設

定 

ア 当社は、収容区域及び加入区域を別に定めます。 

イ 収容区域及び加入区域は､行政区画、その地域の社会的、経済的､地理的

条件､需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮します。 

(５) 契約者回線の

終端が加入区

域外になる場

合の加算額の

適用 

ア その契約者回線の終端が収容されている IP 通信網サービス取扱局の加入

区域を超える地点から引込柱又は基地局までの線路（以下「区域外線路」と

いいます。）について、区域外線路に係る加算額を適用します。 

イ 加入区域の設定・変更、契約者回線の移転等により区域外線路の変更があ

ったときは、加算額を再算定します。 

(６) 復旧等に伴い

IP通信網サー

ビス取扱局を変

更した場合の

料金の適用 

ア 第66条（修理又は復旧の順位）の規定により、故障又は滅失した契約者回

線の修理又は復旧をする場合に一時的にそのIP通信網サービス取扱局を変

更した場合の定額利用料の加算額は、２（料金額）の規定にかかわらず、その

契約者回線を変更前のIP通信網サービス取扱局において修理又は復旧した

ものとみなして適用します。 
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(７) 特別電気通信

設備に係る加

算額の適用 

ア 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別

電気通信設備に係る加算額を適用します。 

(８) 付加機能に関

する料金の適

用 

ア 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る第３（付加機能

利用料）を適用します。 

(９)月額利用料に

関する料金の

適用 

月額料金は、２（料金額）２－１（基本料）の表を適用します。 

（1０）パソコンセキ

ュリティサービス

に係る料金等

の適用 

ア パソコンセキュリティサービスを利用する場合には、第３（付加機能利用料）

に規定するパソコンセキュリティサービス利用料を適用します。 

イ 本サービスにおいて、その他提供条件については、当社が定めるところ及び

トレンドマイクロ株式会社とのエンドユーザライセンス契約によります。 

ウ 本サービスは、ウイルスの検知及び駆除又は削除を行います。ただし、駆除

可能なウイルス又はウイルス検知及び駆除又は削除の実行時において、ウイ

ルスパターンファイル（ウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパタ

ーンとしてまとめたもの）により対応可能なウイルスのみとします。 

エ 本サービスは、ウイルス検知及び駆除又は削除として完全な機能を果たすこ

とを保証するものではありません。 

オ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については一切責任を負

わないものとします。 

(11)リモートヘルプ

サービスに係る

料金等の適用 

ア リモートヘルプサービスを利用する場合には、第３(付加機能利用料)に規定

するリモートヘルプサービス利用料を適用します。 

イ 本サービスにおいて、その他提供条件については、当社が定めるリモートヘ

ルプサービス利用規約によります。 

(12)削除 

 

削除 

(13) ｺｰｽ 1の複数

年利用の申出

に係る料金の適

用 

（複数年契約割

引） 

ア 当社は、ｺｰｽ１のｶﾃｺﾞﾘｰ 2、ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 又はｶﾃｺﾞﾘｰ 4 に係る IP 通信網サ

ービス契約の契約者から、当社が別に定める条件に従い、次表の区分別

に規定する期間の継続利用（以下「複数年契約」といいます。）の申出が

あった場合には、その申出を承諾した日から、複数年契約期間中におい

て、IP 通信網サービス契約に係る料金のうち、２（料金額）２－１（基

本料）に規定する料金額から、次表に規定する額を減額して適用します。 

  なお、ｶﾃｺﾞﾘｰ 4 以外の５年契約の６年目以降の５年間は、長期継続利

用者としての割引（以下、「長期利用割引」といいます。)を適用します。

それ以降も再度、同条件を適用します。 
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月額 

細目 契約種別 継続利用する期間(複数

年契約期間) 

割引額 

（税込額） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 

又は 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 

3 年契約 複数年契約を当社が承

諾した日から、3 年間 

500 円 

（550 円） 

5 年 

契約 

5 年目 

まで 

複数年契約を当社が承

諾した日から、5 年間 

1,100 円 

（1,210 円） 

6 年目 

以降 

上記 5年間終了後 6年目

以降の 5 年間（長期利用

割引適用） 

1,400 円 

（1,540 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 4 

 

３年契約 複数年契約を当社が承

諾した日から、３年間 

381 円 

(419 円) 

5 年契約 複数年契約を当社が承

諾した日から、5 年間 

381 円 

(419 円) 

 

イ 当社は複数年契約期間が満了する場合は、複数年契約期間が満了する

日の翌日（以下「更新日」といいます。）から、再度、複数年契約期間を

更新して適用します。 

ウ 複数年契約期間には、IP 通信網サービス契約者回線の移転に伴って、

契約者回線が利用できなかった期間又は利用停止があった場合の期間

を含むものとします。 

エ 当社は、複数年契約の適用を受けている契約者回線について、その IP

通信網サービス契約の解除があった場合、ｺｰｽ１又はｺｰｽ 6 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 又

はｶﾃｺﾞﾘｰ 3 以外の品目若しくは細目への変更があった場合、又は利用の

一時中断があった場合は、複数年契約を廃止します。 

オ 当社は、IP 通信網サービス契約者から複数年契約の契約種別変更につ

いて申出があった場合には、当社がその申出を承諾した日から、変更後

の契約種別による複数年契約の適用を開始し、その前日で変更前の複数

年契約を廃止します。 

カ IP 通信網サービス契約者は、複数年契約期間の満了前に複数年契約

の廃止があった場合、又は後記(14)に定める複数年契約割引を含む 5 年

契約から 3 年契約への契約種別変更があった場合には、原則次表に規定

する料金額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 

ただし、次の場合はこの限りではありません。 

(1) 更新日から 90 日間（以下「更新期間」といいます。）に複数年契約

の廃止があった場合 

(2) 更新期間に契約変更があった場合はこの限りではありません。 
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(3) 新約款Ｇコースのプラン A の 3 年契約、プランＥ、プランＦ、プランＧへ

契約変更した場合 

(4) 更新期間に 3 年契約から 5 年契約への契約種別変更があった場合 

(5) ｺｰｽ 11 又はｺｰｽ 12 へ契約変更し、選択オプションのうち 1 つ以上の申

込があった場合 

 

１契約回線ごとに  

細目 契約種別 料金額（税込額） 

コース１ カテゴリー２ ３年契約 5,300 円（5,830 円） 

５年契約 4,400 円（4,840 円） 

カテゴリー３ ３年契約 5,780 円（6,358 円） 

５年契約 4,880 円（5,368 円） 

カテゴリー４ ３年契約 3,410 円（3,751 円） 

５年契約 3,410 円（3,751 円） 

なお、上記の表に指定する細目について、1 ヵ月分の料金額（第１表 料金

第１ IP通信網サービスに係るもの ２料金額 ２-1 基本料にて定める基本

料と第２表 回線接続装置等使用料 第２ 回線接続装置使用料の額 1 

IP通信網サービスに係るもの回線接続装置使用料を合算したもの。前述

の合算対象とする各料金に契約期間を通して割引が適用される場合は、

割引適用後の料金額とします。）が上記の表に記載する料金額未満の場

合は、表に記載する料金額にかえて 1 ヵ月分の料金額を適用します。 

キ 当社は、料金表通則の３、４、７及び８で規定するとおり、前項アに規定する

割引額をその利用日数に応じて日割します。 

(14)ｺｰｽ 6 の複数

年利用の申出

に係る料金の適

用 

（複数年契約割

引） 

ア 当社は、ｺｰｽ 6 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 又はｶﾃｺﾞﾘｰ 3 に係る IP 通信網サービス契約

の契約者から、当社が別に定める条件に従い、次表の区分別に規定する

複数年契約の申出があった場合には、その申出を承諾した日から、複数

年契約期間中において、IP 通信網契約に係る料金のうち、料金表第 1 表

（料金）第１（IP 通信網サービスに係るもの）２料金額２－１基本料に

規定する料金額から、次表に規定する額を減額して適用します。 

  なお、3 年契約では 4 年目以降の 3 年間及び 7 年目以降の 3 年間、5 年

契約では 6 年目以降の 5 年間は、長期利用割引を適用します。それ以降

も再度、同条件を適用します。 

 

ｺｰｽ 6 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 又はｶﾃｺﾞﾘｰ 3 に係るもの 

月額 

契約種別 継続利用する期間 

(複数年契約期間) 

細目 割引額 

(税込額) 

3

年

3 年

目ま

複数年契約を当社が承

諾した日から、3 年間 

ｺｰｽ 6 の 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 

1,524 円(1,676 円) 



 

 

－45－ 

契 

約 

で ｺｰｽ 6 の 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 

1,595 円(1,754 円) 

6 年

目ま

で 

1 度目の更新後 3 年間

（長期利用割引適用） 

ｺｰｽ 6 の 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 

1,824 円(2,006 円) 

ｺｰｽ 6 の 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 

1,895 円(2,084 円) 

7 年

目以

降 

上記 6 年間終了後 7 年

目以降の 3年間（長期利

用割引適用） 

ｺｰｽ 6 の 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 

2,124 円(2,336 円) 

ｺｰｽ 6 の 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 

2,195 円(2,414 円) 

5

年

契 

約 

５年

目ま

で 

複数年契約を当社が承

諾した日から、５年間 

ｺｰｽ 6 の 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 

1,824 円（2,006 円） 

ｺｰｽ 6 の 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 

1,896 円（2,085 円） 

６年

目以

降 

上記 5 年間終了後６年

目以降の５年間（長期利

用割引適用） 

ｺｰｽ 6 の 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 

2,124 円(2,336 円） 

ｺｰｽ 6 の 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 

2,196 円(2,415 円） 

 

 

 

イ 当社は複数年契約期間が満了する場合は、更新日から、再度、複数年

契約期間を更新して適用します。 

ウ 複数年契約期間には、IP 通信網サービス契約者回線の移転に伴って、

契約者回線が利用できなかった期間又は利用停止があった場合の期間

を含むものとします。 

エ 当社は、複数年契約の適用を受けている契約者回線について、その IP

通信網サービス契約の解除があった場合、契約中の品目若しくは細目以

外への契約変更があった場合、又は利用の一時中断があった場合は、複

数年契約を廃止します。ただし、次の場合はこの限りではありません。 

(1) ｺｰｽ 6 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 からｺｰｽ 6のｶﾃｺﾞﾘｰ 3 へ契約変更した場合。 

(2) ｺｰｽ 6 の 3 年契約から新約款Ｇｺｰｽのプラン A の 3 年契約へ契約種別

変更した場合。 

(3) （削除） 

(4) ｺｰｽ 11 又はｺｰｽ 12 へ契約変更し、選択制オプションのうち 1 つ以上
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の申し込みがあった場合。新約款Ｇｺｰｽのプラン A からの契約変更は

除く。 

オ 当社は、IP 通信網サービス契約の契約者から複数年契約の契約種別変

更について申出があった場合には、当社がその申出を承諾した日から、

変更後の契約種別による複数年契約の適用を開始し、その前日で変更前

の複数年契約を廃止します。 

カ IP 通信網サービス契約者は、複数年契約期間の満了前に複数年契約

の廃止があった場合、又は 5 年契約から 3 年契約への契約種別変更があ

った場合には、原則次表に規定する料金額を当社が定める期日までに支

払っていただきます。ただし、次の場合はこの限りではありません。 

(1) 更新日から 90 日間（以下「更新期間」といいます。）に複数年契約

の廃止があった場合 

(2) 更新期間に複数年契約の廃止があった場合。 

(3) 更新期間に契約変更があった場合はこの限りではありません。 

(4) 新約款Ｇコースのプラン A の 3 年契約、プランＥ、プランＦ、プランＧへ

契約変更した場合。 

(5) ｺｰｽ 11 又はｺｰｽ 12 へ契約変更し、選択オプションのうち 1 つ以上の申

込があった場合。ただし、新約款Ｇｺｰｽのプラン Aからの契約変更は除

く。 

 

ｺｰｽ 6 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 又はｶﾃｺﾞﾘｰ 3 に係るもの 

１契約回線ごとに  

細目 契約種別 料金額（税込額） 

コース６ カテゴリー２ ３年契約 4,700 円（5,170 円） 

５年契約 4,700 円（5,170 円） 

カテゴリー３ ３年契約 5,100 円（5,610 円） 

５年契約 5,100 円（5,610 円） 

なお、上記の表に指定する細目について、1 ヵ月分の料金額（第１表 料金

第１ IP通信網サービスに係るもの ２料金額 ２-1 基本料にて定める基本

料と第２表 回線接続装置等使用料 第２ 回線接続装置使用料の額 1 

IP通信網サービスに係るもの回線接続装置使用料を合算したもの。前述

の合算対象とする各料金に契約期間を通して割引が適用される場合は、

割引適用後の料金額とします。）が上記の表に記載する料金額未満の場

合は、表に記載する料金額にかえて 1 ヵ月分の料金額を適用します。 

 

 

キ 当社は、料金表通則の３、４、７及び８で規定するとおり、前項アに規定する

割引額をその利用日数に応じて日割します。 

(1５)ｺｰｽ 5 及びｺｰ

ｽ７の複数年利

ア 当社は、ｺｰｽ 5 及びｺｰｽ 7 のｶﾃｺﾞﾘｰ 1、ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 又はｶﾃｺﾞﾘｰ 3 に係る IP

通信網サービス契約者から、当社が別に定める条件に従い、次表の区分
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用の申出に係る

料金の適用 

（複数年契約割

引） 

別に規定する複数年契約の申出があった場合には、その申出を承諾した

日から、複数年契約期間中において、IP 通信網契約に係る料金のうち、

２（料金額）２－１（基本料）に規定する料金額から、次表に規定する

額を減額して適用します。 

  なお、3 年契約では 4 年目以降の 3 年間及び 7 年目以降の 3 年間、5 年

契約では 6 年目以降の 5 年間は、長期利用割引を適用します。それ以降

も再度、同条件を適用します。 

月額 

細目 契約種別 継続利用する期間(複数

年契約期間) 

割引額 

（税込額） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ１ 3 年 

契約 

3 年目 

まで 

複数年契約を当社が承

諾した日から、3 年間 

100 円 

(110 円) 

6 年目

まで 

1 度目の更新後 3 年間

（長期利用割引適用） 

200 円 

（220 円） 

7 年目 

以降 

上記 6年間終了後 7年目

以降の 3 年間（長期利用

割引適用） 

400 円 

（440 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ２

及びｶﾃｺﾞﾘ

ｰ 3 

3 年 

契約 

3 年目 

まで 

複数年契約を当社が承

諾した日から、3 年間及

び 1度目の更新後 3年間 

200 円 

（220 円） 

6 年目

まで 

1 度目の更新後 3 年間

（長期利用割引適用） 

300 円 

（330 円） 

7 年目 

以降 

上記 6年間終了後 7年目

以降の 3 年間（長期利用

割引適用） 

500 円 

(550 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ１ 5 年 

契約 

5 年目 

まで 

複数年契約を当社が承

諾した日から、5 年間 

200 円 

（220 円） 

6 年目 

以降 

上記 5年間終了後 6年目

以降の 5 年間（長期利用

割引適用） 

400 円 

（440 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ２

及びｶﾃｺﾞﾘ

ｰ 3 

5 年 

契約 

5 年目 

まで 

複数年契約を当社が承

諾した日から、5 年間 

300 円 

（330 円） 

6 年目 

以降 

上記 5年間終了後 6年目

以降の 5 年間（長期利用

割引適用） 

500 円 

(550 円） 
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イ 当社は複数年契約期間が満了する場合は、更新日から、再度、複数年

契約期間を更新して適用します。 

ウ 複数年契約期間には、IP 通信網サービス契約者回線の移転に伴って、

契約者回線が利用できなかった期間又は利用停止があった場合の期間

を含むものとします。 

エ 当社は、複数年契約の適用を受けている契約者回線について、その IP

通信網サービス契約の解除があった場合、契約中の品目若しくは細目以

外への契約変更があった場合、又は利用の一時中断があった場合は、複

数年契約を廃止します。ただし、ｺｰｽ 5 又はｺｰｽ 7 のｶﾃｺﾞﾘｰ 1 からｶﾃｺﾞﾘ

ｰ 2 又はｶﾃｺﾞﾘｰ 3 及びｶﾃｺﾞﾘｰ 2 又はｶﾃｺﾞﾘｰ 3 への契約変更及び、ｺｰｽ 5 か

らｺｰｽ 7 のｶﾃｺﾞﾘｰ 1 からｶﾃｺﾞﾘｰ 2 又はｶﾃｺﾞﾘｰ 3 及びｶﾃｺﾞﾘｰ 2 又はｶﾃｺﾞﾘｰ

3 への契約変更については、この限りではありません。 

オ 当社は、IP 通信網サービス契約者から複数年契約の契約種別変更につ

いて申出があった場合には、当社がその申出を承諾した日から、変更後

の契約種別による複数年契約の適用を開始し、その前日で変更前の複数

年契約を廃止します。 

カ IP 通信網サービス契約者は、複数年契約期間の満了前に複数年契約

の廃止があった場合、又は 5 年契約から 3 年契約への契約種別変更があ

った場合には、原則次表に規定する料金額を当社が定める期日までに支

払っていただきます。ただし、次の場合はこの限りではありません。 

(1) 更新日から 90 日間（以下「更新期間」といいます。）に複数年契約

の廃止があった場合 

(2) 更新期間に複数年契約の廃止があった場合。 

(3) 更新期間に契約変更があった場合はこの限りではありません。 

(4) 新約款Ｇｺｰｽのプラン A の 3 年契約、プランＥ、プランＦ、プランＧへ契

約変更した場合。 

(5) ｺｰｽ 11 又はｺｰｽ 12 へ契約変更し、選択オプションのうち 1 つ以上の申

込があった場合。 

 

１契約回線ごとに  

細目 契約種別 料金額（税込額） 

コース５ 

コース７ 

カテゴリー１ ３年契約 1,500 円（1,650 円） 

５年契約 3,000 円（3,300 円） 

カテゴリー２ ３年契約 3,000 円（3,300 円） 

５年契約 3,000 円（3,300 円） 

カテゴリー３ ３年契約 3,000 円（3,300 円） 

５年契約 3,000 円（3,300 円） 

なお、上記の表に指定する細目について、1 ヵ月分の料金額（第１表 料金

第１ IP通信網サービスに係るもの ２料金額 ２-1 基本料にて定める基本

料と第２表 回線接続装置等使用料 第２ 回線接続装置使用料の額 1 
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IP通信網サービスに係るもの回線接続装置使用料を合算したもの。前述

の合算対象とする各料金に契約期間を通して割引が適用される場合は、

割引適用後の料金額とします。）が上記の表に記載する料金額未満の場

合は、表に記載する料金額にかえて 1 ヵ月分の料金額を適用します。 

キ 当社は、料金表通則の３、４、７及び８で規定するとおり、前項アに規定する

割引額をその利用日数に応じて日割します。 

(16)健康管理サー

ビスに係る料金

等の適用 

ア 健康管理サービスを利用する場合には、第３(付加機能利用料)に規定する

健康管理サービス利用料を適用します。 

イ 本サービスの利用に係るその他の提供条件については、当社が別に定める

利用規約によります。 

(17)削除 

 

削除 

 

(18)情報量に応じ

た加算料の適

用 

ア 当社は、ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 4、ｶﾃｺﾞﾘｰ 5 に係る利用料については、その契

約者回線において利用があった情報量に応じて、２（料金額）２－２（情

報に応じた加算料）に規定する情報量に応じた加算料を適用します。 

イ 情報量に応じた加算料は、その契約者回線と契約者回線等又は相互接

続点との間において行われた通信に係る課金対象符号（制御信号を含む

ものであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。）

の情報量の 1 料金月における月間累計（以下「月間累計情報量」といい

ます。）に応じて、２（料金額）の規定により算定します。 

ウ 情報量の測定及び月間累計情報量の算定は次のとおりとします。 

  （ア）課金対象符号の情報量は、当社の機器により測定します。 

  （イ）当社は、課金対象符号が通信の相手先又は第３種契約者に 

到達しなかった場合であっても、情報量の測定に含みます。 

エ その他情報量の測定方法については、当社が別に定めるところにより

ます。 

 

(19)映像配信サー

ビスに係る課金

等の適用 

（U-NEXT for メ

ガ・エッグ） 

ア 映像配信サービスを利用する場合は、第３（付加機能利用料）に規定

する映像配信サービス利用料を適用します。 

イ 本サービスの利用に係るその他の提供条件については、当社が別に定

める利用規約によります。 

(20)光ネット無線

ブロードバンド

ルータに係る料

金等の適用 

ア 光ネット無線ブロードバンドルータレンタルサービスを利用する場合

は、第 4（付加機能利用料）に規定する光ネット無線ブロードバンドル

ータレンタルサービス利用料を適用します。 

イ 本サービスの利用に係るその他の提供条件については、当社が別に定

める利用規約によります。 
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(21)特定サービス

に係る契約を条

件とする料金等

の適用 

ア 中国電力株式会社が定めた規約により、当社向けに使用されたポイン

トについて、１ポイントを１円（消費税相当額を含む）と換算し、ポイ

ントを金額換算した額に同額を加えた金額を通則１４（１）（支払を要す

る料金額）に定める料金額から減額して適用します。 

イ 当社は前項の条件に該当した場合でも、次のいずれかに該当した場合

はこの限りではありません。 

 （1）利用の停止若しくは一時中断があった場合 

 （2）有線アクセスサービスの月額料金が満額請求されない場合 

ウ 本サービスの利用に係るその他の提供条件については、中国電力株式

会社が定めた規約によります。 

(22) 日常生活トラ

ブルサポートサ

ービスに係わる

料金等の適用 

ア 日常生活トラブルサポートサービスを利用する場合には、第 3（付加

機能利用料）に規定する日常生活トラブルサポート利用料を適用しま

す。 

イ 本サービスの利用に係るその他の条件については、当社が別に定める

利用規約によります。 

(23) 詐欺対策サ

ービスに係る料

金等の適用 

ア 詐欺対策サービスを利用する場合には、第 3（付加機能利用料）に規

定する詐欺対策サービス利用料を適用します。 

イ 本サービスにおいて、その他提供条件については、当社が定めるとこ

ろ及びＢＢＳＳ株式会社が提示する使用許諾契約によります。 

ウ 本サービスは、すべての不正アクセス等への対応を保証するものでは

ありません。 

エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については一切責任を

負わないものとします。 

(24) 迷惑電話対

策サービスに係

る料金等の適用 

ア 迷惑電話対策サービスを利用する場合には、第 3（付加機能利用料）

に規定する迷惑電話対策サービス利用料を適用します。 

イ 本サービスにおいて、その他提供条件については、当社が定める迷惑

電話データベースの提供サービス利用規約によります。 

ウ 本サービスは、すべての迷惑電話等への対応を保証するものではあり

ません。 

エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、一切責任

を負わないものとします。 

(25) （削除） （削除） 
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(26) ｺｰｽ 11 及び

ｺｰｽ 12 の複数

年契約に係る料

金の適用 

（3 年契約） 

ア ｺｰｽ 11 及びｺｰｽ 12 に係る IP 通信網サービス契約は、当社がその提供

を開始した日から、3 年間を契約期間とし、IP 通信網契約に係る料金の

うち、２（料金額）２－１（基本料）に規定する料金額を適用します。 

イ 当社は 3 年間の契約期間が満了する場合は、その更新日から、再度、

3 年間の契約期間を更新して適用します。 

ウ イの「3 年間の契約期間」には、IP 通信網サービス契約者回線の移転

に伴って、契約者回線が利用できなかった期間又は利用停止があった場

合の期間を含むものとします。 

エ 当社は、ｺｰｽ 11 及びｺｰｽ 12 の契約者回線について、その IP 通信網サ

ービス契約の解除があった場合、契約中の品目若しくは細目以外への契

約変更があった場合、又は利用の一時中断があった場合、IP 通信網サー

ビス契約者は、原則次表に規定する料金額を当社が定める期日までに支

払っていただきます。ただし、更新日から 90 日間（以下「更新期間」と

いいます。）に複数年契約の廃止があった場合、若しくは更新期間に契約

変更があった場合はこの限りではありません。 

 

1 契約回線ごとに 

細目 料金額（税込額） 

ｺｰｽ 11 4,200 円（4,620 円） 

ｺｰｽ 12 3,000 円（3,300 円） 

なお、上記の表に指定する細目について、1 ヵ月分の料金額（第１表 料金

第１ IP通信網サービスに係るもの ２料金額 ２-1 基本料にて定める基本

料とする。前述の料金に契約期間を通して割引が適用される場合は、割引

適用後の料金額とします。）が上記の表に記載する料金額未満の場合は、

表に記載する料金額にかえて 1 ヵ月分の料金額を適用します。 

(27)選択制オプシ

ョンに係る料金

等の適用（メガ・

エッグ コレクト） 

ア 選択制オプションを利用する場合には、第 3(付加機能利用料)に規定す

る利用料を適用します。 

イ 選択制オプションの利用に係るその他の提供条件については、当社が

別に定めるメガ・エッグコレクトサービス契約規約によります。 

（28）映像配信に

関する業務（Ｈ

ｕｌｕ）に係る料

金等の適用 

ア 映像配信サービスを利用する場合は、第３（付加機能利用料）に規定

する映像配信サービス利用料を適用します。 

イ 本サービスにおいて、提供条件については、当社が定めるところ及び

ＨＪホールディングス株式会社との契約によります。 

ウ 契約者は、本サービスに申込み、ＨＪホールディングス株式会社との

間で、Ｈｕｌｕサービス利用規約に同意することにより、ＨＪホールデ

ィングス株式会社が提供する、映画、テレビ番組、ビデオクリップおよ

びその他の映像コンテンツを視聴することができる、オンラインのビデ
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オサービスを利用できるものとします。 

エ 当社が本サービスを利用するためのライセンスコードを発行した日が

利用開始日となります。 

オ 契約者が本サービスを解除しようとするときは、当社が指定する方法

により通知をいただきます。この場合、当該通知が当社に到着した日を

含む暦月の月末をもって、本サービスが終了します。ただし、料金表 第

１表 料金 第３ 付加機能利用料 ２ 料金額 にて定める「映像配信サー

ビスの提供 映像配信に関する業務（Ｈｕｌｕ）」の備考 3 を適用中の場

合は、当該通知が当社に到着した日をもって、本サービスは終了します。 

カ 当社と契約者との間のＩＰ通信網サービス契約が終了した場合、本サ

ービスの契約は当然に終了します。 

キ 契約者は、ＨＪホールディングス株式会社との間で締結するＨＪホー

ルディングス株式会社に関する契約に基づく債権のうち、Ｈｕｌｕスト

アサービス以外のＨｕｌｕサービスの債権を当社がＨＪホールディン

グス株式会社に立替払いを行い、契約者は料金表 第１表 料金 第３ 付

加機能利用料 ２ 料金額 にて定める「映像配信サービスの提供 映像配

信に関する業務（Ｈｕｌｕ）」の利用料（月額）をＩＰ通信網サービス契

約の月額基本料と合算して支払うことに合意するものとします。 

（29）ブロードバン

ドユニバーサル

サービス料の適

用 

ア 当社は、ＩＰ通信網サービスに係る契約者回線ごとに、２（料金額）

の２－４（ブロードバンドユニバーサルサービス料）に規定するブロー

ドバンドユニバーサルサービス料を適用します。 

イ 当社と回線卸契約を締結するＩＰ通信網サービス契約者は、契約者が

当社の提供するＩＰ通信網サービスに係る契約者回線に電気通信設備

（当社以外の電気通信事業者が設置したものに限ります。）又は自営電

気通信設備を接続して利用している場合、当社に対し、電気通信事業報

告規則第９条第２号（様式第３０の２）に基づき、総務大臣に報告した

回線数を当社が別に定める方法により当社が指定する日までに提出す

るものとし、当社はその提出された回線数を当該ＩＰ通信網サービス契

約に係る契約者回線の数として、ブロードバンドユニバーサルサービス

料を適用します。 

ウ 前項の契約者は、契約者の責に帰すべき理由により、イに規定する契

約者が当社に提出する回線数と契約者が総務大臣へ報告する回線数に

乖離が生じたこと等に起因して、当社が負担する第二種負担金（事業法

第１１０条の５に規定するものとします。）の算定対象となる回線数が

イに規定するブロードバンドユニバーサルサービス料を適用する契約

者回線の数を上回った場合には、その差分に係るブロードバンドユニバ
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ーサルサービス料を負担するものとします。 

エ ブロードバンドユニバーサルサービス料は、料金表の通則（料金の計

算方法等）の３及び４の規定にかかわらず日割りしません。 
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 ２ 料金額 

 

２－１ 基本料 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 細目 料金額 （税込額） 

100Mbps ｺｰｽ１ ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 4,800 円（5,280 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 5,300 円（5,830 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 5,781 円（6,359 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 4 3,291 円(3,620 円) 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 5 （削除） 

ｺｰｽ２ ﾌﾟﾗﾝＡ 14,900 円（16,390 円） 

ﾌﾟﾗﾝＢ 30,900 円（33,990 円） 

ﾌﾟﾗﾝＣ 40,900 円（44,990 円） 

ﾌﾟﾗﾝＤ 60,900 円（66,990 円） 

ｺｰｽ 3 218,900 円（240,790 円） 

ｺｰｽ 4 （削除） 

ｺｰｽ 5 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 3,300 円（3,630 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 3,800 円（4,180 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 4,281 円（4,709 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 5 （削除） 

1Gbps ｺｰｽ 6 ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 6,324 円（6,956 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 6,805 円（7,485 円） 

ｺｰｽ７ ｶﾃｺﾞﾘｰ１ 3,300円（3,630円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ２ 3,800円（4,180円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ３ 4,281円（4,709円） 

ｺｰｽ8 ｶﾃｺﾞﾘｰ２ ﾌﾟﾗﾝＡ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＢ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＣ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＤ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＥ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＦ （削除） 

ﾌﾟﾗﾝＧ （削除） 

（削除） ｺｰｽ9 （削除） （削除） 

ｺｰｽ10 （削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） 

（削除） （削除） 

（削除） （削除） 

（削除） （削除） 

（削除） （削除） 

（削除） （削除） 
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1Gbps 

（設備状況に

より100Mbps） 

ｺｰｽ11 4,200円（4,620円） 

ｺｰｽ12 3,200円（3,520円） 

当社と全戸一

括契約を締結

した集合住宅

の個別住居へ

の提供 

1Gbps 

（設備状況に

より100Mbps） 

ｺｰｽ13 0円（0円） 

契約者回線の利用の一時中断に係る料金 500円（550円） 

備考 

1 ｺｰｽ11及びｺｰｽ12の基本料には、第2表（回線接続装置等使用料）に規定する回線

接続装置使用料等を含めた料金とします。 

2 ｺｰｽ13は全戸一括契約を締結した集合住宅のオーナーより利用料金が支払われて

いる間に限りサービスを提供します。 

 

２－２ 情報量に応じた加算料 

   

細目 区分 単位 料金額（税込額） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 4 月間累計情報量が 3 ギガバイト以

下の場合 
－ － 

月間累計情報量が 3 ギガバイトを

超え 10 ギガバイト未満の場合 

月間累計情報

量が 3 ギガバ

イトを超え 10 メ

ガバイトまでご

とに 

4 円(4.40 円) 

月間累計情報量が10ギガバイト以

上の場合 

1 契約回線ごと

に月額 
2,800 円（3,080 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 5 （削除） 
（削除） （削除） 

（削除） （削除） 

（削除） 

（削除） （削除） 

（削除） 

備考 

１ 当社は、1,048,576 バイトを 1 メガバイトとして情報量に応じた加算料を算定します。 

2 月間累計情報量が 3 ギガバイトを超え、10 ギガバイト未満の場合、10 メガバイト未満の情報

量は 10 メガバイト単位で切り上げます。 
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２－３ 加算料 

 月額 

区 分 料金額（税込額） 

(1) 区域外線路使用料 （区域外線路 100m までごとに） 500 円（550 円） 

(2) 特別電気通信設備使用料 別に算定する実費 

 

２－４ ブロードバンドユニバーサルサービス料 

 

区 分 料金額（税込額） 

1 契約者回線ごとに 
当社所定のホームページに規定する「ブロ

ードバンドユニバーサルサービス料」の額 

備考 

1 ブロードバンドユニバーサルサービス支援機関が定める１回線数あたりの単価の見直しが

行われる場合、料金を変更する場合があります。  

2 ユニバーサルサービス料について定めた当社のホームページは、次のとおりです。

（https://www.megaegg.jp/） 

 

 

 

第２ (削除) 
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第３ 付加機能利用料 

 

１ 適用 

 付加機能利用料については次の区分があります。 

タイプ１ IP通信網サービス（ｺｰｽ１、ｺｰｽ５、ｺｰｽ６、ｺｰｽ7、ｺｰｽ13に限ります。）に適用します。 

タイプ２ IP通信網サービス（ｺｰｽ２に限ります。）に適用します。 

タイプ３ IP通信網サービス（ｺｰｽ３に限ります。）に適用します。 

タイプ４ （削除） 

タイプ５ （削除） 

タイプ６ （削除） 

タイプ７ （削除） 

タイプ８ IP通信網サービス（ｺｰｽ11及びｺｰｽ12に限ります。）に適用します。 

 

２ 料金額 

 

（１）タイプ１・ｺｰｽ1、ｺｰｽ5及びｺｰｽ7のカテゴリー１に係るもの      月額 

区 分 単 位 料金額（税込額） 

１  電子メール

機能の提供 

 

当社が設置する電子メール

情報蓄積装置を利用して電

子メールの蓄積、読み出し

又は転送等を行うことができ

る機能 

基本額 
1 のメールアドレス 

利用ごとに 
無料 

加算額 
1 のメールアドレス 

追加ごとに 
100 円（110 円） 

備 

考 

1 この機能は、1の契約者回線につき 1のメールアドレスを割り当てるものとし

ます。 

2 1 のメールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量は、当社が別

に定める容量の範囲内とします。当社は、蓄積できる容量を超えた電子メー

ルを消去できるものとします。 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用するメールアドレスの数の変更を請求す

ることができます。 

4 メールアドレスの数は、当社が別に定める数量の範囲内で追加することが

できます。 

5 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。当社

は、蓄積できる期間を超えた電子メールを消去できるものとします。 

6 電子メール機能に係るその他の提供条件については、当社が別に定める

ところによります。 

7 （削除） 

8 当社は、IP通信網サービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを

えない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。

この場合、あらかじめそのことを IP通信網サービス契約者に通知します。 
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9 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通信

事業者から異議申立てがあり、その IP 通信網サービス契約者からの電子メ

ールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に重

大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契約者

からの電子メールの転送を停止することがあります。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メー

ルを消去する場合があります。この場合、消去した電子メールの復元はでき

ません。 

11 当社は、技術上、又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能

を廃止することがあります。 

12 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害（2、5、及び 10 の規定に

より現に蓄積している情報の転送停止若しくは消去又は電子メールの利用

の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を

負いません。 

２  ホームペー

ジ開設機能

の提供 

当社が設置するホームページ情

報蓄積装置上に、インターネット

上への情報発信画面（以下「ホ

ームページ」といいます。）を作成

できる機能 

基

本

額 

１のホームページアド

レスごとに 
300円（330円） 

加

算

額 

１のホームページ蓄積

容量５メガバイト追加

ごとに 

150円（165円） 

 備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のホームページアドレスを割り当てる

ものとします。 

2 1のホームページに蓄積できるホームページの情報量は、当社が別に定め

る容量の範囲内とします。 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用する１のホームページアドレスごとに５メ

ガバイト単位で最大４０メガバイトまで蓄積容量の追加を請求することができ

ます。 

4 ホームページ開設機能に係るその他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。 

5 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について、IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積しているホームペー

ジを消去する場合があります。この場合、消去したホームページの復元はで

きません。 

6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその

他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障がある

ときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は消

去することがあります。 

7 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 
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8 当社は、7の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

廃止を行うことがあります。 

9 7 から 8 までの規定により、現にホームページとして蓄積されている情報の

転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当

社はあらかじめ、そのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。ただ

し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄

積を行わないときは、その IP通信網サービス契約者のホームページの利用

の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを IP

通信網サービス契約者に通知します。 

11 当社が別に定める IPアドレスの提供条件、又は利用可能なインターネット

プロトコルの制限などにより、インターネット上のサービスを利用できないこと

があります。 

12 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能を

廃止することがあります。 

13 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（5 から 8 までの規定

及び 10 の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の

停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発

生する損害を含みます。）については、責任を負いません。 

14 当社の責めに帰さない理由で、本サービスを提供できなかった場合、当

社は IP 通信網サービス契約者がサービスを利用できないことにより生じた

直接損害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償

責任を負わないものとします。 

15 当社は、IP通信網サービス契約者が本サービスを利用することにより他者

との間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

３ サーバホステ

ィング機能の

提供 

当社が設置する電子メール及び

ホームページの情報蓄積装置を

利用して、電子メール並びにホ

ームページの蓄積及び転送を行

う機能 

基

本

額 

サーバホスティング 

１機能ごとに 

4,900円 

（5,390円） 

備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のサーバホスティングを提供します。 

2 サーバホスティング１機能あたりの蓄積容量、電子メールアドレス数等は当

社が別に定めるところによります。 

  3 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通

信事業者から異議申立てがあり、その IP通信網サービス契約者からの電子

メールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に

重大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契

約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 
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  4 当社は、IP通信網サービス契約者回線について IP通信網サービスの利用

停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メール

が消去される場合があります。 

  5 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその

他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障がある

ときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止することが

あります。 

  6 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

  7 当社は、6の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

停止を行うことがあります。 

  8 当社の責めに帰さない理由で、本サービスを提供できなかった場合、当社

は IP 通信網サービス契約者がサービスを利用できないことにより生じた直

接損害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責

任を負わないものとします。 

  9 当社は、IP 通信網サービス契約者が本サービスを利用することにより他者と

の間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

４ パソコンセキ

ュリティサー

ビス機能の提

供 

右記に定める

ウイルスの検

知及び駆除又

は削除ができ

る機能 

トレンドマイクロ株式

会社が提供するセキュ

リティソフトウェア「ウ

イルスバスター クラウ

ド月額版」のエンドユー

ザライセンス契約を、当

社を通じて提供するも

の 

1 申込ごとに 429 円（471 円） 

5 リモートヘル

プサービスの

提供 

右記に定める

電話、遠隔によ

るパソコン又は

インターネット

の基本操作、

接続設定、活

用方法等のサ

ポート 

電話、遠隔によるパソコン

又はインターネットの基本

操作、接続設定、活用方

法等のサポートを、当社

を通じて提供するもの 

1 申込ごとに 500 円（550 円） 

6 健康管理サ

ービスの提供 

健康管理等に

関するサービ

ス 

別に定める利用規約に

基づき、当社を通じて提

供するもの 
1 申込ごとに 300 円（330 円） 
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７  映像配信サ

ービスの提供 

 

映像配信に関

する業務 

（U-NEXT for 

メガ・エッグ） 

別に定める利用規約に

基づき、当社を通じて提

供するもの 

（削除） （削除） 

利用料 

１申込ごとに 
1,990 円（2,189 円） 

（削除） 

（削除） 

 

 

備

考 

1 映像配信サービスとタイプ１・ｺｰｽ 1、ｺｰｽ 5 及びｺｰｽ 7 のカテゴリー１を同

時利用することで、利用料の合算金額から 100 円（110 円）割引きます。 

映像配信に関

する業務 

（Ｈｕｌｕ） 

ＨＪホールディングス

株式会社が提供する「Ｈ

ｕｌｕ見放題サービス」

を、別に定める利用規約

に基づき、当社を通じて

提供するもの 

利用料 

１申込ごとに 

933 円（1,026 円） 

備

考 

1 本サービスの料金は、本約款 第 53 条（定額利用料の日割）の定めにか

かわらず、暦上の月の途中で本サービスの利用が、開始又は終了した場合で

あっても、利用料金の日割計算は行いません。 

2 契約者は、本サービスの契約に基づいて、本サービスの利用開始日を含

む暦月から起算して、契約の解除があった日を含む暦月までの期間（提供を

開始した月と解除した月が同一の月である場合は、１ヶ月とします。）につい

て、本項に定める月額利用料を毎月支払うものとします。 

3 本サービスの初回申込みの場合に限り、本サービスの利用開始日を含む

暦月の１日から起算して１か月間、本項に定める月額利用料に０円を適用しま

す。 

本サービスの契約の解除後再度申込みがあった場合は、利用開始日を含む

暦月から起算した月額利用料の支払いが必要となります。 

4 本サービスとタイプ１・ｺｰｽ 1、ｺｰｽ 5 及びｺｰｽ 7 のカテゴリー１を同時利用

することで、本サービスの料金額を支払う月について、本サービスの料金と第

１表 料金 第１ ＩＰ通信網サービスに係るもの 2 料金額 2-1 基本料の合算

金額から 100 円（110 円）割引きます。 

5 本サービスは、コース 13 には適用できません。 

8 光ネット無線

ブロードバン

ドルータの提

供 

１台を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

Aterm WH822N(EZ) 1 台 600 円（660 円） 

Aterm WH832A(EZ) 1 台 500 円（550 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

１台～（最大３

台）を提供する
機種 台数 料金額（税込額） 
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もの 

 

当社が指定する機種  

1 台 500 円（550 円） 

2 台 950 円（1,045 円） 

3 台 1,400 円（1,540 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

 親機に子機を

組み合わせて 1

台～ （最大 4

台）を提供する

もの 

機種 台数 料金額（税込額） 

 当社が指定する機種 1 台 

（親機 1 台） 
600 円（660 円） 

 2 台 

（親機 1 台、

子機 1 台） 

1,100 円(1,210 円) 

 3 台 

（親機 1 台、

子機 2 台） 

1,600 円（1,760 円） 

 4 台 

（親機 1 台、

子機 3 台） 

2,100 円（2,310 円） 

 備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

9 日常生活トラ

ブルサポート

サービスの提

供 

日常生活で発

生するトラブル

のサポートサー

ビス 

ア ＫＤＤＩ株式会社が提

供する「おうちプラン」を

「おうち安心プラン」として

当社を通じ提供するもの 

１申込ごとに 410 円（451 円） 

イ ＫＤＤＩ株式会社が提

供する個人賠償責任補

償が付帯された「自転車

プラン」を「自転車安心プ

ラン」として当社を通じて

提供するもの。 

１申込ごとに 410 円（451 円） 

ウ ア、イをセットで「まと

めて安心プラン」として当

社を通じて提供するも

の。 

１申込ごとに 590 円（649 円） 
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10 詐欺対策サ

ービス機能の

提供 

詐欺対策に関 

するサービス 

ＢＢＳＳ株式会社が提供

するソフトウェア「インター

ネットサギウォール」のエ

ンドユーザライセンス契約

を、当社を通じて提供す

るもの 

1 申込ごとに 300 円（330 円） 

11 迷惑電話サ

ービス機能の

提供 

 

迷惑電話対策

等に関する

サービス 

 

別に定める利用規約に基

づき、当社を通じて提供

するもの 

 

ＬＡＮ型 400 円（440 円） 

電話回線型 550 円（605 円） 

 

 

 

 

（２）タイプ１・カテゴリー２に係るもの                              月額 

区 分 単 位 料金額（税込額） 

１  電子メール

機能の提供 

 

当社が設置する電子メール

情報蓄積装置を利用して電

子メールの蓄積、読み出し

又は転送等を行うことができ

る機能 

基本額 
５のメールアドレス 

利用ごとに 
無料 

加算額 
1 のメールアドレス 

追加ごとに 
100 円（110 円） 

備 

考 

1 この機能は、1 の契約者回線につき５のメールアドレスを割り当てるものとし

ます。 

2 1 のメールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量は、当社が別

に定める容量の範囲内とします。当社は、蓄積できる容量を超えた電子メー

ルを消去できるものとします。 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用するメールアドレスの数の変更を請求す

ることができます。 

4 メールアドレスの数は、当社が別に定める数量の範囲内で追加することが

できます。 

5 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。当社

は、蓄積できる期間を超えた電子メールを消去できるものとします。 

6 電子メール機能に係るその他の提供条件については、当社が別に定める

ところによります。 

7  （削除） 

8 当社は、IP通信網サービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを

えない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。

この場合、あらかじめそのことを IP通信網サービス契約者に通知します。 
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9 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通信

事業者から異議申立てがあり、その IP 通信網サービス契約者からの電子メ

ールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に重

大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契約者

からの電子メールの転送を停止することがあります。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メー

ルを消去する場合があります。この場合、消去した電子メールの復元はでき

ません。 

11 当社は、技術上、又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能

を廃止することがあります。 

12 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害（2、5、及び 10 の規定に

より現に蓄積している情報の転送停止若しくは消去又は電子メールの利用

の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を

負いません。 

２  ホームペー

ジ開設機能

の提供 

ホームページを作成できる機能 

基本額 

１ の ホーム

ページアド

レスごとに 

300円（330円） 

加算額 

１ の ホーム

ページ蓄積

容量５メガバ

イト追加ごと

に 

150円（165円） 

 備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のホームページアドレスを割り当てる

ものとします。 

2 1のホームページに蓄積できるホームページの情報量は、当社が別に定め

る容量の範囲内とします。 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用する１のホームページアドレスごとに５メ

ガバイト単位で最大４０メガバイトまで蓄積容量の追加を請求することができ

ます。 

4 ホームページ開設機能に係るその他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。 

5 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について、IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積しているホームペー

ジを消去する場合があります。この場合、消去したホームページの復元はで

きません。 

6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき、そ

の他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があ

るときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は

消去することがあります。 
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7 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

8 当社は、7の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

廃止を行うことがあります。 

9 7 から 8 までの規定により、現にホームページとして蓄積されている情報の

転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当

社はあらかじめ、そのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。ただ

し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄

積を行わないときは、その IP通信網サービス契約者のホームページの利用

の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを IP

通信網サービス契約者に通知します。 

11 当社が別に定める IPアドレスの提供条件、又は利用可能なインターネット

プロトコルの制限などにより、インターネット上のサービスを利用できないこと

があります。 

12 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能を

廃止することがあります。 

13 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（5 から 8 までの規定

及び 10 の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の

停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発

生する損害を含みます。）については、責任を負いません。 

14 当社の責めに帰さない理由で、本機能を提供できなかった場合、当社は

IP 通信網サービス契約者が本機能を利用できないことにより生じた直接損

害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負

わないものとします。 

15 当社は、IP通信網サービス契約者が本機能を利用することにより他者との

間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

３ サーバホステ

ィング機能の

提供 

当社が設置する電子メール及び

ホームページの情報蓄積装置を

利用して、電子メール並びにホ

ームページの蓄積及び転送を行

う機能 

基
本
額 

サーバホスティング 

１機能ごとに 

4,900円 

（5,390円） 

備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のサーバホスティングを提供します。 

2 サーバホスティング１機能あたりの蓄積容量、電子メールアドレス数等は当

社が別に定めるところによります。 
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  3 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通

信事業者から異議申立てがあり、その IP通信網サービス契約者からの電子

メールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に

重大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契

約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 

  4 当社は、IP通信網サービス契約者回線について IP通信網サービスの利用

停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メール

が消去される場合があります。 

  5 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその

他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障がある

ときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止することが

あります。 

  6 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

  7 当社は、6の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

停止を行うことがあります。 

  8 当社の責めに帰さない理由で、本機能を提供できなかった場合、当社は IP

通信網サービス契約者が本機能を利用できないことにより生じた直接損害

及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負わ

ないものとします。 

  9当社は、IP通信網サービス契約者が本機能を利用することにより他者との間

で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

４ パソコンセキ

ュリティサー

ビス機能の提

供 

右記に定める

ウイルスの検

知及び駆除又

は削除ができ

る機能 

ア （削除） 

基本料の料金額に 

含まれる。 

イ トレンドマイクロ株式会社が提供

するセキュリティソフトウェア「ウイ

ルスバスター クラウド月額版」のエ

ンドユーザライセンス契約を、当社を

通じて提供するもの 

ウ トレンドマイクロ株

式会社が提供するセキュ

リティソフトウェア「ウ

イルスバスター  クラウ

ド月額版」のエンドユー

ザライセンス契約を、当

社を通じて提供するもの 

1 申込ごと 429 円（471 円） 
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備 

考 

1 パソコンセキュリティサービス機能の提供に関しては、ア又はイのいずれ

かを提供するものとし、追加ライセンスを希望する場合、ウを提供するもの

とします。 

2  （削除） 

5 リモートヘル

プサービスの

提供 

右記に定める 

電話、遠隔によ

るパソコン又は

インターネット

の基本操作、

接続設定、活

用方法等のサ

ポート 

電話、遠隔によるパソコン

又はインターネットの基本

操作、接続設定、活用方法

等のサポートを、当社を通

じて提供するもの 
1 申込ごとに 500 円（550 円） 

6 健康管理サ

ービスの提供 

健康管理等に

関するサービ

ス 

別に定める利用規約に基

づき、当社を通じて提供

するもの 

1 申込ごとに 300 円（330 円） 

７  映像配信サ

ービスの提供 

 

映像配信に関

する業務 

（U-NEXT for 

メガ・エッグ） 

別に定める利用規約に基

づき、当社を通じて提供

するもの 

（削除） （削除） 

利用料 

１申込ごとに 
1,990 円（2,189 円） 

（削除） （削除） 

備 

考 

1 映像配信サービスとタイプ１・カテゴリー２を同時利用することで、利用料の

合算金額から 100 円（110 円）割引きます。 

映像配信に関

する業務 

（Ｈｕｌｕ） 

ＨＪホールディングス株

式会社が提供する「Ｈｕ

ｌｕ見放題サービス」を、

別に定める利用規約に基

づき、当社を通じて提供

するもの 

利用料 

１申込ごとに 

933 円（1,026 円） 
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備 

考 

1 本サービスの料金は、本約款 第 53 条（定額利用料の日割）の定めにか

かわらず、暦上の月の途中で本サービスの利用が、開始又は終了した場合で

あっても、利用料金の日割計算は行いません。 

2 契約者は、本サービスの契約に基づいて、本サービスの利用開始日を含

む暦月から起算して、契約の解除があった日を含む暦月までの期間（提供を

開始した月と解除した月が同一の月である場合は、１ヶ月とします。）につい

て、本項に定める月額利用料を毎月支払うものとします。 

3 本サービスの初回申込みの場合に限り、本サービスの利用開始日を含む

暦月の１日から起算して１か月間、本項に定める月額利用料に０円を適用しま

す。 

本サービスの契約の解除後再度申込みがあった場合は、利用開始日を含む

暦月から起算した月額利用料の支払いが必要となります。 

4 本サービスとタイプ１・カテゴリー２を同時利用することで、本サービスの料

金額を支払う月について、本サービスの料金と第１表料金第１ＩＰ通信網サー

ビスに係るもの 2料金額 2-1基本料の合算金額から 100円（110円）割引きま

す。 

5 本サービスは、コース 13 には適用できません。 

8 光ネット無線

ブロードバン

ドルータの提

供 

１台を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

Aterm WH822N(EZ) 1 台 600 円（660 円） 

Aterm WH832A(EZ) 1 台 500 円（550 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

１台～（最大３

台）を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

当社が指定する機種 

 

1 台 500 円（550 円） 

2 台 950 円（1,045 円） 

3 台 1,400 円（1,540 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

 親機に子機を

組み合わせて 1

台～ （最大 4

台）を提供する

もの 

機種 台数 料金額（税込額） 

 当社が指定する機種 1 台 

（親機 1 台） 
600 円（660 円） 

 2 台 

（親機 1台、子

機 1 台） 

1,100 円(1,210 円) 
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 3 台 

（親機 1台、子

機 2 台） 

1,600 円（1,760 円） 

 4 台 

（親機 1台、子

機 3 台） 

2,100 円（2,310 円） 

 備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

9 日常生活トラ

ブルサポート

サービスの提

供 

日常生活で発

生するトラブル

のサポートサー

ビス 

ア ＫＤＤＩ株式会社が提

供する「おうちプラン」を

「おうち安心プラン」として

当社を通じ提供するもの 

１申込ごとに 410 円（451 円） 

イ ＫＤＤＩ株式会社が提

供する個人賠償責任補

償が付帯された「自転車

プラン」を「自転車安心プ

ラン」として当社を通じて

提供するもの 

１申込ごとに 410 円（451 円） 

ウ ア、イをセットで「まと

めて安心プラン」として当

社を通じて提供するもの 

１申込ごとに 590 円（649 円） 

10 詐欺対策サ

ービス機能の

提供 

詐欺対策に関 

するサービス 

ＢＢＳＳ株式会社が提供

するソフトウェア「インター

ネットサギウォール」のエ

ンドユーザライセンス契

約を、当社を通じて提供

するもの 

1 申込ごとに 300 円（330 円） 

11 迷惑電話サ

ービス機能

の提供 

 

迷惑電話対策

等に関するサ

ービス 

 

別に定める利用規約に

基づき、当社を通じて提

供するもの 

 

ＬＡＮ型 400円（440円） 

電話回線型 550円（605円） 

 

（３）タイプ１・カテゴリー３に係るもの          月額 

区 分 単 位 料金額（税込額） 

１  電子メール

機能の提供 

 

当社が設置する電子メール

情報蓄積装置を利用して電

子メールの蓄積、読み出し

又は転送等を行うことができ

る機能 

基本額 
５のメールアドレス 

利用ごとに 
無料 

加算額 
1 のメールアドレス 

追加ごとに 
100 円（110 円） 

備 

考 

1 この機能は、1 の契約者回線につき５のメールアドレスを割り当てるものとし

ます。 
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2 1 のメールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量は、当社が別

に定める容量の範囲内とします。当社は、蓄積できる容量を超えた電子メー

ルを消去できるものとします。 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用するメールアドレスの数の変更を請求す

ることができます。 

4 メールアドレスの数は、当社が別に定める数量の範囲内で追加することが

できます。 

5 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。当社

は、蓄積できる期間を超えた電子メールを消去できるものとします。 

6 電子メール機能に係るその他の提供条件については、当社が別に定める

ところによります。 

7  （削除） 

8 当社は、IP通信網サービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを

えない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。

この場合、あらかじめそのことを IP通信網サービス契約者に通知します。 

９ IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を 

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通信

事業者から異議申立てがあり、その IP 通信網サービス契約者からの電子メ

ールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に重

大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契約者

からの電子メールの転送を停止することがあります。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メー

ルを消去する場合があります。この場合、消去した電子メールの復元はでき

ません。 

11 当社は、技術上、又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能

を廃止することがあります。 

12 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害（2、5、及び 10 の規定に

より現に蓄積している情報の転送停止若しくは消去又は電子メールの利用

の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を

負いません。 

２  ホームペー

ジ開設機能

の提供 

ホームページを作成できる機能 基

本

額 

１のホームページアド

レスごとに 
300円（330円） 

加

算

額 

１のホームページ蓄積

容量５メガバイト追加

ごとに 

150円（165円） 

 備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のホームページアドレスを割り当てる

ものとします。 

2 1のホームページに蓄積できるホームページの情報量は、当社が別に定め

る容量の範囲内とします。 



 

 

－71－ 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用する１のホームページアドレスごとに５メ

ガバイト単位で最大４０メガバイトまで蓄積容量の追加を請求することができ

ます。 

4 ホームページ開設機能に係るその他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。 

5 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について、IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積しているホームペー

ジを消去する場合があります。この場合、消去したホームページの復元はで

きません。 

6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその

他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障がある

ときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は消

去することがあります。 

7 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

8 当社は、7の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

廃止を行うことがあります。 

9 7 から 8 までの規定により、現にホームページとして蓄積されている情報の

転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当

社はあらかじめ、そのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。ただ

し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄

積を行わないときは、その IP通信網サービス契約者のホームページの利用

の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを IP

通信網サービス契約者に通知します。 

11 当社が別に定める IPアドレスの提供条件、又は利用可能なインターネット

プロトコルの制限などにより、インターネット上のサービスを利用できないこと

があります。 

12 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能を

廃止することがあります。 

13 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（5 から 8 までの規定

及び 10 の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の

停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発

生する損害を含みます。）については、責任を負いません。 

14 当社の責めに帰さない理由で、本機能を提供できなかった場合、当社は

IP 通信網サービス契約者が本機能を利用できないことにより生じた直接損

害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負

わないものとします。 

15 当社は、IP通信網サービス契約者が本機能を利用することにより他者との

間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 
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３ サーバホステ

ィング機能の

提供 

当社が設置する電子メール及び

ホームページの情報蓄積装置を

利用して、電子メール並びにホ

ームページの蓄積及び転送を行

う機能 

基

本

額 

サーバホスティング 

１機能ごとに 

4,900円 

（5,390円） 

 備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のサーバホスティングを提供します。 

2 サーバホスティング１機能あたりの蓄積容量、電子メールアドレス数等は当

社が別に定めるところによります。 

  3 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通

信事業者から異議申立てがあり、その IP通信網サービス契約者からの電子

メールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に

重大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契

約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 

  4 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メー

ルが消去される場合があります。 

  5 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその

他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障がある

ときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止することが

あります。 

  6 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

  7 当社は、6の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

停止を行うことがあります。 

  8 当社の責めに帰さない理由で、本サービスを提供できなかった場合、当社

は IP 通信網サービス契約者がサービスを利用できないことにより生じた直

接損害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責

任を負わないものとします。 

  9 当社は、IP 通信網サービス契約者が本サービスを利用することにより他者と

の間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

４ パソコンセキ

ュリティサー

ビス機能の提

供 

右記に定める

ウイルスの検

知及び駆除又

は削除ができ

る機能 

 

 

ア （削除） 

基本料の料金額

に含まれる。 

イ トレンドマイクロ株式会社が提供す

るセキュリティソフトウェア「ウイルス

バスター クラウド月額版」のエンドユー

ザライセンス契約を、当社を通じて提供

するもの 
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ウ トレンドマイクロ株式

会社が提供するセキュリテ

ィソフトウェア「ウイルス

バスター クラウド月額版」

のエンドユーザライセンス

契約を、当社を通じて提供

するもの 

1 申込ごとに 429 円（471 円） 

備 

考 

1 パソコンセキュリティサービス機能の提供に関しては、ア又はイのいずれか

を提供するものとし、追加ライセンスを希望する場合、ウを提供するものとしま

す。 

2  （削除） 

5 リモートヘル

プサービス又

は映像配信

サービスの提

供 

右記に定める 

電話、遠隔によ

るパソコン又は

インターネット

の基本操作、

接続設定、活

用方法等のサ

ポート 

ア 電話、遠隔によるパソコン又はインター

ネットの基本操作、接続設定、活用方法等

のサポートを、当社を通じて提供するもの 

基本料の料金額

に含まれる。 

イ 電話、遠隔によるパソ

コン又はインターネットの

基本操作、接続設定、活用

方法等のサポートを、当社

を通じて提供するもの 

1 申込ごとに 

500 円（550 円） 

映像配信に関

するサービス 

 

ウ 別に定める利用規約に基づき、当社

を通じて提供するもの 

基本料の料金額

に含まれる。 

備 

考 

1 リモートヘルプサービス又は映像配信サービスの提供に関しては、ア

又はウのいずれかを提供するものとします。 

2 ア又はウの一方に変更する場合、第４表（事務手数料等）第２（料金

額）に規定する変更事務手数料を支払っていただきます。 

6 健康管理サ

ービスの提供 

健康管理等に

関するサービ

ス 

別に定める利用規約に基づ

き、当社を通じて提供する

もの 

1 申込ごとに 300 円（330 円） 

７  映像配信サ

ービスの提供 

 

 

映像配信に関

する業務 

（U-NEXT for 

メガ・エッグ） 

別に定める利用規約に基づ

き、当社を通じて提供する

もの 

（削除） （削除） 

利用料 

１申込ごとに 
1,990 円（2,189 円） 

（削除） 

（削除） 

備 

考 

1 映像配信サービスとタイプ１・カテゴリー３を同時利用することで、利用料

の合算金額から 100 円（110円）割引きます。 
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映像配信に関

する業務 

（Ｈｕｌｕ） 

ＨＪホールディングス株

式会社が提供する「Ｈｕｌ

ｕ見放題サービス」を、別

に定める利用規約に基づ

き、当社を通じて提供する

もの 

利用料 

１申込ごとに 

933 円（1,026 円） 

備 

考 

1 本サービスの料金は、本約款 第 53 条（定額利用料の日割）の定めにか

かわらず、暦上の月の途中で本サービスの利用が、開始又は終了した場合

であっても、利用料金の日割計算は行いません。 

2 契約者は、本サービスの契約に基づいて、本サービスの利用開始日を含

む暦月から起算して、契約の解除があった日を含む暦月までの期間（提供

を開始した月と解除した月が同一の月である場合は、１ヶ月とします。）につ

いて、本項に定める月額利用料を毎月支払うものとします。 

3 本サービスの初回申込みの場合に限り、本サービスの利用開始日を含

む暦月の１日から起算して１か月間、本項に定める月額利用料に０円を適用

します。 

本サービスの契約の解除後再度申込みがあった場合は、利用開始日を含

む暦月から起算した月額利用料の支払いが必要となります。 

4 本サービスとタイプ１・カテゴリー３を同時利用することで、本サービスの料

金額を支払う月について、本サービスの料金と第１表料金第１ＩＰ通信網サ

ービスに係るもの 2料金額 2-1基本料の合算金額から 100円（110円）割引

きます。 

5 本サービスは、コース 13 には適用できません。 

8 光ネット無線

ブロードバン

ドルータの提

供 

１台を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

Aterm WH822N(EZ) 1 台 600 円（660 円） 

Aterm WH832A(EZ) 1 台 500 円（550 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

１台～（最大３

台）を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

当社が指定する機種 

   

1 台 500 円（550 円） 

2 台 950 円（1,045 円） 

3 台 1,400 円（1,540 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

 親機に子機を 機種 台数 料金額（税込額） 
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 組み合わせて 1

台～ （最大 4

台）を提供する

もの 

当社が指定する機種 1 台 

（親機 1 台） 
600 円（660 円） 

 2 台 

（親機 1 台、子

機 1 台） 

1,100 円(1,210 円) 

 3 台 

（親機 1 台、子

機 2 台） 

1,600 円（1,760 円） 

 4 台 

（親機 1 台、子

機 3 台） 

2,100 円（2,310 円） 

 備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

9 日常生活トラ

ブルサポート

サービスの提

供 

日常生活で発

生するトラブル

のサポートサー

ビス 

ア ＫＤＤＩ株式会社が提

供する「おうちプラン」を

「おうち安心プラン」として

当社を通じ提供するもの 

１申込ごとに 410 円（451 円） 

イ ＫＤＤＩ株式会社が提

供する個人賠償責任補

償が付帯された「自転車

プラン」を「自転車安心プ

ラン」として当社を通じて

提供するもの。 

１申込ごとに 410 円（451 円） 

ウ ア、イをセットで「まと

めて安心プラン」として当

社を通じて提供するも

の。 

１申込ごとに 590 円（649 円） 

10 詐欺対策サ

ービス機能の

提供 

詐欺対策に関 

するサービス 

ＢＢＳＳ株式会社が提供

するソフトウェア「インター

ネットサギウォール」のエ

ンドユーザライセンス契

約を、当社を通じて提供

するもの 

1 申込ごとに 300 円（330 円） 

11 迷惑電話サ

ービス機能

の提供 

 

迷惑電話対策

等に関するサ

ービス 

 

別に定める利用規約に

基づき、当社を通じて提

供するもの 

 

ＬＡＮ型 400円（440円） 

電話回線型 550円（605円） 

 

（４）コース１のカテゴリー４及びカテゴリー５に係るもの                         月額 

区 分 単 位 料金額（税込額） 

１  電子メール

機能の提供 

当社が設置する電子メール

情報蓄積装置を利用して電 基本額 
５のメールアドレス 

利用ごとに 
無料 
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 子メールの蓄積、読み出し

又は転送等を行うことができ

る機能 

加算額 
1 のメールアドレス 

追加ごとに 
100 円（110 円） 

備 

考 

1 この機能は、1 の契約者回線につき５のメールアドレスを割り当てるものとし

ます。 

2 1 のメールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量は、当社が別

に定める容量の範囲内とします。当社は、蓄積できる容量を超えた電子メー

ルを消去できるものとします。 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用するメールアドレスの数の変更を請求す

ることができます。 

4 メールアドレスの数は、当社が別に定める数量の範囲内で追加することが

できます。 

5 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。当社

は、蓄積できる期間を超えた電子メールを消去できるものとします。 

6 電子メール機能に係るその他の提供条件については、当社が別に定める

ところによります。 

7 （削除） 

8 当社は、IP通信網サービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを

えない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。

この場合、あらかじめそのことを IP通信網サービス契約者に通知します。 

9 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通信

事業者から異議申立てがあり、その IP 通信網サービス契約者からの電子メ

ールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に重

大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契約者

からの電子メールの転送を停止することがあります。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メー

ルを消去する場合があります。この場合、消去した電子メールの復元はでき

ません。 

11 当社は、技術上、又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能

を廃止することがあります。 

12 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害（2、5、及び 10 の規定に

より現に蓄積している情報の転送停止若しくは消去又は電子メールの利用

の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を

負いません。 

２  ホームペー

ジ開設機能

の提供 

ホームページを作成できる機能 

基本額 

１ の ホーム

ページアド

レスごとに 

300円（330円） 
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加算額 

１ の ホーム

ページ蓄積

容量５メガバ

イト追加ごと

に 

150円（165円） 

 備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のホームページアドレスを割り当てる

ものとします。 

2 1のホームページに蓄積できるホームページの情報量は、当社が別に定め

る容量の範囲内とします。 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用する１のホームページアドレスごとに５メ

ガバイト単位で最大４０メガバイトまで蓄積容量の追加を請求することができ

ます。 

4 ホームページ開設機能に係るその他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。 

5 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について、IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積しているホームペー

ジを消去する場合があります。この場合、消去したホームページの復元はで

きません。 

6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその

他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障がある

ときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は消

去することがあります。 

7 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

8 当社は、7の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

廃止を行うことがあります。 

9 7 から 8 までの規定により、現にホームページとして蓄積されている情報の

転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当

社はあらかじめ、そのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。ただ

し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄

積を行わないときは、その IP通信網サービス契約者のホームページの利用

の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを IP

通信網サービス契約者に通知します。 

11 当社が別に定める IPアドレスの提供条件、又は利用可能なインターネット

プロトコルの制限などにより、インターネット上のサービスを利用できないこと

があります。 

12 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能を

廃止することがあります。 
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13 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（5 から 8 までの規定

及び 10 の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の

停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発

生する損害を含みます。）については、責任を負いません。 

14 当社の責めに帰さない理由で、本機能を提供できなかった場合、当社は

IP 通信網サービス契約者が本機能を利用できないことにより生じた直接損

害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負

わないものとします。 

15 当社は、IP通信網サービス契約者が本機能を利用することにより他者との

間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

３ サーバホステ

ィング機能の

提供 

当社が設置する電子メール及び

ホームページの情報蓄積装置を

利用して、電子メール並びにホ

ームページの蓄積及び転送を行

う機能 

基

本

額 

サーバホスティング 

１機能ごとに 

4,900円 

（5,390円） 

 備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のサーバホスティングを提供します。 

2 サーバホスティング１機能あたりの蓄積容量、電子メールアドレス数等は当

社が別に定めるところによります。 

  3 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通

信事業者から異議申立てがあり、その IP通信網サービス契約者からの電子

メールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に

重大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契

約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 

  4 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メー

ルが消去される場合があります。 

  5 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその

他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障がある

ときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止することが

あります。 

  6 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

  7 当社は、6の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

停止を行うことがあります。 

  8 当社の責めに帰さない理由で、本サービスを提供できなかった場合、当社

は IP 通信網サービス契約者がサービスを利用できないことにより生じた直

接損害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責

任を負わないものとします。 
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  9 当社は、IP 通信網サービス契約者が本サービスを利用することにより他者と

の間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

４ パソコンセキ

ュリティサー

ビス機能の提

供 

右記に定める

ウイルスの検

知及び駆除又

は削除ができ

る機能 

ア （削除） 

基本料の料金

額に含まれる。 

イ トレンドマイクロ株式会社が提供する

セキュリティソフトウェア「ウイルスバス

ター クラウド月額版」のエンドユーザライ

センス契約を、当社を通じて提供するもの 

ウ トレンドマイクロ株式

会社が提供するセキュリテ

ィソフトウェア「ウイルス

バスター クラウド月額版」

のエンドユーザライセンス

契約を、当社を通じて提供

するもの 

1 申込ごとに 429 円(471 円) 

備 

考 

1 パソコンセキュリティサービス機能の提供に関しては、ア又はイのいずれか

を提供するものとし、追加ライセンスを希望する場合、ウを提供するものとし

ます。 

2  （削除） 

5 リモートヘル

プサービスの

提供 

右記に定める 

電話、遠隔によ

るパソコン又は

インターネットの

基本操作、接続

設定、活用方法

等のサポート 

電話、遠隔によるパソコン又

はインターネットの基本操

作、接続設定、活用方法等

のサポートを、当社を通じて

提供するもの 

1 申込ごとに 500 円（550 円） 

6 健康管理サ

ービスの提供 

 

健康管理等に

関するサービ

ス 

別に定める利用規約に基づ

き、当社を通じて提供する

もの 

1 申込ごとに 

 

 

300 円（330 円） 

 

 

8 光ネット無線

ブロードバン

ドルータの提

供 

１台を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

Aterm WH822N(EZ) 1 台 600 円（660 円） 

Aterm WH832A(EZ) 1 台 500 円（550 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 
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１台～（最大３

台）を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

当社が指定する機種 

 

1 台 500 円（550 円） 

2 台 950 円（1,045 円） 

3 台 1,400 円（1,540 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

 親機に子機を組

み合わせて１台

～（最大 4 台）を

提供するもの 

機種 台数 料金額（税込額） 

 当社が指定する機種 1 台 

（親機 1 台） 
600 円（660 円） 

 2 台 

（親機 1 台、

子機 1 台） 

1,100 円(1,210 円) 

 3 台 

（親機 1 台、子

機 2 台） 

1,600 円（1,760 円） 

 4 台 

（親機 1 台、子

機 3 台） 

2,100 円（2,310 円） 

 備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

9 日常生活トラ

ブルサポート

サービスの提

供 

日常生活で発

生するトラブル

のサポートサー

ビス 

ア ＫＤＤＩ株式会社が提供

する「おうちプラン」を「おうち

安心プラン」として当社を通

じ提供するもの 

１申込ごとに 410 円（451 円） 

イ ＫＤＤＩ株式会社が提供

する個人賠償責任補償が付

帯された「自転車プラン」を

「自転車安心プラン」として当

社を通じて提供するもの。 

１申込ごとに 410 円（451 円） 

ウ ア、イをセットで「まとめて

安心プラン」として当社を通

じて提供するもの。 

１申込ごとに 590 円（649 円） 

10 詐欺対策サ

ービス機能の

提供 

詐欺対策に関 

するサービス 

ＢＢＳＳ株式会社が提供する

ソフトウェア「インターネットサ

ギウォール」のエンドユーザ

ライセンス契約を、当社を通

じて提供するもの 

1 申込ごとに 300 円（330 円） 



 

 

－81－ 

11 迷惑電話サ

ービス機能の

提供 

迷惑電話対策

等に関するサー

ビス 

別に定める利用規約に基づ

き、当社を通じて提供するも

の 

ＬＡＮ型 400 円（440 円） 

電話回線型 550 円（605 円） 

 

 

（５）タイプ２に係るもの          月額 

区 分 単 位 料金額（税込額） 

１  電子メール

機能の提供 

 

当社が設置する電子メール

情報蓄積装置を利用して電

子メールの蓄積、読み出し

又は転送等を行うことができ

る機能 

基本額 
1 のメールアドレス 

利用ごとに 
無料 

加算額 
1 のメールアドレス 

追加ごとに 
100 円（110 円） 

備 

考 

1 この機能は、1の契約者回線につき 1のメールアドレスを割り当てるものとし

ます。 

2 1 のメールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量は、当社が別

に定める容量の範囲内とします。当社は、蓄積できる容量を超えた電子メー

ルを消去できるものとします。 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用するメールアドレスの数の変更を請求す

ることができます。 

4 メールアドレスの数は、当社が別に定める数量の範囲内で追加することが

できます。 

5 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。当社

は、蓄積できる期間を超えた電子メールを消去できるものとします。 

6 電子メール機能に係るその他の提供条件については、当社が別に定める

ところによります。 

7  （削除） 

8 当社は、IP通信網サービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを

えない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。

この場合、あらかじめそのことを IP通信網サービス契約者に通知します。 

9 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通信

事業者から異議申立てがあり、その IP 通信網サービス契約者からの電子メ

ールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に重

大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契約者

からの電子メールの転送を停止することがあります。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メー

ルを消去する場合があります。この場合、消去した電子メールの復元はでき

ません。 

11 当社は、技術上、又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能

を廃止することがあります。 
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12 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害（2、5、及び 10 の規定に

より現に蓄積している情報の転送停止若しくは消去又は電子メールの利用

の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を

負いません。 

２  ホームペー

ジ開設機能

の提供 

ホームページを作成できる

機能 基本額 
１のホームページアドレ

スごとに 
無料 

加算額 

１のホームページ蓄積

容量５メガバイト追加ご

とに 

150円（165円） 

 備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のホームページアドレスを割り当てる

ものとします。 

2 1のホームページに蓄積できるホームページの情報量は、当社が別に定め

る容量の範囲内とします。 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用する１のホームページアドレスごとに５メ

ガバイト単位で最大４０メガバイトまで蓄積容量の追加を請求することができ

ます。 

4 ホームページ開設機能に係るその他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。 

5 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について、IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積しているホームペー

ジを消去する場合があります。この場合、消去したホームページの復元はで

きません。 

6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき、そ

の他 IP通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があ

るときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は

消去することがあります。 

7 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

8 当社は、7の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

廃止を行うことがあります。 

9 7 から 8 までの規定により、現にホームページとして蓄積されている情報の

転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当

社はあらかじめ、そのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。ただ

し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄

積を行わないときは、その IP通信網サービス契約者のホームページの利用

の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを IP

通信網サービス契約者に通知します。 
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11 当社が別に定める IPアドレスの提供条件、又は利用可能なインターネット

プロトコルの制限などにより、インターネット上のサービスを利用できないこと

があります。 

12 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能を

廃止することがあります。 

13 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（5 から 8 までの規定

及び 10 の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の

停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発

生する損害を含みます。）については、責任を負いません。 

14 当社の責めに帰さない理由で、本機能を提供できなかった場合、当社は

IP 通信網サービス契約者が本機能を利用できないことにより生じた直接損

害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負

わないものとします。 

15 当社は、IP通信網サービス契約者が本機能を利用することにより他者との

間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

３ サーバホステ

ィング機能の

提供 

当社が設置する電子メール及

びホームページの情報蓄積装

置を利用して、電子メール並

びにホームページの蓄積及び

転送を行う機能 

基

本

額 

サーバホスティング 

１機能ごとに 

4,900円 

（5,390円） 

 備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のサーバホスティングを提供します。 

2 サーバホスティング１機能あたりの蓄積容量、電子メールアドレス数等は当

社が別に定めるところによります。 

  3 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通

信事業者から異議申立てがあり、その IP通信網サービス契約者からの電子

メールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に

重大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契

約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 

  4 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メー

ルが消去される場合があります。 

  5 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき、そ

の他 IP通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があ

るときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止すること

があります。 

  6 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

  7 当社は、6の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

停止を行うことがあります。 
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  8 当社の責めに帰さない理由で、本サービスを提供できなかった場合、当社

は IP 通信網サービス契約者がサービスを利用できないことにより生じた直

接損害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責

任を負わないものとします。 

  9 当社は、IP 通信網サービス契約者が本サービスを利用することにより他者と

の間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

４ パソコンセキ

ュリティサー

ビス機能の提

供 

右記に定める

ウイルスの検

知及び駆除又

は削除ができ

る機能 

トレンドマイクロ株式会社

が提供するセキュリティソ

フトウェア「ウイルスバスタ

ー クラウド月額版」のエン

ドユーザライセンス契約を、

当社を通じて提供するもの 

1 申込ごとに 429 円（471 円） 

5 健康管理サ

ービスの提供 

健康管理等に

関するサービ

ス 

別に定める利用規約に基づ

き、当社を通じて提供するも

の 

1 申込ごとに 300 円（330 円） 

8 光ネット無線

ブロードバン

ドルータの提

供 

１台を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

Aterm WH822N(EZ) 1 台 600 円（660 円） 

Aterm WH832A(EZ) 1 台 500 円（550 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

１台～（最大３

台）を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

当社が指定する機種 

 

1 台 500 円（550 円） 

2 台 950 円（1,045 円） 

3 台 1,400 円（1,540 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

 

（６）タイプ３に係るもの          月額 

区 分 単 位 料金額（税込額） 

１ 電子メール・

ホームページ

機能の提供 

当社が設置する電子メール及び

ホームページの情報蓄積装置を

利用して、電子メール並びにホ

ームページの蓄積及び転送を行

う機能 

メールホスティング 

１機能ごとに 
1,000円（1,100円） 

ウェブホスティング 

１機能ごとに 
1,000円（1,100円） 
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 備 

考 

1 この機能は、メールホスティング及びウェブホスティングを提供します。 

2 メールホスティング 1 機能により、当社が提供する電子メールアドレスの数

は当社が別に定めるところによります。この場合１のメールアドレスあたりの

電子メール蓄積容量は当社が別に定めるところによります。 

3 ウェブホスティング 1 機能により、当社は１のホームページアドレスを提供し

ます。この場合ホームページ蓄積容量は当社が別に定めるところによりま

す。 

4  （削除） 

  5 当社は、IP通信網サービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを

えない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。

この場合、あらかじめそのことを IP通信網サービス契約者に通知します。 

  6 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通

信事業者から異議申立てがあり、その IP通信網サービス契約者からの電子

メールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に

重大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契

約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 

  7 当社は、IP通信網サービス契約者回線について IP通信網サービスの利用

停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メールを

消去する場合があります。この場合、消去した電子メールの復元はできませ

ん。 

  8 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害（6 の規定により現に蓄積

している情報の転送停止若しくは消去又は電子メールの利用の廃止を行っ

たことに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を負いません。 

  9 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について、IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積しているホームペー

ジを消去する場合があります。この場合、消去したホームページの復元はで

きません。 

  10 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときそ

の他 IP通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があ

るときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は

消去することがあります。 

  11 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

  12 当社は、11 の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転

送を停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないと

きは、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用

の廃止を行うことがあります。 

  13 11から 12までの規定により、現にホームページとして蓄積されている情報

の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、

当社はあらかじめ、そのことを IP通信網サービス契約者に通知します。ただ

し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 
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  14 当社は、IP 通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄

積を行わないときは、その IP通信網サービス契約者のホームページの利用

の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを IP

通信網サービス契約者に通知します。 

  15 当社が別に定める IPアドレスの提供条件、又は利用可能なインターネット

プロトコルの制限などにより、インターネット上のサービスを利用できないこと

があります。 

  16 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（9 から 12 までの規定

及び 14 の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停

止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生す

る損害を含みます。）については、責任を負いません。 

  17 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能を

廃止することがあります。 

  18 当社の責めに帰さない理由で、本機能を提供できなかった場合、当社は

IP 通信網サービス契約者が本機能を利用できないことにより生じた直接損

害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負

わないものとします。 

  19 当社は、IP 通信網サービス契約者が本機能を利用することにより他者との

間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

４ パソコンセキ

ュリティサー

ビス機能の提

供 

右記に定める

ウイルスの検

知及び駆除又

は削除ができ

る機能 

トレンドマイクロ株式会社が

提供するセキュリティソフト

ウェア「ウイルスバスター ク

ラウド月額版」のエンドユー

ザライセンス契約を、当社を

通じて提供するもの 

1 申込ごとに 429 円（471 円） 

5 健康管理サ

ービスの提供 

健康管理等に

関するサービ

ス 

別に定める利用規約に基づ

き、当社を通じて提供するも

の 

1 申込ごとに 300 円（330 円） 

8 光ネット無線

ブロードバン

ドルータの提

供 

１台を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

Aterm WH822N(EZ) 1 台 600 円（660 円） 

Aterm WH832A(EZ) 1 台 500 円（550 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

１台～（最大３

台）を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

当社が指定する機種 

 

1 台 500 円（550 円） 

2 台 950 円（1,045 円） 
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3 台 1,400 円（1,540 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

 親機に子機を

組み合わせて１

台～ （最大 4

台）を提供する

もの 

機種 台数 料金額（税込額） 

 当社が指定する機種 1 台 

（親機 1 台） 
600 円（660 円） 

 2 台 

（親機 1 台、子

機 1 台） 

1,100 円(1,210 円) 

 3 台 

（親機 1 台、子

機 2 台） 

1,600 円（1,760 円） 

 4 台 

（親機 1 台、子

機 3 台） 

2,100 円（2,310 円） 

 備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

 

（７）（削除） 

 

（８）（削除） 

 

（９）（削除）           

 

（１０）（削除）           

 

（１１）タイプ８に係るもの                               月額 

区 分 単 位 料金額（税込額） 

１  電子メール

機能の提供 

 

当社が設置する電子メール

情報蓄積装置を利用して電

子メールの蓄積、読み出し

又は転送等を行うことができ

る機能 

基本額 
５のメールアドレス 

利用ごとに 
無料 

加算額 
1 のメールアドレス 

追加ごとに 
100 円（110 円） 

備 

考 

1 この機能は、1 の契約者回線につき５のメールアドレスを割り当てるものとし

ます。 

2 1 のメールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量は、当社が別

に定める容量の範囲内とします。当社は、蓄積できる容量を超えた電子メー

ルを消去できるものとします。 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用するメールアドレスの数の変更を請求す

ることができます。 

4 メールアドレスの数は、当社が別に定める数量の範囲内で追加することが

できます。 
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5 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。当社

は、蓄積できる期間を超えた電子メールを消去できるものとします。 

6 電子メール機能に係るその他の提供条件については、当社が別に定める

ところによります。 

7  （削除） 

8 当社は、IP 通信網サービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむを

えない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。

この場合、あらかじめそのことを IP通信網サービス契約者に通知します。 

9 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通信

事業者から異議申立てがあり、その IP 通信網サービス契約者からの電子メ

ールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に重

大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契約者

からの電子メールの転送を停止することがあります。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メー

ルを消去する場合があります。この場合、消去した電子メールの復元はでき

ません。 

11 当社は、技術上、又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能

を廃止することがあります。 

12 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害（2、5、及び 10 の規定に

より現に蓄積している情報の転送停止若しくは消去又は電子メールの利用

の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を

負いません。 

２  ホームペー

ジ開設機能

の提供 

ホームページを作成できる機能 

基本額 

１ の ホーム

ページアド

レスごとに 

300円（330円） 

加算額 

１ の ホーム

ページ蓄積

容量５メガバ

イト追加ごと

に 

150円（165円） 

 備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のホームページアドレスを割り当てる

ものとします。 

2 1のホームページに蓄積できるホームページの情報量は、当社が別に定め

る容量の範囲内とします。 

3 IP 通信網サービス契約者は、利用する１のホームページアドレスごとに５メ

ガバイト単位で最大４０メガバイトまで蓄積容量の追加を請求することができ

ます。 

4 ホームページ開設機能に係るその他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。 
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5 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について、IP 通信網サービスの利

用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積しているホームペー

ジを消去する場合があります。この場合、消去したホームページの復元はで

きません。 

6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその

他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障がある

ときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は消

去することがあります。 

7 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

8 当社は、7の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

廃止を行うことがあります。 

9 7 から 8 までの規定により、現にホームページとして蓄積されている情報の

転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当

社はあらかじめ、そのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。ただ

し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

10 当社は、IP 通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄

積を行わないときは、その IP通信網サービス契約者のホームページの利用

の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを IP

通信網サービス契約者に通知します。 

11 当社が別に定める IP アドレスの提供条件、又は利用可能なインターネット

プロトコルの制限などにより、インターネット上のサービスを利用できないこと

があります。 

12 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能を

廃止することがあります。 

13 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（5から 8までの規定及

び 10 の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停

止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生

する損害を含みます。）については、責任を負いません。 

14 当社の責めに帰さない理由で、本機能を提供できなかった場合、当社は

IP 通信網サービス契約者が本機能を利用できないことにより生じた直接損

害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負

わないものとします。 

15 当社は、IP通信網サービス契約者が本機能を利用することにより他者との

間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

３ サーバホステ

ィング機能の

提供 

当社が設置する電子メール及び

ホームページの情報蓄積装置を

利用して、電子メール並びにホ

ームページの蓄積及び転送を行

う機能 

基

本

額 

サーバホスティング 

１機能ごとに 

4,900円 

（5,390円） 
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 備 

考 

1 この機能は、１の契約者回線につき１のサーバホスティングを提供します。 

2 サーバホスティング１機能あたりの蓄積容量、電子メールアドレス数等は当

社が別に定めるところによります。 

  3 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当を

行ったメールアドレスを使用するものも含みます。）について、他の電気通

信事業者から異議申立てがあり、その IP通信網サービス契約者からの電子

メールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に

重大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契

約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 

  4 当社は、IP通信網サービス契約者回線について IP通信網サービスの利用

停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メール

が消去される場合があります。 

  5 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその

他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障がある

ときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止することが

あります。 

  6 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法

令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホ

ームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 

  7 当社は、6の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を

停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の

停止を行うことがあります。 

  8 当社の責めに帰さない理由で、本機能を提供できなかった場合、当社は IP

通信網サービス契約者が本機能を利用できないことにより生じた直接損害

及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負わ

ないものとします。 

  9当社は、IP通信網サービス契約者が本機能を利用することにより他者との間

で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

４ パソコンセキ

ュリティサー

ビス機能の提

供 

右記に定める

ウイルスの検

知及び駆除又

は削除ができ

る機能 

ア （削除） 

基本料の料金額に 

含まれる。 

イ トレンドマイクロ株式会社が提供

するセキュリティソフトウェア「ウイル

スバスター クラウド月額版」のエンド

ユーザライセンス契約を、当社を通じて

提供するもの 
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ウ トレンドマイクロ株

式会社が提供するセキュ

リティソフトウェア「ウ

イルスバスター  クラウ

ド月額版」のエンドユー

ザライセンス契約を、当

社を通じて提供するもの 

1 申込ごとに 429 円（471 円） 

備 

考 

1 パソコンセキュリティサービス機能の提供に関しては、ア又はイのいずれ

かを提供するものとし、追加ライセンスを希望する場合、ウを提供するもの

とします。 

2  （削除） 

5 リモートヘル

プサービスの

提供 

右記に定める 

電話、遠隔によ

るパソコン又は

インターネット

の基本操作、

接続設定、活

用方法等のサ

ポート 

電話、遠隔によるパソコン

又はインターネットの基本

操作、接続設定、活用方法

等のサポートを、当社を通

じて提供するもの 
1 申込ごとに 500 円（550 円） 

6 健康管理サ

ービスの提供 

健康管理等に

関するサービ

ス 

別に定める利用規約に基

づき、当社を通じて提供

するもの 

1 申込ごとに 300 円（330 円） 

７  映像配信サ

ービスの提供 

 

映像配信に関

する業務 

（U-NEXT for 

メガ・エッグ） 

別に定める利用規約に基

づき、当社を通じて提供

するもの 

（削除） （削除） 

利用料 

１申込ごとに 
1,990 円（2,189 円） 

（削除） （削除） 

備 

考 

1 映像配信サービスとタイプ１・カテゴリー２を同時利用することで、利用料の

合算金額から 100 円（110 円）割引きます。 

映像配信に関

する業務 

（Ｈｕｌｕ） 

ＨＪホールディングス株

式会社が提供する「Ｈｕ

ｌｕ見放題サービス」を、

別に定める利用規約に基

づき、当社を通じて提供

するもの 

利用料 

１申込ごとに 

933 円（1,026 円） 
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備 

考 

1 本サービスの料金は、本約款 第 53条（定額利用料の日割）の定めにかか

わらず、暦上の月の途中で本サービスの利用が、開始又は終了した場合であ

っても、利用料金の日割計算は行いません。 

2 契約者は、本サービスの契約に基づいて、本サービスの利用開始日を含

む暦月から起算して、契約の解除があった日を含む暦月までの期間（提供を

開始した月と解除した月が同一の月である場合は、１ヶ月とします。）につい

て、本項に定める月額利用料を毎月支払うものとします。 

3 本サービスの初回申込みの場合に限り、本サービスの利用開始日を含む

暦月の１日から起算して１か月間、本項に定める月額利用料に０円を適用しま

す。 

本サービスの契約の解除後再度申込みがあった場合は、利用開始日を含む

暦月から起算した月額利用料の支払いが必要となります。 

4 本サービスとタイプ８を同時利用することで、本サービスの料金額を支払う

月について、本サービスの料金と第１表料金第１ＩＰ通信網サービスに係るも

の 2 料金額 2-1 基本料の合算金額から 100 円（110 円）割引きます。 

8 光ネット無線

ブロードバン

ドルータの提

供 

１台を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

Aterm WH822N(EZ) 1 台 600 円（660 円） 

Aterm WH832A(EZ) 1 台 500 円（550 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

１台～（最大３

台）を提供する

もの 

 

機種 台数 料金額（税込額） 

当社が指定する機種 

 

1 台 500 円（550 円） 

2 台 950 円（1,045 円） 

3 台 1,400 円（1,540 円） 

備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

 親機に子機を

組み合わせて１

台～ （最大 4

台）を提供する

もの 

機種 台数 料金額（税込額） 

 当社が指定する機種 1 台 

（親機 1 台） 
600 円（660 円） 

 2 台 

（親機 1台、子

機 1 台） 

1,100 円(1,210 円) 
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 3 台 

（親機 1台、子

機 2 台） 

1,600 円（1,760

円） 

 4 台 

（親機 1台、子

機 3 台） 

2,100 円（2,310

円） 

 備考 1 別に定める利用規約に基づき当社を通じて提供します。 

9 日常生活トラ

ブルサポート

サービスの提

供 

日常生活で発

生するトラブル

のサポートサー

ビス 

ア ＫＤＤＩ株式会社が提

供する「おうちプラン」を

「おうち安心プラン」として

当社を通じ提供するもの 

１申込ごとに 410 円（451 円） 

イ ＫＤＤＩ株式会社が提供

する個人賠償責任補償が

付帯された「自転車プラン」

を「自転車安心プラン」とし

て当社を通じて提供するも

の。 

１申込ごとに 410 円（451 円） 

ウ ア、イをセットで「まとめ

て安心プラン」として当社を

通じて提供するもの。 

１申込ごとに 590 円（649 円） 

10 詐欺対策サ

ービス機能の

提供 

詐欺対策に関 

するサービス 

ＢＢＳＳ株式会社が提供す

るソフトウェア「インターネッ

トサギウォール」のエンドユ

ーザライセンス契約を、当

社を通じて提供するもの 

1 申込ごとに 300 円（330 円） 

11 迷惑電話サ

ービス機能の

提供 

 

迷惑電話対策

等に関するサー

ビス 

 

別に定める利用規約に基

づき、当社を通じて提供す

るもの 

 

ＬＡＮ型 400 円（440 円） 

電話回線型 550 円（605 円） 

12 選択制オプ

ション（メガ・

エッグ コレク

ト）の提供 

別に定める個別

サービスから IP

通信網サービ

ス契約者が選

択して利用する

サービス 

別に定める利用規約に基

づき、当社を通じて提供す

るもの 

１つ選択の

場合 

500 円（550 円） 

２つ選択の

場合 

950 円（1,045 円） 

３つ選択の

場合 

1,400 円（1,540 円） 
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備考 

選択制オプションに係る料金は、本約款 第 53 条（定額利用料の日割）の定めにか

かわらず、暦上の月の途中で本サービス又は個別サービスの利用が、開始又は終

了した場合であっても、利用料金の日割計算は行いません。 

メガ・エッグコレクトサービスを申し込んだ IP通信網サービス契約者は、メガ・エッグ

コレクトサービス契約規約及び個別サービスに関する利用規約の定める内容に同意

するものとします。 

個別サービスには、別に定める利用開始の定めがあります。 

例 10 月からサービス Aの利用料金が発生し、11 月からサービス B の利用料金が

発生し、12 月からサービス C の利用料金が発生する場合、10 月分の料金は 500 円

（税別）、11 月分の料金は 950 円（税別）、12 月分の料金は 1,400 円（税別）と計

算。 
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第２表  回線接続装置等使用料 

 

第１ 適 用 

  回線接続装置の適用については、第 39 条(回線接続装置の提供等)の規定によるほか、次のとおり

とします。 

区 分 内   容 

回線接続装置に係る

料金の適用 

当社は、その契約者回線の終端（利用回線に係るものを含みます）に回線

接続装置を設置します。その場合、回線接続装置に係る料金額を適用し

ます。但し、回線接続装置の利用の一時中断期間はこの限りではありませ

ん。 

 

 

第２ 回線接続装置使用料の額 

 

１ IP通信網サービスに係るもの 

        月額 

区 分 単 位 料金額（税込額） 

回線接続装置使用料 １台ごとに 500 円（550 円） 

変復調装置使用料 １台ごとに 500 円（550 円） 

集合型回線終端装置使用料 １回線ごとに 500 円（550 円） 

備考 

第 1 表 料金 第 1 に規定するｺｰｽ 11 及びｺｰｽ 12 には、本表に規定する使用料が含まれるもの

とする。 

 

 

 

２ （削除） 

 

 

 

３ （削除） 



 

 

－96－ 

第３表 工事に関する費用 

 

第１ 工事費 

 

１ 適 用 

IP 通信網サービスに係る工事費の適用については、第 55 条(工事費の支払義務)の規定によるほか

次のとおりとします。 

区  分 内    容 

(1) 工事費の適用 工事費は、回線接続装置の設置等に係る工事及び契約者回線の解除に

係る工事について、１の工事ごとに適用します。ただし、ｺｰｽ 13 は除きます。 

(2) 移転等の場合

の工事費の適

用 

ア 有線アクセスサービス契約者において、移転等の事由により、移設あるい

は移転先で再開する際にかかわる工事費は、第 2（線路設置費）の定めにか

かわらず、次の額を適用します。 

区分 単位 料金額（税込額） 

コース 1、コース 2、コース 3、コ

ース 5のプラン A、コース 6、コ

ース７のプラン A コース 11 

１の工事ごとに 10,000 円（11,000 円） 

コース 5のプラン B又はプラン

C、コース 7 のプラン B 又はプ

ランC、コース 12のプラン B又

はプラン C 

１の工事ごとに 7,000 円（7,700 円） 

イ (削除) 

 

(3) 工事費の適用 ア 工事費の区分は次のとおりとします。 

 区分  工事費の区分 適  用  

  (ｱ) 回線接続装置の設

置等に係る工事 

回線接続装置の設置、クロージャーから回

線接続装置まで間の電気通信設備に適用

します。 

 

  (ｲ) 契約者回線等の解

除に係る工事 

当社が提供する契約者回線等の解除に伴

う回線接続装置及び電気通信設備の撤去

工事に適用します。 

 

 

 

 

 （ｳ) 回線調整等にかか

わる工事 

利用回線について、ＮＴＴ西日本株式会社

が回線調整（ＮＴＴ西日本株式会社の契約

約款に規定する「回線調整」をいいます。以

下同じとします。）を行った場合に適用しま

す。 

基本額は、基本工事費に回線収容替えを

行う場合の工事費及びブリッジタップはずし

を行う場合の工事費を加算して適用しま

す。 

１の者からの申込又は請求により同一の利
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用回線に同時に２以上の回線調整工事を

実施する場合は、基本工事の部分に限り、

それらの工事を１工事とみなして適用しま

す。 

  (ｴ) 保安器の変更に係

る工事 

ＮＴＴ西日本株式会社が保安器の変更（回

線調整工事と合わせて保安器の変更を行う

場合を除きます。）を行った場合に適用しま

す。 

 

  (ｵ)回線品目変更に係る

工事 

交換設備等の設定及び回線接続装置の設

置又は設定に適用します。 

 

  

(4) 工事費の減額

適用 

当社は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、

その工事費の額を減額して適用することがあります。 

(5) 分割した工事 

費の適用 

ア 当社は、有線アクセスサービスのｺｰｽ１、ｺｰｽ 5、ｺｰｽ 6、ｺｰｽ７、ｺｰｽ１１又

はｺｰｽ 12 に係る IP 通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場

合は、その契約者回線の回線接続装置の設置等に係る工事に関する費用を

35 回に分割した費用（以下「分割支払金」といいます。）の内容に従い、適用

します（以下「分割支払い」といいます。）。なお、回線接続装置の設置等に係

る工事における特別な工事を要する場合で、その工事に要した費用について

は、この限りではない。 

(１) 分割支払いの期間は、その工事が完了した日を含む料金月の翌料金月

以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から 35 ヶ月後

の料金月までとします。 

(２) 分割支払いの期間において、その IP 通信網サービス契約者から請求が

あった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、IP 通信

網サービス契約者はその契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に

当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日

までに支払っていただきます。 

イ 前項の規定にかかわらず、次の場合には、分割支払いを承諾しないことが

あります。 

(１) 分割支払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠る

おそれがあるとき。 

(２) 分割支払いの請求をした者がその IP 通信網サービスの料金その他の債

務（約款の規定により、支払いを要することとなった IP 通信網サービスの料

金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。）の支払

いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(３) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

(４) その他当社が不適当と判断したとき。 

ウ 分割支払いに係る IP 通信網サービス契約者は、次のいずれかの事由に

該当したときは、当然に分割支払いに関する債務について、期限の利益を失

い、直ちに債務を履行するものとし、その契約者回線の設置に係る工事に関

する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を当社が定め

る期日までに支払っていただきます。 
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(１) 分割支払いに係る契約者回線について、その IP 通信網サービス契約の

解除があったとき。 

(２) 次のいずれかに該当する場合であって、IP 通信網サービス契約者が分

割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。 

① 差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。 

② 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続き

の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。 

備考 同一利用場所における契約者回線の移設等に伴い工事を要する場合には、原則その工事

に要した費用を支払っていただきます。 

 

２ 工事費の額 

 

ア．IP通信網サービスに係るもの 

区   分 単  位 工事費の額（税込額） 

(1) 回線接続

装置の設置

等に係る工事 

ｺｰｽ１、ｺｰｽ 5、ｺｰｽ 6、ｺｰｽ７、ｺｰｽ１１

又はｺｰｽ 12に係る回線接続装置の場

合 １の工事ごとに 35,000 円（38,500 円） 

ｺｰｽ 2 に係る回線接続装置の場合 １の工事ごとに 22,000 円（24,200 円） 

変復調装置の場合 １の工事ごとに 21,000 円（23,100 円） 

集合型回線終端装置の場合 １の工事ごとに 21,000 円（23,100 円） 

(2) 契約者回

線等の解除に

係る工事 

契約者回

線等を残

置する場

合 

回線接続装置の撤去等

の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

変復調装置の撤去等の

場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

集合型回線終端装置の

撤去等の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

契約者回

線等を撤

去する場

合 

回線接続装置等の撤去

の場合 １の工事ごとに 別に定める実費 

変復調装置等の撤去の

場合 １の工事ごとに 別に定める実費 

集合型回線終端装置等

の撤去の場合 １の工事ごとに 別に定める実費 

(3) 回線品目変更に係る工事 １の工事ごとに 7，000 円（7,700 円） 

備考 

１ 上記工事に伴い特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきま

す。 

２ 契約者回線等を残置する場合でも、当社設備の保守又は工事上やむを得ない理由等により当

社が契約者回線等を撤去する場合があります。 

３ （削除）。 

 

イ．（削除） 
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ウ．(削除)  
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第２ 線路設置費 

 

１ 適 用 

 線路設置費の適用については、第 5６条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか次のとおり

とします。 

区 分 内   容 

(1) 線路設置費の適用 ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 

イ 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域

外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限

り、線路設置費を適用します。 

(2) 線路設置費の差額

負担 

ア IP 通信網サービス契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに

係る契約を解除すると同時に、新たに IP 通信網サービス契約を締結して、

その場所で IP 通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、

次のとおりとします。 

ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定

は適用しません。 

 新たに提供を受け

る IP 通信網サー

ビスの線路設置費

の額 

－ 

解除する電気通信

サービスに係る契

約を新たに締結す

るとみなした場合

の線路設置費の額 

＝ 

線路設置費の額

（残額があるときに

限ります。） 

 

イ IP 通信網サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおり

とします。 

ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定

は適用しません。 

 変更後の品目の

契約者回線を新

設するときの線路

設置費の額 

－ 

変更前の品目の契

約者回線を新設す

るときの線路設置

費の額 

＝ 

線路設置費の額

（残額があるときに

限ります。） 

 

 

 

２ 線路設置費の額 

１契約者回線につき区域外線路 100m までごとに 

区 分 線路設置費の額（税込額） 

線路設置費 78,000 円（85,800 円） 
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第３ 設備費 

 

１ 適 用 

設備費の適用については、第 57 条(設備費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとし

ます。 

区 分 内   容 

設備費の適用 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 

 

２ 設備費の額 

区 分 設備費の額 

設備費の額 別に算定する実費 
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第４表 事務手数料等 

 

第１ 適用 

   手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。 

区 分 内  容 

(1) 事務手数料等

に係る料金の適

用 

ア IP 通信網サービス契約の申込をし、その承諾を受けたときに契約事務手数

料を適用します。ただし、ｺｰｽ 13 は除きます。 

イ IP 通信網サービス契約者からの請求により、その IP 通信網サービス契約の

種類又は品目等の変更を行う場合には、第２（料金額）に規定する変更事務手

数料の支払いを要します。 

ウ IP 通信網サービス契約者からの請求により、IP 通信網サービス契約（有線ア

クセスサービスに限ります。）の利用の一時中断を行う場合は、IP 通信網サービ

ス契約者は第２（料金額）に規定する一時中断手数料の支払いを要します。 

エ IP通信網サービス契約者からの請求により、付加機能の内容の変更を行う場

合は、IP 通信網サービス契約者は第２（料金額）に規定する登録変更手数料の

支払いを要します。 

オ IP 通信網サービス契約者からの請求により、当社のＤＮＳ等の設定又はＪＰＮ

ＩＣ及びＪＰＲＳへの代行申請等を行う場合は、第２（料金額）に規定するＤＮＳ設

定手数料、ドメイン名申請手数料又はその他手数料の支払いを要します。 

カ 有線アクセスサービス契約者から一時中断の解除の申し出を受け、当社がこ

れを承諾したときに契約事務手数料を適用します。 

キ IP 通信網サービス契約者からの請求により、その IP 通信網サービスに関す

る料金の請求書又は口座振替のお知らせなど（以下「料金請求書等」といいま

す。）の発行を受けたとき、IP 通信網サービス契約者は第２（料金額）に規定す

る料金請求書等発行手数料の支払いを要します。 

ク IP通信網サービス契約者からの請求により、その IP通信網サービスに関する

料金の支払証明書又は内訳明細書など（以下「支払証明書等」といいます。）の

発行を受けたときは、IP通信網サービス契約者は第２（料金額）に規定する支払

証明書等発行手数料の支払いを要します。 

ケ IP通信網サービス契約者からの請求により、その IP通信網サービスに関する

登録内容確認書及び設定作業解説書など（以下「登録内容確認書等」といいま

す。）の再発行を受けたときは、IP 通信網サービス契約者は第２（料金額）に規

定する登録内容確認書等再発行手数料の支払いを要します。 

コ 光ネット無線ブロードバンドルータの契約の申込をし、その承諾を受けたとき

に契約事務手数料を適用します。 

サ IP 通信網サービス契約者からの請求により、当社が提供する光ネット無線ブ

ロードバンドルータの提供において機種変更を行う場合は、第２（料金額）に規

定する機種の交換にかかる費用を適用します。 

(2) 事務手数料等

の適用除外又は

減額等 

ア 当社は、第２（料金額）の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、

別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又は、その額を

減額して適用することがあります。 

イ 当社は、(1)事務手数料等に係る料金の適用キで規定する内容について、法

人の契約者には第２（料金額）に規定する料金の適用を除外します。 
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ウ （削除） 

(3)(削除)   (削除)  

(4) (削除)   (削除)  

(5)分割した事務手

数料の適用 

ア 当社は、有線アクセスサービスのｺｰｽ１、ｺｰｽ 5、ｺｰｽ 6、ｺｰｽ７、ｺｰｽ１１又はｺ

ｰｽ 12 に係る IP 通信網サービス契約の申込があり、当社がその申込を承諾した

場合は、その契約者回線のサービス開始に伴う事務手数料について、次表に規

定する分割支払金の内容に従い、分割支払いを適用します。 

月額 

支払回数 分割支払金（税込額） 

回線接続装置の設置等に係る工事

が完了した日を含む料金月の翌料金

月以降の 34 回 

80 円(88 円) 

35 回目又は分割支払い期間満了前

に一括支払いを請求した場合 

サービス開始に伴う事務手数料と既

に当社に支払われた分割支払金の

合計額の差額 

 

(１) 分割支払いの期間は、サービスを開始した日を含む料金月の翌料金月以

降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から 35 か月後の料

金月までとします。 

(２) 分割支払いの期間において、その IP通信網サービス契約者から請求があっ

た場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、IP 通信網サー

ビス契約者はその契約者回線のサービス開始に伴う事務手数料と既に当社に支

払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払

っていただきます。 

イ 前項の規定にかかわらず、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあ

ります。 

(１) 分割支払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るお

それがあるとき。 

(２) 分割支払いの請求をした者がその IP 通信網サービスの料金その他の債務

（この約款の規定により、支払いを要することとなった IP 通信網サービスの料金、

工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。）の支払いを現

に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(３) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

(４) その他当社が不適当と判断したとき。 

ウ 当社は、分割支払金の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生

じた場合は、その端数を切り捨てます。 

この場合において、当社がその IP 通信網サービス契約者へ 35 回目に請求する

分割支払金は、IP通信網サービスの提供開始に伴う事務手数料と既に当社に支

払われた分割支払金の合計額の差額とします。 

エ 分割支払いに係る IP 通信網サービス契約者は、次のいずれかの事由に該

当したときは、当然に分割支払いに関する債務について、期限の利益を失い、直

ちに債務を履行するものとし、IP 通信網サービスの提供開始に伴う事務手数料と

既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を当社が定める期日までに
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支払っていただきます。 

(１) 分割支払いに係る契約者回線について、その IP 通信網サービス契約の解

除があったとき。 

(２) 次のいずれかに該当する場合であって、IP通信網サービス契約者が分割支

払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。 

① 差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。 

② 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申

立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。 
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第２ 料金額 

 

（１）契約事務手続きに係るもの 

種 別 単 位 料金額（税込額） 

ア 契約事務手数料  １契約ごとに 3,000 円（3,300 円） 

イ 変更事務手数料  １変更ごとに 3,000 円（3,300 円） 

ウ 一時中断手数料  １請求ごとに 5,000 円（5,500 円） 

エ 付加機能登録変更

手数料 

（削除） （削除） （削除） 

リモートヘルプサービスの登

録にかかわるもの 

１設定ごとに 1,000 円（1,100 円） 

（削除） （削除） （削除） 

 

（２）ＤＮＳ等の設定に係るもの 

種 別 区分 単 位 料金額（税込額） 

DNS設定手数料 当社のＤＮＳ環境に、IP 通信

網サービス契約者のＤＮＳを

設定又は変更することが必

要となる場合 

１ドメイン名ごとに 10,000 円（11,000 円） 

 

 

（３）ドメイン名申請手続きに係るもの 

種 別 区分 単 位 料金額（税込額） 

ドメイン名申請手数料 ドメイン名に係るＪＰＲＳへの

代行申請手数料 

１ドメイン名新規及

び追加申請ごと 

6,000 円（6,600 円） 

 

 

（４）ドメイン指定事業者変更にかかるもの 

種 別 区分 単 位 料金額料（税込額） 

ドメイン指定事業者変更

手数料 

ドメイン名に係るＪＰＮＩＣ及び

ＪＰＲＳへの指定事業者変更

申請手数料 

１ドメイン名変更申

請ごと 

6,000 円（6,600 円） 

 

（５）ドメイン名保守手数料にかかるもの          月額 

種 別 区分 単 位 料金額（税込額） 

ドメイン名保守手数料 - １ドメイン名ごと 500 円（550 円） 

 

（６）IPアドレス割当申請手数料にかかるもの 

種 別 区分 単 位 料金額（税込額） 

IPアドレス申請手数料 IP アドレス割当てに係るＪＰＮ

ＩＣへの代行申請手数料 

１新規ごと 1,000 円（1,100 円） 
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（７）附帯サービスにかかるもの 

種 別 単 位 料金額（税込額） 

ア 料金請求書等発行手数料 １書類ごと 300 円（330 円） 

イ 支払証明書等発行手数料 １書類ごと 400 円（440 円） 

ウ 登録内容確認書等再発行手数料 １送付ごと 別に定める実費相当額 

 

（８）光ネット無線ブロードバンドルータの提供にかかるもの 

種 別 区分 単 位 料金額（税込額） 

機種の交換にかかる費

用 
- １請求ごとに 3,000 円（3,300 円） 
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第５表 損害金（弁済金） 

 

回線接続装置の種類 金額（不課税） 

回線終端装置（ONU) 100Mbps 対応、1Gbps 対応 11,000 円 

回線終端装置（VDSL モデム） 7,700 円 
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附 則（平成 19 年 10 月 1 日営企 57 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年 10 月１日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 平成 17年 2月１日から平成 19年 10月 31日までの間に有線アクセスサービスコース１に係る IP通

信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した

日から起算して１2 ヶ月間の IP 通信網契約に係る利用料について、料金表第１表（料金）第１（有線アク

セスサービスに係るもの）２料金額２－１基本料に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用

します。 

１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100 メガバイト ps ｺｰｽ 1 3,400 円（3,570 円） 

３ 平成 17 年 2 月１日から平成 19 年 10 月 31 日までの間に有線アクセスサービスコース１及びコース

5に係る IP通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP通信網サービスに係

る回線接続装置の設置等に係る工事費について、料金表第３表（工事に関する費用）２工事費の額ア

回線接続装置の設置等に係る工事に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 

 

区 分 単 位 工事費の額（税込額） 

(1)回線接続装置の設置等に係る工事 1 の工事ごとに 0 円（0 円） 

 

４ 平成 17 年 6 月１日から平成 19 年 10 月 31 日までの間にＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網

契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した日か

ら起算して 12 ヶ月間の IP通信網契約に係る利用料について、料金表第１表（料金）第３（ＡＤＳＬアクセ

スサービスに係るもの）２料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 

料金額（税込額） 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に

係る利用回線が利用回線型サービス

に係るものであるとき 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に係

る利用回線が契約者回線型サービス

に係るものであるとき 

1Mbps 886 円（930 円） 2,178 円（2,286 円） 

12Mbps 1,056 円（1,110 円） 2,348 円（2,464 円） 

24Mbps 1,256 円（1,318 円） 2,548 円（2,674 円） 

40Mbps 2,305 円（2,420 円） 3,597 円（3,776 円） 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者が、有線アクセスサービス又はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP

通信網サービス契約の解除を行った後に、その解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは

ADSL アクセスサービスをいいます。）と同一のメニューに係る IP 通信網サービス契約の申込を平成 17

年 11 月 1 日から平成 19 年 10 月 31 日までの間に行った場合（その申込に係る契約者回線の終端の

場所がその解除に係る契約者回線等の終端の場所と同一となる場合とします。）は、本附則第 2 項、第
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3 項、第４項（経過措置）の規定を適用しません。 

 

６ 平成 18年 2月 1日から平成 19年 10月 31日までの間にＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網

契約及び当社のアステル電話サービス（ＭＥＧＡ ＥＧＧ64）契約に基づく契約者回線を利用している契

約者が、同契約の解除を前提とし、新たに有線アクセスサービスコース１に係る IP通信網契約の申込を

行い、当社がその申込を承諾した場合は、その IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して 12

ヶ月間の IP 通信網契約に係る利用料について、料金表第 1 表（料金）第１（有線アクセスサービスに係

るもの）２料金額２－１基本料に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 2,500 円（2,625 円） 

 

７ 平成 18年 2月 1日から平成 19年 10月 31日までの間にＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網

契約及び当社のアステル電話サービス（ＭＥＧＡ ＥＧＧ64）契約に基づく契約者回線を利用している契

約者が、同契約の解除を前提とし、新たに有線アクセスサービスコース 5 に係る IP 通信網契約の申込

を行い、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した日から起算して

12 ヶ月間の IP通信網契約に係る利用料について、料金表第 1表（料金）第１（有線アクセスサービスに

係るもの）２料金額２－１基本料に規定する額から、次表に規定する料金額を減額し適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 5 800 円（840 円） 

 

８ 平成 18 年 6 月１日から平成 19 年 10 月 31 日までの間に有線アクセスサービスコース１及びコース

5 に係る IP 通信網契約の申込する新たな契約者（以下「新契約者」といいます。）を、有線アクセスサー

ビス契約者（コース１、コース５に限ります。）又はＡＤＳＬアクセスサービス契約者（以下「既契約者」とい

います。）が紹介し、当社が新契約者の申込を承諾した場合は、新契約者の IP 通信網サービスの提供

を開始した日の属する暦月の翌月から起算して１2ヶ月間の既契約者の IP通信網契約に係る利用料に

ついて、料金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサービスに係るもの）2 料金額 2-1 基本料又は、料金

表第 1 表（料金）第 2（ＡＤＳＬアクセスサービスに係るもの）2 料金額に規定する額から、次表に規定す

る料金額を減額して適用します。但し、本附則の料金額を適用している既契約者については，その適

用している料金額が終了する翌月から本項を適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 1,400 円（1,470 円） 

100Mbps ｺｰｽ 5 1,000 円（1,050 円） 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 

料金額（税込額） 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に

係る利用回線が利用回線型サービス

に係るものであるとき 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に係

る利用回線が契約者回線型サービス

に係るものであるとき 

1Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 



 

 

－110－ 

12Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

24Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

40Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

9 本附則の第 8 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 

 

附 則（平成 19 年 10 月 24日営企第 76 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年１１月１日から実施します。 

 

（その他） 

２ 営企第 57号（平成 19年 10月 1日）の附則第 2項（経過措置）中「平成 17年 2月 1日から平成 19

年 10 月 31 日までの間」を「平成 17 年 2 月 1 日から平成 20 年 1 月 31 日までの間」に改めます。 

 

３ 平成 19 年 11 月１日から平成 20 年１月 31 日までの間に有線アクセスサービスコース１及びコース 5

に係る IP 通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスに係

る回線接続装置の設置等に係る工事費について、料金表第３表（工事に関する費用）２工事費の額ア

回線接続装置の設置等に係る工事に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 

   

区   分 単  位 工事費の額（税込額） 

(1) 回線接続

装置の設置

等に係る工事 

回線接続装置の場合 １の工事ごとに 7,000 円（7,350 円） 

変復調装置の場合 １の工事ごとに 2,000 円（2,100 円） 

集合型回線終端装置の場合 １の工事ごとに 2,000 円（2,100 円） 

 

４ 営企第 57号（平成 19年 10月 1日）の附則第 4項（経過措置）中「平成 17年 6月 1日から平成 19

年 10 月 31 日までの間」を「平成 17 年 6 月 1 日から平成 20 年 1 月 31 日までの間」に改めます。 

 

５ 営企第 57号（平成 19年 10月 1日）の附則第５項（経過措置）中「平成 17年 11月 1日から平成 19

年 10 月 31 日までの間」を「平成 17 年１１月 1 日から平成 20 年 1 月 31 日までの間」に改めます。 

 

６ 営企第 57 号（平成 19 年 10 月 1 日）の附則第８項（経過措置）中「平成 18 年 6 月 1 日から平成 19

年 10 月 31 日までの間」を「平成 18 年６月 1 日から平成 20 年 1 月 31 日までの間」に改めます。 

 

７ 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき 1 回のみの適用とします。 

 

附 則（平成 20 年 1 月 22 日営企第１１７号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 20 年 2 月１日から実施します。 

 

 

（その他） 

２ 営企第 57 号（平成 19 年 10 月 1 日）の附則第 2 項、第 3 項（経過措置）中「平成 17 年 2 月 1 日か
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ら平成 19 年 10 月 31 日までの間」を「平成 17 年 2 月 1 日から平成 20 年 5 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

3 営企第 76 号（平成 19 年 10 月 24 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 19 年 11 月１日から平成

20 年１月 31 日までの間」を「平成 19 年 11 月 1 日から平成 20 年 5 月 31 日までの間」に改めます。   

 

４ 営企第 57号（平成 19年 10月 1日）の附則第 4項（経過措置）中「平成 17年 6月 1日から平成 19

年 10 月 31 日までの間」を「平成 17 年 6 月 1 日から平成 20 年 5 月 31 日までの間」に改めます。 

 

５ 営企第 57 号（平成 19 年 10 月 1 日）の附則第 5 項（経過措置）中「平成 17 年 11 月 1 日から平成

19 年 10 月 31 日までの間」を「平成 17 年 11 月 1 日から平成 20 年 5 月 31 日までの間」に改めます。 

 

６ 営企第 57号（平成 19年 10月 1日）の附則第 8項（経過措置）中「平成 18年 6月 1日から平成 18

年 5 月 31 日までの間」を「平成 18 年 6 月 1 日から平成 20 年 5 月 31 日までの間」に改めます。 

 

７ 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき 1 回のみの適用とします。 

 

附 則（平成 20 年 3 日 18 日営企第１４０号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 20 年４月１日から実施します。 

 

（その他） 

２ 平成 20 年４月１日から平成 20 年 5 月 31 日までの間にＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網契

約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した日から

起算して 12 ヶ月間の IP通信網契約に係る利用料について、料金表第１表（料金）第３（ＡＤＳＬアクセス

サービスに係るもの）２料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 

料金額（税込額） 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に

係る利用回線が利用回線型サービス

に係るものであるとき 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に係

る利用回線が契約者回線型サービス

に係るものであるとき 

1Mbps 874 円（917 円） 2,168 円（2,276 円） 

12Mbps 1,044 円（1,095 円） 2,338 円（2,454 円） 

24Mbps 1,243 円（1,305 円） 2,538 円（2,664 円） 

40Mbps 2,293 円（2,407 円） 3,587 円（3,766 円） 

 

附 則（平成 20 年 5 月 7 日営企第 11 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 20 年 5 月 7 日から実施します。 
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附 則（平成 20 年 5 月 22 日営企第 15 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 20 年 6 月１日から実施します。 

 

（その他） 

２ 平成 20年 6月１日から平成 20年 10月 31日までの間に有線アクセスサービスコース１に係る IP通

信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP通信網サービスの提供を開始し

た日から起算して１2ヶ月間の IP通信網契約に係る利用料について、料金表第１表（料金）第１（有線

アクセスサービスに係るもの）２料金額２－１基本料に規定する額に代えて、次表に規定する料金額

を適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 1 3,400 円（3,570 円） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 3,900 円（4,095 円） 

 

３ 平成 20 年 6 月１日から平成 20 年 10 月 31 日までの間に有線アクセスサービスのｺｰｽ１及びｺｰｽ 5

のｶﾃｺﾞﾘｰ 1・ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 に係る IP通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その

IP 通信網サービスに係る回線接続装置の設置等に係る工事費について、料金表第３表（工事に関

する費用）２工事費の額ア回線接続装置の設置等に係る工事に規定する額に代えて、次表に規定

する料金額を適用します。 

 

区   分 単  位 工事費の額（税込額） 

(1) 回線接続

装置の設置

等に係る工事 

回線接続装置の場合 １の工事ごとに 7,000 円（7,350 円） 

変復調装置の場合 １の工事ごとに 2,000 円（2,100 円） 

集合型回線終端装置の場合 １の工事ごとに 2,000 円（2,100 円） 

 

４ 営企第 140 号（平成 20 年 3 月 18 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 20 年 4 月 1 日から平成

20年 5月 31日までの間」を「平成 20年 4月 1 日から平成 20年 10月 31日までの間」に改めます。 

 

５ 営企第 117 号（平成 20 年 1 月 22 日）の附則第 4 項（経過措置）中「平成 17 年 6 月 1 日から平成

20年 5月 31日までの間」を「平成 17年 6月 1 日から平成 20年 10月 31日までの間」に改めます。 

 

６ 平成 20 年 6 月１日から平成 20 年 10 月 31 日までの間に有線アクセスサービスのｺｰｽ１及びｺｰｽ 5

に係る IP通信網契約の申込する新たな契約者（以下「新契約者」といいます。）を、有線アクセスサー

ビス契約者（ｺｰｽ１及びｺｰｽ 5 に限ります。）又はＡＤＳＬアクセスサービス契約者（以下「既契約者」と

いいます。）が紹介し、当社が新契約者の申込を承諾した場合は、新契約者の IP 通信網サービスの

提供を開始した日の属する暦月の翌月から起算して１2 ヶ月間の既契約者の IP 通信網契約に係る

利用料について、料金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサービスに係るもの）2 料金額 2-1 基本料

又は、料金表第 1表（料金）第 2（ＡＤＳＬアクセスサービスに係るもの）2料金額に規定する額から、次

表に規定する料金額を減額して適用します。但し、本附則の料金額を適用している既契約者につい

ては，その適用している料金額が終了する翌月から本項を適用します。 
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１契約者回線ごとに月額                                                         

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,400 円（1,470 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,400 円（1,470 円） 

100Mbps ｺｰｽ 5 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,000 円（1,050 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,000 円（1,050 円） 

                                                                

１契約者回線ごとに月額 

品 目 

料金額（税込額） 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に

係る利用回線が利用回線型サービス

に係るものであるとき 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に係

る利用回線が契約者回線型サービス

に係るものであるとき 

1Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

12Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

24Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

40Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

 

7 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 

 

 

附 則（平成 20 年 8 月 28日 IN事第 65 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 20 年 8 月 3１日から実施します。 

 

 

３ 平成 20 年 11 月１日から平成 21 年 1 月 31 日までの間に有線アクセスサービスのｺｰｽ１及びｺｰｽ 5

のｶﾃｺﾞﾘｰ 1・ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 に係る IP通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その

IP 通信網サービスに係る回線接続装置の設置等に係る工事費について、料金表第３表（工事に関

する費用）２工事費の額ア回線接続装置の設置等に係る工事に規定する額に代えて、次表に規定

する料金額を適用します。 

 

附 則（平成 20 年 10 月 27日 IN事第 136 号） 

 

（実施期日）１ この改正規定は、平成 20 年 11 月１日から実施します。 

 

（その他） 

２ 営企第 15号（平成 20年 5月 22日）の附則第 2項（経過措置）中「平成 20年 6月 1日から平成 20

年 10 月 31 日までの間」を「平成 20 年 6 月 1 日から平成 21 年 1 月 31 日までの間」に改めます 
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附 則（平成 21 年 1 月２８日 IN事第 260 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 21 年 2 月１日から実施します。 

 

（その他） 

２  営企第 15 号（平成 20 年 5 月 22 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 20 年 6 月 1 日から平成

20年 10月 31日までの間」を「平成 20年 6 月 1日から平成 21年 5 月 31日までの間」に改めます。 

 

３ IN 事第 136 号（平成 20 年 10 月 27 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 20 年 11 月 1 日から平

成 21 年 1 月 31 日までの間」を「平成 20 年 11 月 1 日から平成 21 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

４ 営企第 140 号（平成 20 年 3 月 18 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 20 年 4 月 1 日から平成

20年 10月 31日までの間」を「平成 20年 4 月 1日から平成 21年 5 月 31日までの間」に改めます。 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又は

ＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契約中

又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいます。）と同一

のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 21年 2月 1日

から平成 21年 5月 31日までの間に行った場合は、本附則第 2項、第 3項、第４項（経過措置）の規定

を適用しません。 

 

区   分 単  位 工事費の額（税込額） 

(1) 回線接続

装置の設置

等に係る工事 

回線接続装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

変復調装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

集合型回線終端装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

 

４ 営企第 140 号（平成 20年 3 月 18 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 20 年 4月 1 日から平成

20 年 10 月 31 日までの間」を「平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 1 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

５ 営企第 117 号（平成 20年 1 月 22 日）の附則第 4 項（経過措置）中「平成 17 年 6月 1 日から平成

20 年 10 月 31 日までの間」を「平成 17 年 6 月 1 日から平成 21 年 1 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

６ 営企第 15 号（平成 20 年 5 月 22 日）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 20 年 6 月 1 日から平成

20年 10月 31日までの間」を「平成 20 年 6 月 1日から平成 21 年 1 月 31日までの間」に改めます 

 

7 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 
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６ 営企第 15号（平成 20年 5月 22日）の附則第 6項（経過措置）中「平成 20年 6月 1日から平成 20

年 10 月 31 日までの間」を「平成 20 年 6 月 1 日から平成 21 年 5 月 31 日までの間」に改めます 

 

 

 

附 則（平成 21 年 3 月 30 日 IN事第 367 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 21 年 4 月 1 日から実施します。 

 

（その他） 

２ 平成 2１年 4月１日から平成 21年 5月 31日までの間にＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網契

約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した日から

起算して 12 ヶ月間の IP通信網契約に係る利用料について、料金表第１表（料金）第３（ＡＤＳＬアクセス

サービスに係るもの）２料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 

料金額（税込額） 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に

係る利用回線が利用回線型サービス

に係るものであるとき 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に係

る利用回線が契約者回線型サービスに

係るものであるとき 

1Mbps 869 円（912 円） 2,163 円（2,270 円） 

12Mbps 1,039 円（1,090 円） 2,333 円（2,448 円） 

24Mbps 1,238 円（1,300 円） 2,533 円（2,658 円） 

40Mbps 2,288 円（2,402 円） 3,582 円（3,760 円） 

 

附 則（平成 21 年 5 月 25 日イ企第 30 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 21 年 6 月 1 日から実施します。 

 

（その他） 

２ 営企第 15号（平成 20年 5月 22日）の附則第 2項（経過措置）中「平成 20年 6月 1日から平成 20

年 10 月 31 日までの間」を「平成 20 年 6 月 1 日から平成 21 年 9 月 30 日までの間」に改めます。 

 

３ IN 事第 136 号（平成 20 年 10 月 27 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 20 年 11 月 1 日から平

成 21 年 1 月 31 日までの間」を「平成 20 年 11 月 1 日から平成 21 年 9 月 30 日までの間」に改めま

す。 

 

４ IN事第 367号（平成 2１年 3月 30日）の附則第 2項（経過措置）中「平成 2１年 4月 1日から平成 2

１年 5 月 31 日までの間」を「平成 2１年 4 月 1 日から平成 21 年 9 月 30 日までの間」に改めます。 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

7 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします 
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社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契約

中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいます。）と

同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 21年 6

月 1 日から平成 21 年 9 月 30 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項、第 3 項、第４項（経過措

置）の規定を適用しません。 

 

６ 営企第 15号（平成 20年 5月 22日）の附則第 6項（経過措置）中「平成 20年 6月 1日から平成 20

年 10 月 31 日までの間」を「平成 20 年 6 月 1 日から平成 21 年 9 月３０日までの間」に改めます。 

 

８  平成 21年 6月 1日から平成 21年 7月 31日までの間に有線アクセスサービスのコース１又はコー

ス 5のカテゴリー１に係る IP通信網契約に基づく契約者回線を利用している契約者が、有線アクセスサ

ービスのコース１又はコース 5のカテゴリー2に係る IP通信網契約への変更の申込を行い、当社がその

申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した日から起算して 6 ヶ月間の IP 通信

網契約に係る利用料について、料金表第 1表（料金）第１（有線アクセスサービスに係るもの）２料金額２

－１基本料に規定する額から、次表に規定する料金額を減額し適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 500 円（525 円） 

 ｺｰｽ 5 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 500 円（525 円） 

 

附 則（平成 21 年９月 25 日イ企第 151 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 21 年 10 月 1 日から実施します。 

 

（その他） 

２  営企第 15 号（平成 20 年 5 月 22 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 20 年 6 月 1 日から平成

20年 10月 31日までの間」を「平成 20年 6月 1日から平成 21年１１月 30日までの間」に改めます。 

 

３ IN 事第 136 号（平成 20 年 10 月 27 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 20 年 11 月 1 日から平

成 21 年 1 月 31 日までの間」を「平成 20 年 11 月 1 日から平成 21 年１１月 30 日までの間」に改めま

す。 

 

４ IN 事第 367 号（平成 21 年 3 月 30 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 21 年 4 月 1 日から平成

21 年 5 月 31 日までの間」を「平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 年１１月 30 日までの間」に改めます。 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契約

7 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 
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中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいます。）と

同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 21年 6

月 1日から平成 21年 11月 30日までの間に行った場合は、本附則第 2項、第 3項、第４項（経過措

置）の規定を適用しません。 

 

６ 営企第 15号（平成 20年 5月 22日）の附則第 6項（経過措置）中「平成 20年 6月 1日から平成 20

年 10 月 31 日までの間」を「平成 20 年 6 月 1 日から平成 21 年 11 月 30 日までの間」に改めます。 

 

附 則（平成 21 年１１月 25 日イ企第 218 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 21 年 12 月１日から実施します。 

 

（その他） 

２  営企第 15 号（平成 20 年 5 月 22 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 20 年 6 月 1 日から平成

20年 10月 31日までの間」を「平成 20年 6 月 1日から平成 22年 5 月 31日までの間」に改めます。 

 

３ IN 事第 136 号（平成 20 年 10 月 27 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 20 年 11 月 1 日から平

成 21 年 1 月 31 日までの間」を「平成 20 年 11 月 1 日から平成 22 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

４ IN 事第 367 号（平成 20 年 3 月 30 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 20 年 4 月 1 日から平成

20 年 5 月 31 日までの間」を「平成 20 年 4 月 1 日から平成 22 年 5 月 31 日までの間」に改めます。 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契約

中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいます。）と

同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 21年 6

月 1 日から平成 22 年 5 月 31 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項、第 3 項、第４項（経過措

置）の規定を適用しません。 

 

６ 営企第 15号（平成 20年 5月 22日）の附則第 6項（経過措置）中「平成 20年 6月 1日から平成 20

年 10 月 31 日までの間」を「平成 20 年 6 月 1 日から平成 22 年 5 月 31 日までの間」に改めます。 

 

 

 

附 則（平成 22 年 1 月 19 日イ企第 296 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成２２年１月２５日から実施します。 

７ 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 

 

７ 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 
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附 則（平成 22 年 3 月 3 日イ企第 381 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成２２年３月１０日から実施します。 

 

附 則（平成 22 年 3 月 12 日イ企 399 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 22 年 4 月 1 日から実施します。 

 

（その他） 

２ 平成 22 年 4 月１日から平成 22 年 5 月 31 日までの間にＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網

契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した日か

ら起算して 12 ヶ月間の IP通信網契約に係る利用料について、料金表第１表（料金）第３（ＡＤＳＬアクセ

スサービスに係るもの）２料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 

料金額（税込額） 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に

係る利用回線が利用回線型サービス

に係るものであるとき 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に係

る利用回線が契約者回線型サービス

に係るものであるとき 

1Mbps 869 円（912 円） 2,176 円（2,284 円） 

12Mbps 1,039 円（1,090 円） 2,345 円（2,462 円） 

24Mbps 1,238 円（1,300 円） 2,545 円（2,672 円） 

40Mbps 2,288 円（2,402 円） 3,595 円（3,774 円） 

 

 

附 則（平成 22 年 3 月 19 日イ企 414 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 22 年 4 月 1 日から実施します。 

 

（その他） 

２ 平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 5 月 31 日までの間に有線アクセスサービスのコース１又はコー

ス 5のカテゴリー１に係る IP通信網契約に基づく契約者回線を利用している契約者が、有線アクセスサ

ービスのコース１又はコース 5のカテゴリー2に係る IP通信網契約への変更の申込を行い、当社がその

申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した日から起算して 6 ヶ月間の IP 通信

網契約に係る利用料について、料金表第 1表（料金）第１（有線アクセスサービスに係るもの）２料金額２

－１基本料に規定する額から、次表に規定する料金額を減額し適用します。  
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１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 500 円（525 円） 

 ｺｰｽ 5 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 500 円（525 円） 

 

附 則（平成 22 年 5 月 25 日イ企第 53 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 22 年 6 月 1 日から実施します。 

 

（その他） 

２  イ企第 218 号（平成 21 年 11 月 25 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 20 年 6 月 1 日から平

成 22 年 5 月 31 日までの間」を「平成 20 年 6 月 1 日から平成 22 年 7 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

３ イ企第 218号（平成 21年 11月 25日）の附則第 3項（経過措置）中「平成 20年 11月 1日から平成

21年 5月 31日までの間」を「平成 20年 11月 1日から平成 22年 7月 31日までの間」に改めます。 

 

４ イ企第 399 号（平成 22 年 3 月 12 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 22 年 4 月 1 日から平成

20 年 5 月 31 日までの間」を「平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 7 月 31 日までの間」に改めます。 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契約

中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいます。）と

同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 21年 6

月 1 日から平成 22 年 7 月 31 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項、第 3 項、第４項（経過措

置）の規定を適用しません。 

 

６ イ企第 218 号（平成 21 年 11 月 25 日）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 20 年 6 月 1 日から平成

22 年 5 月 31 日までの間」を「平成 20 年 6 月 1 日から平成 22 年 7 月 31 日までの間」に改めます。 

 

 

 

附 則（平成 22 年 7 月 27 日イ企-第 135 号） 

 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 22 年 8 月 1 日から実施します。 

 

（その他） 

２  平成 22 年 8 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの間に有線アクセスサービスコース１に係る IP

７ 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 
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通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開

始した日から起算して１2 ヶ月間の IP 通信網契約に係る利用料について、料金表第１表（料金）第１

（有線アクセスサービスに係るもの）２料金額２－１基本料に規定する額に代えて、次表に規定する料

金額を適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 1 3,400 円（3,570 円） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 3,900 円（4,095 円） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 3 4,381 円（4,600 円） 

 

 ３  平成 22 年 8 月１日から平成 22 年 11 月 30 日までの間に有線アクセスサービスのｺｰｽ１及びｺｰ

ｽ 5 のｶﾃｺﾞﾘｰ 1・ｶﾃｺﾞﾘｰ 2・ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 に係る IP 通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾し

た場合は、その IP 通信網サービスに係る回線接続装置の設置等に係る工事費について、料金表第

３表（工事に関する費用）２工事費の額ア回線接続装置の設置等に係る工事に規定する額に代えて、

次表に規定する料金額を適用します。 

 

区   分 単  位 工事費の額（税込額） 

(1) 回線接続

装置の設置

等に係る工事 

回線接続装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

変復調装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

集合型回線終端装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

 

４ イ企第 399 号（平成 22 年 3 月 12 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 22 年 4 月 1 日から平成

20年 5月 31日までの間」を「平成 22年 4月 1 日から平成 22年 11月 30日までの間」に改めます。 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契約

中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいます。）と

同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 21年 6

月 1日から平成 22年 11月 30日までの間に行った場合は、本附則第 2項、第 3項、第４項（経過措

置）の規定を適用しません。 

 

６ 平成 20 年 6 月１日から平成 20 年 10 月 31 日までの間に有線アクセスサービスのｺｰｽ１及びｺｰｽ 5

に係る IP通信網契約の申込する新たな契約者（以下「新契約者」といいます。）を、有線アクセスサー

ビス契約者（ｺｰｽ１及びｺｰｽ 5 に限ります。）又はＡＤＳＬアクセスサービス契約者（以下「既契約者」と

いいます。）が紹介し、当社が新契約者の申込を承諾した場合は、新契約者の IP 通信網サービスの

提供を開始した日の属する暦月の翌月から起算して１2 ヶ月間の既契約者の IP 通信網契約に係る

利用料について、料金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサービスに係るもの）2 料金額 2-1 基本料

又は、料金表第 1表（料金）第 2（ＡＤＳＬアクセスサービスに係るもの）2料金額に規定する額から、次

表に規定する料金額を減額して適用します。但し、本附則の料金額を適用している既契約者につい

ては，その適用している料金額が終了する翌月から本項を適用します。 
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１契約者回線ごとに月額                                                             

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,400 円（1,470 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,400 円（1,470 円） 

  ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,400 円（1,470 円） 

100Mbps ｺｰｽ 5 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,000 円（1,050 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,000 円（1,050 円） 

  ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,000 円（1,050 円） 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 

料金額（税込額） 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に

係る利用回線が利用回線型サービス

に係るものであるとき 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に係

る利用回線が契約者回線型サービス

に係るものであるとき 

1Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

12Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

24Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

40Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

 

附 則（平成 22 年 8 月 19 日イ企第 166 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 22 年 9 月 1 日から実施します。 

 

（その他） 

２  平成 22 年 9 月 1 日から平成 22 年 11 月 30 日までの間に、有線アクセスサービスに係わる IP 通

信網契約に基づく契約者回線を利用している契約者が、当社が提供する契約者回線の設置場所の住

所が変わる移転の申込を行い、当社がその申込を承諾した場合は、移転に係わる工事費について、第

2 料金表第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費１適用(2)移転等の場合の工事費の適用に規定する

額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 

区分 単位 料金額（税込額） 

コース 1，2，3，4，5 のプラン A １の工事ごとに 0 円（0 円） 

コース 5 のプラン B，C １の工事ごとに 0 円（0 円） 

 

附 則（平成 22 年 11 月 24日イ企第 288 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 22 年 12 月 1 日から実施します。 

 

 

７ 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 
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（その他） 

２  平成 22 年 12 月１日から平成 23 年 2 月 28 日までの間に有線アクセスサービスコース１に係る IP

通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開

始した日から起算して１2 ヶ月間の IP 通信網契約に係る利用料について、料金表第１表（料金）第１

（有線アクセスサービスに係るもの）２料金額２－１基本料に規定する額に代えて、次表に規定する料

金額を適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 1 3,400 円（3,570 円） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 3,400 円（3,570 円） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 3 3,881 円（4,075 円） 

 

３ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 22 年 8 月 1 日から平成

22年 11月 20日までの間」を「平成 22年 8 月 1日から平成 23年 2 月 28日までの間」に改めます。 

 

４  イ企第 399 号（平成 22 年 3 月 12 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 22 年 4 月 1 日から平成

20 年 5 月 31 日までの間」を「平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 2 月 28 日までの間」に改めます。 

 

５ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 5 項（経過措置）中「平成 21 年 6 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 21年 6 月 1日から平成 23年 2 月 28日までの間」に改めます。 

 

６ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 20 年 6 月 1 日から平成

22年 10月 31日までの間」を「平成 20年 6 月 1日から平成 23年 2 月 28日までの間」に改めます。 

 

７ 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 

 

８ イ企第 166 号（平成 22 年 8 月 19 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 22 年 9 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 9 月 1日から平成 23年 2 月 28日までの間」に改めます。 

 

附 則（平成 23 年 2 月 24 日イ企第 412 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年 3 月 1 日から実施します。 

 

（その他） 

２ イ企第 288号（平成 22年 11月 24日）の附則第 2項（経過措置）中「平成 22年 12月 1日から平成

23年 2月 28日までの間」を「平成 22年 12月 1日から平成 23年 5月 31日までの間」に改めます。 

 

３ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 22 年 8 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 8 月 1日から平成 23年 5 月 31日までの間」に改めます。 

 

４ イ企第 399 号（平成 22 年 3 月 12 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 22 年 4 月 1 日から平成
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22 年 5 月 31 日までの間」を「平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 5 月 31 日までの間」に改めます。 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契約

中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいます。）と

同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 23年 3

月 1 日から平成 23 年 5 月 31 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項、第 3 項、第４項（経過措

置）の規定を適用しません。 

 

６ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 20 年 6 月 1 日から平成

20年 10月 31日までの間」を「平成 20年 6 月 1日から平成 23年 5 月 31日までの間」に改めます。 

 

７ 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 

 

８ イ企第 166 号（平成 22 年 8 月 19 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 22 年 9 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 9 月 1日から平成 23年 5 月 31日までの間」に改めます。 

 

附 則（平成 23 年 3 月 30 日 イ企第 462 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年 4 月 1 日から実施します。 

 

（その他） 

２ イ企第 412 号（平成 23 年 2 月 24 日）の附則第 4 項（経過措置）中「平成 22 年 4 月 1 日から平成

23 年 5 月 31 日までの間」を「平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日までの間」に改めます。 

３ 平成 23 年 4 月１日から平成 23 年 5 月 31 日までの間にＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網

契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した日

から起算して 12 ヶ月間の IP 通信網契約に係る利用料について、料金表第１表（料金）第２（ＡＤＳＬ

アクセスサービスに係るもの）２料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 

                                                １契約者回線ごとに月額 

品 目 

料金額（税込額） 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に

係る利用回線が利用回線型サービス

に係るものであるとき 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に係

る利用回線が契約者回線型サービス

に係るものであるとき 

1Mbps 866 円（909 円） 2,128 円（2,234 円） 

12Mbps 1,036 円（1,087 円） 2,297 円（2,412 円） 

24Mbps 1,235 円（1,297 円） 2,497 円（2,622 円） 

40Mbps 2,285 円（2,399 円） 3,547 円（3,724 円） 
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附 則（平成 23 年 5 月 20 日イ企第 47 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年 6 月 1 日から実施します。 

 

（その他） 

２ イ企第 288号（平成 22年 11月 24日）の附則第 2項（経過措置）中「平成 22年 12月 1日から平成

23年 2月 28日までの間」を「平成 22年 12月 1日から平成 23年 7月 31日までの間」に改めます。 

 

３ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 22 年 8 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 8 月 1日から平成 23年 7 月 31日までの間」に改めます。 

 

４ イ企第 462号（平成 23年 3 月 30日）の附則第 3項（経過措置）中「平成 23年 4 月１日から平成 23

年 5 月 31 日までの間」を「平成 23 年 4 月１日から平成 23 年 7 月 31 日までの間」に改めます。 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契約

中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいます。）と

同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 23年 6

月 1 日から平成 23 年 7 月 31 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項、第 3 項、第４項（経過措

置）の規定を適用しません。 

 

６ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 20 年 6 月 1 日から平成

20年 10月 31日までの間」を「平成 20年 6 月 1日から平成 23年 7 月 31日までの間」に改めます。 

 

７ 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 

 

８ イ企第 166 号（平成 22 年 8 月 19 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 22 年 9 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 9 月 1日から平成 23年 7 月 31日までの間」に改めます。 

 

９ 平成 23年 6月 1日から平成 23年 7月 31日までの間に、有線アクセスサービスのコース１又はコー

ス 5 のカテゴリー１に係る IP 通信網契約に基づく契約者回線を利用している契約者が、有線アクセス

サービスのコース１又はコース 5 の、カテゴリー2 又はカテゴリー3 に係る IP 通信網契約への変更の

申込を行い、当社がその申込を承諾した場合、及び有線アクセスサービスのコース１又はコース 5 の

カテゴリー2に係る IP通信網契約に基づく契約者回線を利用している契約者が、有線アクセスサービ

スのコース１又はコース 5のカテゴリー3に係る IP通信網契約への変更の申込を行い、当社がその申

込を承諾した場合は、その IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して６箇月間の IP通信網

契約に係る利用料について、料金表第 1 表（料金）第１（有線アクセスサービスに係るもの）２料金額２

－１基本料に規定する額から、次表に規定する料金額を減額し適用します。 
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１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 500 円（525 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 500 円（525 円） 

100Mbps ｺｰｽ 5 ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 500 円（525 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 500 円（525 円） 

 

附 則（平成 23 年 7 月 8 日 コ企第 8 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23年 7月 12日から実施します。ただし、料金表第 1表（料金）第１（有線アク

セスサービスに係るもの）１適用(13)複数年利用の申出に係る料金の適用（複数年契約割引）につい

ては、平成 23 年 8 月 1 日から実施します。 

 

附 則（平成 23 年 7 月 27 日コ企第 30 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年 8 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 22 年 8 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 8月 1日から平成 23年 11月 30日までの間」に改めます。 

 

３ イ企第 462号（平成 23年 3 月 30日）の附則第 3項（経過措置）中「平成 23年 4 月１日から平成 23

年 5 月 31 日までの間」を「平成 23 年 4 月１日から平成 23 年 11 月 30 日までの間」に改めます。 

 

４ 平成 23 年 8 月１日から平成 23 年 11 月 30 日までの間に、ＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信

網契約の継続利用期間が、その提供を開始した日から 12 箇月を超えている契約者から、新たに有

線アクセスサービスコース 1 又はコース 6 に係る IP 通信網契約の申込があり、当社がその申込を承

諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した日から起算して１2 ヶ月間の IP通信網契約

に係る利用料について、料金表第１表（料金）第１（有線アクセスサービスに係るもの）２料金額２－１

基本料に規定する額から、次表に規定する料金額を減額して適用し、変更事務手数料については、

料金表第４表（事務手数料等）第２（料金額）（１）契約事務手続きに係るもの(ｲ)に規定する額に代え

て 0 円を適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,400 円（1,470 円） 

100Mbps又は 1Gbps ｺｰｽ 1 又はｺｰｽ 6 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,900 円（1,995 円） 

100Mbps又は 1Gbps ｺｰｽ 1 又はｺｰｽ 6 のｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,900 円（1,995 円） 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当
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社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契約

中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいます。）と

同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 23年 8

月 1 日から平成 23 年 11 月 30 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項、第 3 項、第 4 項（経過

措置）の規定を適用しません。 

 

６ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 20 年 6 月 1 日から平成

20年 10月 31日までの間」を「平成 20年 6月 1日から平成 23年 11月 30日までの間」に改めます。 

 

７ 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 

 

８ イ企第 166 号（平成 22 年 8 月 19 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 22 年 9 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 9月 1日から平成 23年 11月 30日までの間」に改めます。 

 

９ 平成 23 年 8 月 1 日から平成 23 年 11 月 30 日までの間に、有線アクセスサービスに係わる IP 通信

網契約の契約者が、有線アクセスサービスのコース 6に係る IP通信網契約への変更の申込を行い、当

社がその申込を承諾した場合は、回線品目変更に係わる工事費について、第 2料金表第 3表（工事に

関する費用）第 1工事費２工事費の額ア．有線アクセスサービスに係るもの(3)回線品目変更に係わる工

事に規定する額に代えて、0 円を適用します。 

 

附 則（平成 23 年 11 月 24日 コ企第 163 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年 12 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 22 年 8 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 8 月 1日から平成 24年 2 月 29日までの間」に改めます。 

 

３ イ企第 462号（平成 23年 3 月 30日）の附則第 3項（経過措置）中「平成 23年 4 月１日から平成 23

年 5 月 31 日までの間」を「平成 23 年 4 月１日から平成 24 年 2 月 29 日までの間」に改めます。 

 

４ コ企第 30 号（平成 23 年 7 月 27 日）の附則第 4 項（経過措置）中「平成 23 年 8 月１日から平成 23

年 11 月 30 日までの間」を「平成 23 年 8 月 1 日から平成 24 年 2 月 29 日までの間」に改めます。 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP 通信網サービス契約に限り適用する割引であって、

当社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス

又はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その

契約中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいま

す。）と同一のメニューに係る IP 通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成

23年 12月 1日から平成 24年 2月 29日までの間に行った場合は、本附則第 2項、第 3項、第 4項

（経過措置）の規定を適用しません。 
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６ 平成 23 年 8 月 1 日から平成 24 年 2 月 29 日までの間に有線アクセスサービスのｺｰｽ１、ｺｰｽ 5 及

びｺｰｽ 6 に係る IP 通信網契約の申込する新たな契約者（以下「新契約者」といいます。）を、有線ア

クセスサービス契約者（ｺｰｽ１、ｺｰｽ 5 及びｺｰｽ 6 に限ります。）又はＡＤＳＬアクセスサービス契約者

（以下「既契約者」といいます。）が紹介し、当社が新契約者の申込を承諾した場合は、新契約者の IP

通信網サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌月から起算して１2 ヶ月間の既契約者の IP通

信網契約に係る利用料について、料金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサービスに係るもの）2 料

金額 2-1 基本料又は、料金表第 1 表（料金）第 2（ＡＤＳＬアクセスサービスに係るもの）2 料金額に規

定する額から、次表に規定する料金額を減額して適用します。但し、本附則の料金額を適用している

既契約者については，その適用している料金額が終了する翌月から本項を適用します。 

１契約者回線ごとに月額                                                             

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,400 円（1,470 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,400 円（1,470 円） 

  ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,400 円（1,470 円） 

100Mbps ｺｰｽ 5 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,000 円（1,050 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,000 円（1,050 円） 

  ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,000 円（1,050 円） 

1Gbps ｺｰｽ 6 ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,400 円（1,470 円） 

  ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,400 円（1,470 円） 

                                                                

１契約者回線ごとに月額 

品 目 

料金額（税込額） 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に

係る利用回線が利用回線型サービス

に係るものであるとき 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に係

る利用回線が契約者回線型サービス

に係るものであるとき 

1Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

12Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

24Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

40Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

７ 本附則の第 6 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 

 

８ イ企第 166 号（平成 22 年 8 月 19 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 22 年 9 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 9 月 1日から平成 24年 2 月 29日までの間」に改めます。 

 

９ コ企第 30 号（平成 23 年 7 月 27 日）の附則第 8 項（経過措置）中「平成 23 年 8 月 1 日から平成 23

年 11 月 30 日までの間」を「平成 23 年 8 月 1 日から平成 24 年 2 月 29 日までの間」に改めます。 

 

10 平成 23 年 12 月 1 日から平成 24 年 2 月 29 日までの間に有線アクセスサービス契約者から付加

機能のうちリモートヘルプサービスの利用について申込があり、当社がその申込を承諾した場合は料
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金表第４表（事務手数料等）第２（料金額）（１）契約事務手続き エ 付加機能登録変更手数料に規

定する料金額のうち、リモートヘルプサービスの登録変更に係わる料金額については 0 円を適用しま

す。 

 

附 則（平成 24 年 2 月 16 日 コ企第 268 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年 3 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 22 年 8 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 8 月 1日から平成 24年 5 月 31日までの間」に改めます。 

 

３ 平成 24 年 3 月１日から平成 24 年 5 月 31 日までの間に、ＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網

契約の継続利用期間が、その提供を開始した日から 12か月を超えている契約者から、新たに有線ア

クセスサービスのコース 1、コース 5 又はコース 6 に係る IP 通信網契約の申込があり、当社がその申

込を承諾した場合は、その IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して 12か月間の IP通信

網契約に係る利用料について、料金表第１表（料金）第１（有線アクセスサービスに係るもの）２料金

額２－１基本料に規定する額から、次表に規定する料金額を減額して適用し、変更事務手数料につ

いては、料金表第４表（事務手数料等）第２（料金額）（１）契約事務手続きに係るもの(ｲ)に規定する

額に代えて 0 円を適用します。 

１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,400 円（1,470 円） 

100Mbps又は 1Gbps ｺｰｽ 1 又はｺｰｽ 6 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,900 円（1,995 円） 

100Mbps又は 1Gbps ｺｰｽ 1 又はｺｰｽ 6 のｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,900 円（1,995 円） 

 

４ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP 通信網サービス契約に限り適用する割引であって、

当社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス

又はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その

契約中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいま

す。）と同一のメニューに係る IP 通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成

24 年 3 月 1 日から平成 24 年 5 月 31 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項、第 3 項（経過措

置）の規定を適用しません。 

 

６ 本附則の第 5 項（経過措置）は、１の既契約者につき１回のみの適用とします。 

 

７ イ企第 166 号（平成 22 年 8 月 19 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 22 年 9 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 9 月 1日から平成 24年 5 月 31日までの間」に改めます。 

 

５ コ企第 163 号（平成 23 年 11 月 24 日）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 23 年 8 月 1 日から平成

24 年 2 月 29 日までの間」を「平成 23 年 8 月 1 日から平成 24 年 5 月 31 日までの間」に改めます。 
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８ コ企第 30 号（平成 23 年 7 月 27 日）の附則第 9 項（経過措置）中「平成 23 年 8 月 1 日から平成 23

年 11 月 30 日までの間」を「平成 23 年 8 月 1 日から平成 24 年 5 月 31 日までの間」に改めます。 

 

９ コ企第 163 号（平成 23 年 11 月 24 日）の附則第 10 項（経過措置）中「平成 23 年 12 月 1 日から平

成 24 年 2 月 29 日までの間」を「平成 23 年 12 月 1 日から平成 24 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

 

附 則（平成 24 年 3 月 30 日コ企第 329 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年 4 月 1 日から実施します。 

 

附 則（平成 24 年 5 月 29 日 コ企第 115 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年 6 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２．当社は、有線アクセスサービス契約の申込があり、料金表第１表（料金）第１ 有線アクセスサービス

に係るものに定めるコース 6 の申込と同時に、IP 電話サービス契約約款の第１種 IP 電話契約の第４

類契約又は、第５類契約に係る申込を行わない場合、及び IP 電話サービス契約約款の第１種 IP 電

話契約の第４類契約又は、第５類契約に係る申込を行ない、IP電話サービス契約約款の第 11条（第

１種 IP 電話契約申込の承諾）の規定により承諾されない場合、平成 24 年 6 月 30 日までは、その有

線アクセスサービス契約の申込を承諾しません。 

 

３．当社は、平成 24 年 6 月 1 日から平成 24 年 6 月 30 日までの間に、有線アクセスサービス契約者か

ら第 17条（品目等の変更）に規定する有線アクセスサービスの品目等の変更の請求があったときは、

第 15 条（有線アクセスサービス契約申込の承諾）及び本附則第２項に準じて取り扱います。 

 

４．当社は、平成 24 年 6 月 1 日から平成 24 年 6 月 30 日までの間に、有線アクセスサービス契約者か

ら第 14 条（有線アクセスサービス契約申込の方法）第４号に規定する IP通信網サービス契約内容の

変更の請求があったときは、第 15 条（有線アクセスサービス契約申込の承諾）及び本附則第２項に

準じて取り扱います。 

 

５．当社は、平成 24年 6 月 1日から平成 24年 6 月 30 日までの間に、料金表第１表（料金）第１有線ア

クセスサービスに係るものに定めるコース 6 の契約者が、IP 電話サービス契約約款の第１種 IP 電話

契約の第４類契約又は、第５類契約を解除されたときは、その有線アクセスサービス契約を解除しま

す。 

 

６．当社は、平成 24 年 6 月 1 日から平成 24 年 6 月 30 日までの間、第 1 表（料金）第１（有線アクセス

サービスに係るもの）２料金額 ２－１基本料に規定する品目 1Gbps の料金額にかえて，次表に規定

する料金額を適用します。 



 

 

－130－ 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 細目 料金額 （税込額） 

1Gbps ｺｰｽ 6 ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 6,624 円（6,955 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 7,105 円（7,460 円） 

 

 

 

７．当社は、平成 24年 6月 1日から平成 24年 6月 30 日までの間、第 1表（料金）第４（付加機能利用

料）２料金額のうち「（７）タイプ５・カテゴリー２に係るもの」及び「（８）タイプ５・カテゴリー３に係るもの」

に規定する付加機能に加えて、次表のとおり IP電話アダプタを提供します。 

区分 内容 単位 料金額 

 IP電話アダプタ

の提供 

IP 電話サービス契約約款 別記７に基づ

き、提供される IP電話アダプタ 
１台 

基本料の料金額に

含まれる。 

 

８ イ企第 135 号（平成 22 年 7 月 27 日）の附則第 3 項（経過措置）中「平成 22 年 8 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 8 月 1日から平成 24年 9 月 30日までの間」に改めます。 

 

９ コ企第 268号（平成 24年 2月 16日）の附則第 3項（経過措置）中「平成 24年 3 月１日から平成 24

年 5 月 31 日までの間」を「平成 24 年 3 月１日から平成 24 年 9 月 30 日までの間」に改めます。 

 

10 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP 通信網サービス契約に限り適用する割引であって、

当社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス

又はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その

契約中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいま

す。）と同一のメニューに係る IP 通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成

24 年 6 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日までの間に行った場合は、本附則第 8 項、第 9 項（経過措

置）の規定を適用しません。 

 

12 イ企第 166 号（平成 22 年 8 月 19 日）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 22 年 9 月 1 日から平成

22年 11月 30日までの間」を「平成 22年 9 月 1日から平成 24年 9 月 30日までの間」に改めます。 

 

13 コ企第 30号（平成 23年 7月 27日）の附則第 9項（経過措置）中「平成 23年 8月 1日から平成 23

年 11 月 30 日までの間」を「平成 23 年 8 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日までの間」に改めます。 

 

14 コ企第 163号（平成 23年 11月 24日）の附則第 10項（経過措置）中「平成 23年 12月 1日から平

成 24 年 2 月 29 日までの間」を「平成 23 年 12 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日までの間」に改めま

す。 

 

  

11 コ企第 163号（平成 23 年 11月 24日）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 23年 8月 1日から平成

24 年 2 月 29 日までの間」を「平成 23 年 8 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日までの間」に改めます。 
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附 則（平成 24 年 9 月 26 日 コ企第 429 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年 10 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 料金表 通則 14(2)に規定するビジネス VPNサービス契約に係る料金額については、平成 24 年 12

月 31 日までは、料金表 通則 14(1)の有線アクセスサービス契約及びＡＤＳＬアクセスサービス契約

に係る料金額の規定に準じて取り扱います。 

 

３ 平成 24 年 10 月１日から平成 25 年 1 月 31 日までの間に有線アクセスサービスのｺｰｽ１のｶﾃｺﾞﾘｰ 2

若しくはｶﾃｺﾞﾘｰ 3、ｺｰｽ 5 又はｺｰｽ 6 に係る IP 通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾し

た場合は、その IP 通信網サービスに係る回線接続装置の設置等に係る工事費について、料金表第

３表（工事に関する費用）２工事費の額ア回線接続装置の設置等に係る工事に規定する額に代えて、

次表に規定する料金額を適用します。 

 

区   分 単  位 工事費の額（税込額） 

(1) 回線接続

装置の設置

等に係る工事 

回線接続装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

変復調装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

集合型回線終端装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

 

４ コ企第 268号（平成 24年 2月 16日）の附則第 3項（経過措置）中「平成 24年 3 月１日から平成 24

年 5 月 31 日までの間」を「平成 24 年 3 月１日から平成 25 年 1 月 31 日までの間」に改めます。 

 

５ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP 通信網サービス契約に限り適用する割引であって、

当社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス

又はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その

契約中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいま

す。）と同一のメニューに係る IP 通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成

24年 10月 1日から平成 25年 1月 31日までの間に行った場合は、本附則第 3項、第 4項（経過措

置）の規定を適用しません。 

 

６ コ企第 163 号（平成 23 年 11 月 24 日）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 23 年 8 月 1 日から平成

24 年 2 月 29 日までの間」を「平成 23 年 8 月 1 日から平成 25 年 1 月 31 日までの間」に改めます。 

 

７ 平成 24 年 10 月 1 日から平成 25 年 1 月 31 日までの間に、有線アクセスサービスに係わる IP 通信

網契約に基づく契約者回線を利用している契約者が、当社が提供する契約者回線の設置場所の住

所が変わる移転の申込を行い、当社がその申込を承諾した場合は、移転に係わる工事費について、

第 2 料金表第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費１適用(2)移転等の場合の工事費の適用に規定

する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。  
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区分 単位 料金額（税込額） 

コース 1、コース 2、コース 3、コース 4，コー

ス 5 のプラン A、コース 6 

１の工事ごとに 0 円（0 円） 

コース 5 のプラン B 又はプラン C １の工事ごとに 0 円（0 円） 

 

８ コ企第 30 号（平成 23 年 7 月 27 日）の附則第 9 項（経過措置）中「平成 23 年 8 月 1 日から平成 23

年 11 月 30 日までの間」を「平成 23 年 8 月 1 日から平成 25 年 1 月 31 日までの間」に改めます。 

 

９ コ企第 163 号（平成 23 年 11 月 24 日）の附則第 10 項（経過措置）中「平成 23 年 12 月 1 日から平

成 24 年 2 月 29 日までの間」を「平成 23 年 12 月 1 日から平成 25 年 1 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

１０ 平成 24 年 10月 1 日から平成 25 年 1 月 31 日までの間に有線アクセスサービス契約者又はＡＤＳ

Ｌアクセスサービス契約者から付加機能のうち健康管理サービスの利用について申込があり、当社が

その申込を承諾した場合は、そのサービスの提供を開始した日の属する月及びその翌月の健康管理

サービスの利用に係る料金額について、料金表第１表（料金）第３（付加機能利用料）に規定する料

金額に代えて 0 円を適用します。 

 

附 則（平成 24 年１１月 30 日 コ企第 627 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年 12 月 1 日から実施します。 

 

附 則（平成 24 年１2 月 19日 コ企第 701 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年 12 月 20 日から実施します。 

 

附 則（平成 25 年１月 31 日 コ企第 834 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年 2 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 平成 25年 2月１日から平成 25年 5月 31日までの間に有線アクセスサービスのｺｰｽ１のｶﾃｺﾞﾘｰ 2、

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3又はｶﾃｺﾞﾘｰ 4、若しくはｺｰｽ 5又はｺｰｽ 6に係る IP通信網契約の申込があり、当社がその

申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスに係る回線接続装置の設置等に係る工事費につい

て、料金表第３表（工事に関する費用）２工事費の額ア回線接続装置の設置等に係る工事に規定す

る額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 
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区   分 単  位 工事費の額（税込額） 

(1) 回線接続

装置の設置

等に係る工事 

回線接続装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

変復調装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

集合型回線終端装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

 

３ コ企第 268号（平成 24年 2月 16日）の附則第 3項（経過措置）中「平成 24年 3 月１日から平成 24

年 5 月 31 日までの間」を「平成 24 年 3 月１日から平成 25 年 5 月 31 日までの間」に改めます。 

 

４ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP 通信網サービス契約に限り適用する割引であって、

当社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス

又はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その

契約中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSL アクセスサービスをいいま

す。）と同一のメニューに係る IP 通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成

25 年 2 月 1 日から平成 25 年 5 月 31 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項、第 3 項（経過措

置）の規定を適用しません。 

 

５ 平成 25 年 2 月 1 日から平成 25 年 5 月 31 日までの間に有線アクセスサービスのｺｰｽ１、ｺｰｽ 5 及

びｺｰｽ 6 に係る IP 通信網契約の申込をする新たな契約者（以下「新契約者」といいます。）を、有線

アクセスサービス契約者（ｺｰｽ１、ｺｰｽ 5及びｺｰｽ 6に限ります。）又はＡＤＳＬアクセスサービス契約者

（以下「既契約者」といいます。）が紹介し、当社が新契約者の申込を承諾した場合は、新契約者の IP

通信網サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌月から起算して１2 ヶ月間の既契約者の IP通

信網契約に係る利用料について、料金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサービスに係るもの）2 料

金額 2-1 基本料又は、料金表第 1 表（料金）第 2（ＡＤＳＬアクセスサービスに係るもの）2 料金額に規

定する額から、次表に規定する料金額を減額して適用します。但し、本附則の料金額を適用している

既契約者については，その適用している料金額が終了する翌月から本項を適用します。 

１契約者回線ごとに月額                                                             

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,400 円（1,470 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,400 円（1,470 円） 

  ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,400 円（1,470 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 4 1,400 円（1,470 円） 

100Mbps ｺｰｽ 5 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,000 円（1,050 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,000 円（1,050 円） 

  ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,000 円（1,050 円） 

1Gbps ｺｰｽ 6 ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,400 円（1,470 円） 

  ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,400 円（1,470 円） 
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１契約者回線ごとに月額 

品 目 

料金額（税込額） 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に

係る利用回線が利用回線型サービス

に係るものであるとき 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に係

る利用回線が契約者回線型サービス

に係るものであるとき 

1Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

12Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

24Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

40Mbps 1,000 円（1,050 円） 1,000 円（1,050 円） 

 

６ コ企第 429 号（平成 24 年 9 月 26 日）の附則第７項（経過措置）中「平成 24 年 10 月 1 日から平成

25年 1月 31日までの間」を「平成 24年 10月 1日から平成 25年 5月 31日までの間」に改めます。 

 

７ コ企第 30 号（平成 23 年 7 月 27 日）の附則第 9 項（経過措置）中「平成 23 年 8 月 1 日から平成 23

年 11 月 30 日までの間」を「平成 23 年 8 月 1 日から平成 25 年 5 月 31 日までの間」に改めます。 

 

８ コ企第 163 号（平成 23 年 11 月 24 日）の附則第 10 項（経過措置）中「平成 23 年 12 月 1 日から平

成 24 年 2 月 29 日までの間」を「平成 23 年 12 月 1 日から平成 25 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

９ コ企第 429号（平成 24年 9月 26日）の附則第 10項（経過措置）中「平成 24年 10月 1日から平成

25年 1月 31日までの間」を「平成 24年 10月 1日から平成 25年 5月 31日までの間」に改めます。 

 

附 則（平成 25 年 4 月 10 日 コ企第 37 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年 4 月 1 日から実施します。 

 

附 則（平成 25 年 5 月 29 日 コ企第 191 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年 5 月 29 日から実施します。 

 

附則（平成 25 年 5 月 30 日 コ企第 193 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年 6 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 平成 25年 6月１日から平成 25年 9月 30日までの間に有線アクセスサービスのｺｰｽ１のｶﾃｺﾞﾘｰ 2、

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3又はｶﾃｺﾞﾘｰ 4、若しくはｺｰｽ 5、ｺｰｽ 6又はｺｰｽ７に係る IP通信網契約の申込があり、当社

がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスに係る回線接続装置の設置等に係る工事費

について、料金表第３表（工事に関する費用）２工事費の額ア回線接続装置の設置等に係る工事に
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規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 

 

区   分 単  位 工事費の額（税込額） 

(1) 回線接続

装置の設置

等に係る工事 

回線接続装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

変復調装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

集合型回線終端装置の場合 １の工事ごとに 0 円（0 円） 

 

３ 平成 25 年 6 月１日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に、ＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP通信網

契約の継続利用期間が、その提供を開始した日から 12か月を超えている契約者から、新たに有線ア

クセスサービスのコース 1、コース 5、コース 6 又はコース７に係る IP 通信網契約の申込があり、当社

がその申込を承諾した場合、変更事務手数料については、料金表第４表（事務手数料等）第２（料金

額）（１）契約事務手続きに係るもの(ｲ)に規定する額に代えて 0 円を適用します。 

  また、コース 1 又はコース 6 については、その IP 通信網サービスの提供を開始した日から起算して

12 か月間の IP 通信網契約に係る利用料について、料金表第１表（料金）第１（有線アクセスサービス

に係るもの）２料金額２－１基本料に規定する額から、次表に規定する料金額を減額して適用します。 

 

１契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 のｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,400 円（1,540 円） 

100Mbps又は 1Gbps ｺｰｽ 1 又はｺｰｽ 6 のｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,900 円（2,052 円） 

100Mbps又は 1Gbps ｺｰｽ 1 又はｺｰｽ 6 のｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,900 円（2,052 円） 

 

４ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契

約中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSLアクセスサービスをいいます。）

と同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 25年

6 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項、第 3 項（経過措置）の

規定を適用しません。 

 

５ 平成 25 年 6 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に有線アクセスサービスのｺｰｽ１、ｺｰｽ 5 及

びｺｰｽ 6 に係る IP 通信網契約の申込をする新たな契約者（以下「新契約者」といいます。）を、有線

アクセスサービス契約者（ｺｰｽ１、ｺｰｽ 5、ｺｰｽ 6 及びｺｰｽ 7 に限ります。）又はＡＤＳＬアクセスサービ

ス契約者（以下「既契約者」といいます。）が紹介し、当社が新契約者の申込を承諾した場合は、新契

約者の IP通信網サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌月から起算して１2 ヶ月間の既契約

者の IP通信網契約に係る利用料について、料金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサービスに係る

もの）2 料金額 2-1 基本料又は、料金表第 1 表（料金）第 2（ＡＤＳＬアクセスサービスに係るもの）2 料

金額に規定する額から、次表に規定する料金額を減額して適用します。但し、本附則の料金額を適

用している既契約者については，その適用している料金額が終了する翌月から本項を適用します。 
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１契約者回線ごとに月額                                                             

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps ｺｰｽ 1 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,400 円（1,540 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,400 円（1,540 円） 

  ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,400 円（1,540 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 4 1,400 円（1,540 円） 

100Mbps ｺｰｽ 5 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,000 円（1,100 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,000 円（1,100 円） 

  ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,000 円（1,100 円） 

1Gbps ｺｰｽ 6 ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,400 円（1,540 円） 

  ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,400 円（1,540 円） 

ｺｰｽ 7 ｶﾃｺﾞﾘｰ 1 1,000 円（1,100 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 2 1,000 円（1,100 円） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 3 1,000 円（1,100 円） 

 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 

料金額（税込額） 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に

係る利用回線が利用回線型サービス

に係るものであるとき 

そのＡＤＳＬアクセスサービス契約に係

る利用回線が契約者回線型サービス

に係るものであるとき 

1Mbps 1,000 円（1,100 円） 1,000 円（1,100 円） 

12Mbps 1,000 円（1,100 円） 1,000 円（1,100 円） 

24Mbps 1,000 円（1,100 円） 1,000 円（1,100 円） 

40Mbps 1,000 円（1,100 円） 1,000 円（1,100 円） 

 

６ 平成 25 年 6 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に、有線アクセスサービスに係わる IP 通信

網契約に基づく契約者回線を利用している契約者が、当社が提供する契約者回線の設置場所の住

所が変わる移転の申込を行い、当社がその申込を承諾した場合は、移転に係わる工事費について、

第 2 料金表第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費１適用(2)移転等の場合の工事費の適用に規定

する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 

区分 単位 料金額（税込額） 

コース 1、コース 2、コース 3、コース 4，コー

ス 5 のプラン A、コース 6、コース 7  

１の工事ごとに 0 円（0 円） 

コース 5 のプラン B 又はプラン C １の工事ごとに 0 円（0 円） 

 

７ 平成 23 年 8 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間に、有線アクセスサービスに係わる IP 通信

網契約の契約者が、有線アクセスサービスのコース 6又はコース 7に係る IP通信網契約への変更の

申込を行い、当社がその申込を承諾した場合は、回線品目変更に係わる工事費について、第 2料金

表第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費２工事費の額ア．有線アクセスサービスに係るもの(3)回線
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品目変更に係わる工事に規定する額に代えて、0 円を適用します。 

 

８ コ企第 163 号（平成 23 年 11 月 24 日）の附則第 10 項（経過措置）中「平成 23 年 12 月 1 日から平

成 24 年 2 月 29 日までの間」を「平成 23 年 12 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間」に改めま

す。 

 

９ コ企第 429号（平成 24年 9月 26日）の附則第 10項（経過措置）中「平成 24年 10月 1日から平成

25年 1月 31日までの間」を「平成 24年 10月 1日から平成 25年 9月 30日までの間」に改めます。 

 

 

附 則（平成 25 年 9 月 30 日 コ企第 555 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年 10 月１日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 25 年 5 月 30 日 コ企第 193 号）の附則第 2 項及び第 3 項（経過措置）中「平成 25 年 6

月 1日から平成 25年 9月 30日までの間」を「平成 25年 10月 1日から平成 26年 1月 31日までの

間」に改めます。 

 

３ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契

約中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSLアクセスサービスをいいます。）

と同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 25年

10 月 1 日から平成 26 年 1 月 31 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項（経過措置）の規定を

適用しません。 

 

４ 附則（平成 25年 5月 30日 コ企第 193号）の附則第５項、第６項及び第７項（経過措置）中「平成 25

年 6 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日までの間」を「平成 25 年 10 月 1 日から平成 26 年 1 月 31 日

までの間」に改めます。 

 

５ コ企第 163 号（平成 23 年 11 月 24 日）の附則第 10 項（経過措置）中「平成 23 年 12 月 1 日から平

成 24 年 2 月 29 日までの間」を「平成 23 年 12 月 1 日から平成 26 年１月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

６ コ企第 429号（平成 24年 9月 26日）の附則第 10項（経過措置）中「平成 24年 10月 1日から平成

25年 1月 31日までの間」を「平成 24年 10月 1日から平成 26年 1月 31日までの間」に改めます。 

 

７ 映像配信サービスのキャンペーン及び特典等は、別に定めます。 
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附 則（平成 25 年 11 月 29日 コ企第 729 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年 12 月１日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 平成 25年 12月 1日から平成 26年 1月 31日までの間に有線アカウントサービスのコース 1又はコ

ース 6 のカテゴリー2 及びカテゴリー3、若しくはコース 5 又はコース 7 のカテゴリー1、カテゴリー2 又

はカテゴリー3 に係る IP 通信網契約の 5 年契約の新たな申込があり、当社がその申込を承諾した場

合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌月から起算して 24 ヶ月間の IP

通信網契約に係る利用料について、料金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサービスに係るもの）2

料金額 2-1 基本料に規定する金額から、次表に規定する料金額を減額して適用します。但し、平成

26 年 7 月 31 日までにご利用回線が開通しない場合（当社都合は除く。）は、原則、適用対象外とな

ります。 

 

1 契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps コース 1 カテゴリー2 200 円（220 円） 

カテゴリー3 200 円（220 円） 

コース 5 カテゴリー1 100 円（110 円） 

カテゴリー2 500 円（550 円） 

カテゴリー3 500 円（550 円） 

1Gbps コース 6 カテゴリー2 500 円（550 円） 

カテゴリー3 500 円（550 円） 

コース 7 カテゴリー1 100 円（110 円） 

カテゴリー2 500 円（550 円） 

カテゴリー3 500 円（550 円） 

 

附 則（平成 25 年 11 月 29日 コ企第 731 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年 12 月 3 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 平成 25 年 12 月 3 日より、ADSL アクセスサービスの新たな契約申込の受付を停止します。 

 

附則（平成 26 年 1 月 31 日 コ企第 937 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 25 年 9 月 30 日 コ企第 555 号）の附則第２項及び第３項（経過措置）中「平成 25 年 10
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月 1 日から平成 26 年 1 月 31 日までの間」を「平成 26 年 2 月１日から平成 26 年 5 月 31 日までの

間」に改めます。 

 

３ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契

約中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSLアクセスサービスをいいます。）

と同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 25年

10 月 1 日から平成 26 年 1 月 31 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項（経過措置）の規定を

適用しません。 

 

４ 附則（平成 25年 9月 30日 コ企第 555号）の附則第 5項、第 6項及び第 7項（経過措置）中「平成

25年 10月 1日から平成 26年１月 31日までの間」を「平成 26年 2月 1日から平成 26年 5月 31日

までの間」に改めます。 

 

５ コ企第 163 号（平成 23 年 11 月 24 日）の附則第 10 項（経過措置）中「平成 23 年 12 月 1 日から平

成 24 年 2 月 29 日までの間」を「平成 23 年 12 月 1 日から平成 26 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

６ コ企第 429号（平成 24年 9月 26日）の附則第 10項（経過措置）中「平成 24年 10月 1日から平成

25年 1月 31日までの間」を「平成 24年 10月 1日から平成 26年 5月 31日までの間」に改めます。 

 

７ 附則(平成 25 年 11 月 29 日 コ企第 729 号)の附則第 2 項（経過措置）中「平成 25 年 12 月 1 日か

ら平成 26 年 1 月 31 日までの間」を「平成 25 年 12 月 1 日から平成 26 年 5 月 31 日までの間」に改

めます。 

 

８ 映像配信サービスのキャンペーン及び特典等は、別に定めます。 

附則（平成 26 年 3 月 27 日 コ企第 1128 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 平成 26年 3月 26日より、ADSLアクセスサービスの新たな品目変更及び移転の受付を停止します。 

 

附則（平成 26 年 4 月 15 日 コ企第 42 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年 4 月 15 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 料金表第 1 表（料金）第 2（ＡＤＳＬアクセスサービスに係るもの）2 料金額に規定する額は平成 26 年

4 月 1 日から適用する。 
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附則（平成 26 年 5 月 30 日 コ企第 166 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年 6 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 25 年 5 月 30 日 コ企第 193 号）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 25 年 6 月 1 日から

平成 25 年 9 月 30 日までの間」を「平成 26 年 6 月１日から平成 26 年 9 月 30 日までの間」に改めま

す。 

 

３ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契

約中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSLアクセスサービスをいいます。）

と同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 26年

6 月 1 日から平成 26 年 9 月 30 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項（経過措置）の規定を適

用しません。 

 

４ 附則（平成 26 年 1 月 31 日 コ企第 937 号）の附則第 4 項（経過措置）中「平成 26 年 2 月 1 日から

平成 26年 5月 31日までの間」を「平成 26年 6月 1日から平成 26年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

５ 附則（平成 26年 1月 31日 コ企第 937号）の附則第 5項（経過措置）中「平成 23年 12月 1日から

平成 26年 5月 31日までの間」を「平成 26年 6月 1日から平成 26年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

６ 附則（平成 26年 1月 31日 コ企第 937号）の附則第 6項（経過措置）中「平成 24年 10月 1日から

平成 26年 5月 31日までの間」を「平成 26年 6月 1日から平成 26年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

７ 附則（平成 26年 1月 31日 コ企第 937号）の附則第 7項（経過措置）中「平成 25年 12月 1日から

平成 26年 5月 31日までの間」を「平成 26年 6月 1日から平成 26年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

８ 映像配信サービスのキャンペーン及び特典等は、別に定めます。 

料金は平成 26 年 5 月 31 日以前の申込は利用料 1 申込ごとに月額 1,896 円（税込額 2,086 円）で

す。平成 26 年 6 月 1 日以降の申込は利用料 1 申込ごとに月額 1,990 円（税込額 2,189 円）です。 

 

９ 平成 26年 6月 1日より、ビジネス VPNサービスの第 2種アクセス回線 ADSL 伝送方式のものコー

ス 4 及びコース 6 に係わるサービスの新たな品目変更及び移転、また新たな契約申込の受付を停止し

ます。 
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附 則（平成 26 年 6 月 30 日 コ企第 236 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年 7 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 平成 26年 7 月 1日から平成 27年 3 月 31日までの間に、ADSLアクセスサービスに係る IP通信網

契約に基づく契約者回線を利用している契約者が有線アクセスサービスのコース 1、コース 5、コース

6 及びコース 7 のカテゴリー2 又はカテゴリー3 に係る IP 通信網契約の 5 年契約への変更の申込を

行い、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 通信網サービスの提供を開始した日から起算して

24 ヶ月間の IP 通信網契約に係る利用料について、料金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサービ

スに係るもの）2 料金額 2-1 基本料に規定する金額から、次表に規定する料金額を減額して適用し、

料金表第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費 2 工事費の額ア.有線アクセスサービスに係るもの(1)

に規定する額及び第 4表（事務手数料等）第 2料金額(1)契約事務手続きに係るもの（イ）に規定する

額に代えて 0 円を適用します。 

  また、適用期間中に、最低利用期間内の契約の解除等があった場合の料金表第 1 表（料金）第 1

（有線アクセスサービスに係るもの）1 適用（2）最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金

の適用ア 区分 1に規定する額及び複数年契約期間満了前に複数年契約の廃止があった場合の料

金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサービスに係るもの）1 適用（13）コース 1 の複数年利用の申し

出に係る料金の適用（複数年契約割引）カ、（14）コース 6 の複数年利用の申出に係る料金の適用

（コース 6 複数年契約割引）オ及び（15）コース 5 及びコース 7 の複数年利用の申出に係る料金の適

用（複数年契約割引）オに規定する額に代えて 0 円を適用します。 

 

1 契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps コース 1 カテゴリー2 1,400円（1,540円） 

カテゴリー3 1,400円（1,540円） 

コース 5 カテゴリー2 700円（ 756円） 

カテゴリー3 700円（ 756円） 

1Gbps コース 6 カテゴリー2 1,700円（1,836円） 

カテゴリー3 1,699円（1,834円） 

コース 7 カテゴリー2 700円（ 756円） 

カテゴリー3 700円（ 756円） 

 

 

附 則（平成 26 年 8 月 1 日 コ企第 312 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年 8 月 1 日から実施します。 
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附則（平成 26 年 10 月 1 日 コ企第 460 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年 10 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 26 年 5 月 30 日 コ企第 166 号）の附則第 2 項（経過措置）中「平成 26 年 6 月１日から

平成 26 年 9 月 30 日までの間」を「平成 26 年 10 月１日から平成 27 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

３ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契

約中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSLアクセスサービスをいいます。）

と同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 26年

10 月 1 日から平成 27 年 1 月 31 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項（経過措置）の規定を

適用しません。 

 

４ 附則（平成 26 年 5 月 30 日 コ企第 166 号）の附則第 4 項（経過措置）中「平成 26 年 6 月１日から

平成 26 年 9 月 30 日までの間」を「平成 26 年 10 月１日から平成 27 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

５ 附則（平成 26 年 5 月 30 日 コ企第 166 号）の附則第 5 項（経過措置）中「平成 26 年 6 月１日から

平成 26 年 9 月 30 日までの間」を「平成 26 年 10 月１日から平成 27 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

６ 附則（平成 26 年 5 月 30 日 コ企第 166 号）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 26 年 6 月１日から

平成 26 年 9 月 30 日までの間」を「平成 26 年 10 月１日から平成 27 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

７ 附則（平成 26 年 5 月 30 日 コ企第 166 号）の附則第 7 項（経過措置）中「平成 26 年 6 月１日から

平成 26 年 9 月 30 日までの間」を「平成 26 年 10 月１日から平成 27 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

８ 映像配信サービスのキャンペーン及び特典等は、別に定めます。 

 

附則（平成 26 年 11 月 28 日 コ企第 631 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年 12 月 1 日から実施します。 

 

 

附則（平成 26 年 12 月 22 日 コ企第 704 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年 12 月 22 日から実施します。 
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附則（平成 27 年 1 月 30 日 コ企第 814 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年 2 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 平成 27年 2月 1日から平成 27年 5月 31日までの間に有線アクセスサービスのコース１、コース５、

コース６又はコース７に係る IP通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、第 2料

金表 第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費 2 工事費の額ア 有線アクセスサービスに係るものに

規定する回線接続装置の設置等に係る工事を負担する場合、35 回に分割した費用と同額の料金額

を、その工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月から起算

して、その料金月から 35 ヶ月後の料金月まで基本料から減額して適用します。 

 

３ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービス又

はＡＤＳＬアクセスサービスに係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契

約中又は解除を行ったメニュー（有線アクセスサービス若しくは ADSLアクセスサービスをいいます。）

と同一のメニューに係る IP通信網サービス契約の申込（同一世帯かつ別名義を含む。）を平成 27年

2 月 1 日から平成 27 年 5 月 31 日までの間に行った場合は、本附則第 2 項（経過措置）の規定を適

用しません。 

 

４ 平成 27 年 2 月 1 日から平成 27 年 5 月 31 日までの間に、有線アクセスサービスに係わる IP 通信

網契約に基づく契約者回線を利用している契約者が、当社が提供する契約者回線の設置場所の住

所が変わる移転の申込を行い、当社がその申込を承諾した場合は、移転に係わる工事費について、

第 2 料金表第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費１適用(2)移転等の場合の工事費の適用に規定

する額にかかわらず 0 円を適用します。 

 

５ 附則（平成 26 年 7 月 1 日 コ企第 236 号）の附則第 2 項（経過措置）中「ADSL アクセスサービスに

係る IP 通信網契約に基づく契約者回線を利用している契約者が有線アクセスサービスのコース 1、

コース 5、コース 6 及びコース 7 のカテゴリー2 又はカテゴリー3 に係る IP 通信網契約の 5 年契約へ

の変更の申込を行い、当社がその申込を承諾した場合」を「ADSL アクセスサービスに係る IP 通信網

契約に基づく契約者回線を利用している契約者が有線アクセスサービスのコース 1、コース 5、コース

6及びコース 7に係る IP通信網契約への変更の申込を行い、当社がその申込を承諾した場合」に改

めます。 

 

６ 平成 27 年 2 月 1 日から平成 27 年 5 月 31 日までの間に、有線アクセスサービスに係わる IP 通信

網契約の契約者が、有線アクセスサービスのコース 6又はコース 7に係る IP通信網契約への変更の

申込を行い、当社がその申込を承諾した場合は、回線品目変更に係わる工事費について、第 2料金

表第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費２工事費の額ア．有線アクセスサービスに係るもの(3)回線

品目変更に係わる工事に規定する額かかわらず、0 円を適用します。 

 

７ 附則（平成 26 年 5 月 30 日 コ企第 166 号）の附則第 5 項（経過措置）中「平成 26 年 6 月１日から

平成 26年 9月 30日までの間」を「平成 27年 2月 1日から平成 27年 5月 31日までの間」に改めま

す。 
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８ 附則（平成 26 年 5 月 30 日 コ企第 166 号）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 26 年 6 月１日から

平成 26年 9月 30日までの間」を「平成 27年 2月 1日から平成 27年 5月 31日までの間」に改めま

す。 

 

９ 平成 27 年 2 月 1 日から平成 27 年 5 月 31 日までの間に有線アクセスサービスのコース 6 のカテゴ

リー2及びカテゴリー3、若しくはコース 5又はコース 7のカテゴリー1、カテゴリー2又はカテゴリー3に

係る IP 通信網契約の 3 年契約の新たな申込があり、当社がその申込を承諾した場合、24 ヶ月間の

IP通信網契約に係る利用料について、料金表第 1表（料金）第 1（有線アクセスサービスに係るもの）

2 料金額 2-1 基本料に規定する金額から、次表に規定する料金額を減額して適用します。但し、平

成 27 年 11 月 30 日までにご利用回線が開通しない場合（当社都合は除く。）は、原則、適用対象外

となります。 

 また、暦月の途中から適用開始した場合、適用開始月及び適用終了月の割引額は日割りして適用し

ます。 

 

1 契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps コース 5 カテゴリー1 100 円（110 円） 

カテゴリー2 500 円（550 円） 

カテゴリー3 500 円（550 円） 

1Gbps コース 6 カテゴリー2 500 円（550 円） 

カテゴリー3 500 円（550 円） 

コース 7 カテゴリー1 100 円（110 円） 

カテゴリー2 500 円（550 円） 

カテゴリー3 500 円（550 円） 

 

１０ 平成 27 年 2 月 1 日から平成 27 年 5 月 31 日までの間に有線アクセスサービスのコース 6 のカテ

ゴリー2 及びカテゴリー3、若しくはコース 5 又はコース 7 のカテゴリー1、カテゴリー2 又はカテゴリー3

に係る IP通信網契約の 3年契約の申込と同時に 1回目の契約更新を予約し、当社がその申込を承

諾した場合は、前項に規定する料金額に加えコース 6 の場合 300 円、コース 5 及びコース 7 の場合

100 円減額して適用する。この適用を受ける場合、第１表 料金 第 1 有線アクセスサービスに関わる

もの １適用(14)のカ及び(15)のカに規定する 2 年～3 年未満の解除の料金額に次表のとおり加算す

る。 

 また、暦月の途中から適用開始された場合、適用開始月及び適用終了日の割引額は日割りして適用

します。 

細目 料金額（税込額） 

コース 5 カテゴリー1 1,000 円（1,100 円） 

カテゴリー2 2,000 円（2,160 円） 

カテゴリー3 2,000 円（2,160 円） 

コース 6 9,000 円（9,900 円） 

コース 7 カテゴリー1 1,000 円（1,100 円） 

カテゴリー2 2,000 円（2,160 円） 

カテゴリー3 2,000 円（2,160 円） 
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１１ 映像配信サービスのキャンペーン及び特典等は、別に定めます。 

 

附則（平成 27 年 2 月 26 日 コ企第 914 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年 3 月 6 日から実施します。 

 

 

附則（平成 27 年 3 月 31 日 コ企第 1015 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年 4 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ ＡＤＳＬアクセスサービスに係る契約については、平成 27年 3月 31日をもってサービス提供を終了

します。 

 

３ この改正実施前に支払い、又は支払わなければならなかった IP 通信網サービスの料金その他の債

務については、なお従前のとおりとします。 

 

 

附則（平成 27 年 4 月 23 日 コ企第 58 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年 4 月 23 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 27年 1月 30日 コ企第 814号）の附則第２項（経過措置）中の対象となる有線アクセスサ

ービスコースについてコース８のプランＡを追加します。 

 

３ 附則（平成 27 年 1 月 30 日 コ企第 814 号）の附則第９項（経過措置）の対象となる有線アクセスサ

ービスコースについてコース８を追加します。 

 

1 契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

1Gbps コース 8 カテゴリー2 プランＡ 500 円（550 円） 

 

４ 平成 27年 4月 23日から平成 27年 5月 31日までの間に有線アクセスサービスのコース 8のプラン

Ａに係る IP 通信網契約の 3 年契約の申込と同時に 1 回目の契約更新を予約し、当社がその申込を

承諾した場合は、前項に規定する料金額に加えコース 8のプランＡの場合300円減額して適用する。

但し、平成 27年 11月 30日までにご利用回線が開通しない場合（当社都合は除く。）は、原則、適用

対象外となります。この適用を受ける場合、第１表 料金 第 1 有線アクセスサービスに関わるもの １

適用(14)のカに規定する 2年～3年未満の解除の料金額に次表のとおり加算する。 

 また、暦月の途中から適用開始された場合、適用開始月及び適用終了日の割引額は日割りして適用

します。 
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細目 料金額（税込額） 

コース 8 カテゴリー2 プランＡ 9,000 円（9,900 円） 

 

 

附則（平成 27 年 5 月 28 日 コ企第 130 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年 6 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 平成 27 年 6 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日までの間に有線アクセスサービスのコース 1、コース

5、コース 6、コース 7 又はコース 8 のプラン A に係る IP 通信網契約の申込があり、当社がその申込

を承諾した場合は、第 2 料金表 第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費 2 工事費の額ア 有線アク

セスサービスに係るものに規定する回線接続装置の設置等に係る工事を負担する場合、35 回に分

割した費用と同額の料金額を、その工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社

が指定した料金月から起算して、その料金月から 35 ヶ月後の料金月まで基本料から減額して適用し

ます。 

  ただし、有線アクセスサービスの月額料金が満額請求されない場合は翌月に繰り越して適用します。 

 

３ 当社は、限定された期間内に申し込まれた IP通信網サービス契約に限り適用する割引であって、当

社が別に定めるものの適用を受けた者（同一世帯かつ別名義を含む。）が、有線アクセスサービスに

係る IP 通信網サービス契約の契約中又は解除を行った後に、その契約中又は解除を行ったメニュ

ー（有線アクセスサービスをいいます。）と同一のメニューに係る IP 通信網サービス契約の申込（同一

世帯かつ別名義を含む。）を平成 27年 6月 1日から平成 27年 9月 30日までの間に行った場合は、

本附則第 2 項（経過措置）の規定を適用しません。 

 

４ 平成 27 年 6 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日までの間に、有線アクセスサービスに係わる IP 通信

網契約に基づく契約者回線を利用している契約者が、当社が提供する契約者回線の設置場所の住

所が変わる移転の申込を行い、当社がその申込を承諾した場合は、移転に係わる工事費について、

第 2 料金表第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費１適用(2)移転等の場合の工事費の適用に規定

する額にかかわらず 0 円を適用します。 

 

５ 平成 27 年 2 月 1 日から平成 27 年 5 月 31 日までの間に、有線アクセスサービスに係わる IP 通信

網契約の契約者が、有線アクセスサービスのコース 6又はコース 7に係る IP通信網契約への変更の

申込を行い、当社がその申込を承諾した場合は、回線品目変更に係わる工事費について、第 2料金

表第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費２工事費の額ア．有線アクセスサービスに係るもの(3)回線

品目変更に係わる工事に規定する額かかわらず、0 円を適用します。 

 

６ 附則（平成 26 年 5 月 30 日 コ企第 166 号）の附則第 5 項（経過措置）中「平成 26 年 6 月１日から

平成 26年 9月 30日までの間」を「平成 27年 6月 1日から平成 27年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

７ 附則（平成 26 年 5 月 30 日 コ企第 166 号）の附則第 6 項（経過措置）中「平成 26 年 6 月１日から

平成 26年 9月 30日までの間」を「平成 27年 6月 1日から平成 27年 9月 30日までの間」に改めま
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す。 

 

８ 平成 27 年 6 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日までの間に次表に規定する品目及び細目の有線アク

セスサービスに係る IP 通信網契約の 3 年契約の新たな申込があり、当社がその申込を承諾した場

合、24 ヶ月間の IP 通信網契約に係る利用料について、料金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサ

ービスに係るもの）2 料金額 2-1 基本料に規定する金額から、次表に規定する料金額を減額して適

用します。但し、平成 28 年 3 月 31 日までにご利用回線が開通しない場合（当社都合は除く。）は、

原則、適用対象外となります。 

 また、暦月の途中から適用開始した場合、適用開始月及び適用終了月の割引額は日割りして適用し

ます。 

 

1 契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps コース 5 カテゴリー1 100 円（110 円） 

カテゴリー2 500 円（550 円） 

カテゴリー3 500 円（550 円） 

1Gbps コース 6 カテゴリー2 500 円（550 円） 

カテゴリー3 500 円（550 円） 

コース 7 カテゴリー1 100 円（110 円） 

カテゴリー2 500 円（550 円） 

カテゴリー3 500 円（550 円） 

コース 8 カテゴリー2 プラン A 500 円（550 円） 

 

９ 平成 27 年 6 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日までの間に次表に規定する品目及び細目の有線アク

セスサービスに係る IP 通信網契約の 3 年契約の申込と同時に 1 回目の契約更新を予約し、当社が

その申込を承諾した場合は、前項に規定する料金額に加えコース 6 及びコース 8 のプラン Aの場合

300円、コース 5及びコース 7の場合 100円減額して適用する。この適用を受ける場合、第１表 料金 

第 1 有線アクセスサービスに関わるもの １適用(14)のカ及び(15)のカに規定する 2 年～3 年未満の

解除の料金額に次表のとおり加算する。 

 また、暦月の途中から適用開始された場合、適用開始月及び適用終了日の割引額は日割りして適用

します。 

細目 料金額（税込額） 

コース 5 カテゴリー1 1,000 円（1,100 円） 

カテゴリー2 2,000 円（2,160 円） 

カテゴリー3 2,000 円（2,160 円） 

コース 6 9,000 円（9,900 円） 

コース 7 カテゴリー1 1,000 円（1,100 円） 

カテゴリー2 2,000 円（2,160 円） 

カテゴリー3 2,000 円（2,160 円） 

コース 8 カテゴリー2 プラン A 9,000 円（9,900 円） 

 

１０ 映像配信サービスのキャンペーン及び特典等は、別に定めます。 
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附則（平成 27 年 6 月 30 日 コ企第 212 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年 7 月 1 日から実施します。 

 

 

附則（平成 27 年 9 月 30 日 コ企第 403 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年 10 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 27 年 5 月 28 日 コ企第 130 号）の附則第２項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 27 年 9 月 30 日までの間」を「平成 27 年 6 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

３ 附則（平成 27 年 5 月 28 日 コ企第 130 号）の附則第３項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 27 年 9 月 30 日までの間」を「平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

４ 附則（平成 27 年 5 月 28 日 コ企第 130 号）の附則第４項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 27 年 9 月 30 日までの間」を「平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

５ 平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日までの間に、有線アクセスサービスに係わる IP 通信

網契約の契約者が、有線アクセスサービスのコース 6、コース 7 又はコース 8 に係る IP 通信網契約へ

の変更の申込を行い、当社がその申込を承諾した場合は、回線品目変更に係わる工事費について、

第 2 料金表第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費２工事費の額ア．有線アクセスサービスに係るもの

(3)回線品目変更に係わる工事に規定する額かかわらず、0 円を適用します。 

 

６ 附則（平成 26 年 5 月 30 日 コ企第 166 号）の附則第 5 項（経過措置）中「平成 26 年 6 月１日から

平成 26 年 9 月 30 日までの間」を「平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

７ 平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日までの間に有線アクセスサービス契約者から付加機

能のうち健康管理サービスの利用について申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、そのサー

ビスの提供を開始した日の属する月及びその翌月の健康管理サービスの利用に係る料金額について、

料金表第１表（料金）第３（付加機能利用料）に規定する料金額に代えて 0 円を適用します。 

 

８ 附則（平成 27 年 5 月 28 日 コ企第 130 号）の附則第８項及び第９項（経過措置）中「平成 27 年 6

月 1日から平成 27年 9月 30日までの間」を「平成 27年 6月 1日から平成 28年 1月 31日までの間」

に改めます。 
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附則（平成 28 年 1 月 28 日 コ企第 641 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 2 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 27 年 9 月 30 日 コ企第 403 号）の附則第２項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 27年 6月 1日から平成 28年 5月 20日までの間」に改めま

す。 

 

３ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第３項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 28年 2月 1日から平成 28年 5月 20日までの間」に改めま

す。 

 

４ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第４項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 28年 2月 1日から平成 28年 5月 20日までの間」に改めま

す。 

 

５ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第５項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 28年 2月 1日から平成 28年 5月 20日までの間」に改めま

す。 

 

６ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第６項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 28年 2月 1日から平成 28年 5月 20日までの間」に改めま

す。 

 

７ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第７項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 28年 2月 1日から平成 28年 5月 20日までの間」に改めま

す。 

 

８ 附則（平成 27 年 9 月 30 日 コ企第 403 号）の附則第８項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 27年 6月 1日から平成 28年 5月 20日までの間」に改めま

す。 

 

附則（平成 28 年 2 月 26 日 コ企第 695 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 3 月 1 日から実施します。 

 

附則（平成 28 年 4 月 1 日 コ企第 765 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。 
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附則（平成 28 年 5 月 20 日 コ企第 78 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 5 月 21 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 27 年 9 月 30 日 コ企第 403 号）の附則第２項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 27 年 6 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日までの間」に改めま

す。 

 

３ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第３項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 28 年 5 月 21 日から平成 28 年 9 月 30 日までの間」に改めま

す。 

 

４ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第４項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 28 年 5 月 21 日から平成 28 年 9 月 30 日までの間」に改めま

す。 

 

５ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第５項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 28 年 5 月 21 日から平成 28 年 9 月 30 日までの間」に改めま

す。 

 

６ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第６項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 28 年 5 月 21 日から平成 28 年 9 月 30 日までの間」に改めま

す。 

 

７ 平成 28 年 5 月 21 日から平成 28 年 9 月 30 日までの間に有線アクセスサービス契約者から付加機

能のうち健康管理サービスの利用について申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、そのサー

ビスの提供を開始した日から起算して 2 ヶ月間の健康管理サービスの利用に係る料金額について、料

金表第１表（料金）第３（付加機能利用料）に規定する料金額に代えて 0 円を適用します。 

 

８ 附則（平成 27 年 9 月 30 日 コ企第 403 号）の附則第８項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 27 年 6 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日までの間」に改めま

す。 

 

附則（平成 28 年 5 月 25 日 コ企第 91 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 6 月 1 日から実施します。 

 

附則（平成 28 年 6 月 30 日 コ企第 149 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から実施します。 
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附則（平成 28 年 9 月 29 日 コ企企 163 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 10 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 27 年 9 月 30 日 コ企第 403 号）の附則第２項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 27年 6月 1日から平成 29年 1月 31日までの間」に改めま

す。 

 

３ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第３項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

４ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第４項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

５ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第５項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

６ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第６項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

７ 附則（平成 28 年 5 月 20 日 コ企第 78 号）の附則第７項（経過措置）中「平成 28 年 5 月 21 日から

平成 28 年 9 月 30 日までの間」を「平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

８ 平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日までの間に次表に規定する品目及び細目の有線ア

クセスサービスに係る IP 通信網契約の 3 年契約の新たな申込があり、当社がその申込を承諾した場

合、12 ヶ月間の IP 通信網契約に係る利用料について、料金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサ

ービスに係るもの）2 料金額 2-1 基本料に規定する金額から、次表に規定する料金額を減額して適

用します。但し、平成 29 年 7 月 31 日までにご利用回線が開通しない場合（当社都合は除く。）は、

原則、適用対象外となります。 

 また、暦月の途中から適用開始した場合、適用開始月及び適用終了月の割引額は日割りして適用し

ます。 

 

1 契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps コース 5 カテゴリー1 200 円（220 円） 

カテゴリー2 1,000 円（1,100 円） 

カテゴリー3 1,000 円（1,100 円） 
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1Gbps コース 6 カテゴリー2 1,000 円（1,100 円） 

カテゴリー3 1,000 円（1,100 円） 

コース 7 カテゴリー1 200 円（220 円） 

カテゴリー2 1,000 円（1,100 円） 

カテゴリー3 1,000 円（1,100 円） 

コース 8 カテゴリー2 プラン A 1,000 円（1,100 円） 

 

９ 平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日までの間に次表に規定する品目及び細目の有線ア

クセスサービスに係る IP 通信網契約の 3 年契約の申込と同時に 1 回目の契約更新を予約し、当社

がその申込を承諾した場合は、前項に規定する料金額に加えコース 6 及びコース 8 のプラン A の場

合 300 円、コース 5 及びコース 7 の場合 100 円減額して適用する。この適用を受ける場合、第１表 

料金 第 1 有線アクセスサービスに関わるもの １適用(14)のカ及び(15)のカに規定する 2年～3年未

満の解除の料金額に次表のとおり加算する。 

 また、暦月の途中から適用開始された場合、適用開始月及び適用終了日の割引額は日割りして適用

します。 

細目 料金額（税込額） 

コース 5 カテゴリー1 1,000 円（1,100 円） 

カテゴリー2 2,000 円（2,160 円） 

カテゴリー3 2,000 円（2,160 円） 

コース 6 9,000 円（9,900 円） 

コース 7 カテゴリー1 1,000 円（1,100 円） 

カテゴリー2 2,000 円（2,160 円） 

カテゴリー3 2,000 円（2,160 円） 

コース 8 カテゴリー2 プラン A 9,000 円（9,900 円） 

 

 

附則（平成 29 年 1 月 30 日 コ企第 430 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年 2 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 27 年 9 月 30 日 コ企第 403 号）の附則第２項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 27 年 6 月 1 日から平成 29 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

３ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第３項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 2 月 1 日から平成 29 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

４ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第４項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 2 月 1 日から平成 29 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 
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５ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第５項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 2 月 1 日から平成 29 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

６ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第６項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 2 月 1 日から平成 29 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

７ 附則（平成 28 年 5 月 20 日 コ企第 78 号）の附則第７項（経過措置）中「平成 28 年 5 月 21 日から

平成 28 年 9 月 30 日までの間」を「平成 29 年 2 月 1 日から平成 29 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

８ 附則（平成 28年 9月 29日 コ企企 163号）の附則第 8項（経過措置）中「平成 28年 10月 1日から

平成 29 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 2 月 1 日から平成 29 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

９ 附則（平成 28 年 9 月 29 日 コ企企 163 号）の附則第９項（経過措置）中「平成 28 年 10 月 1 日から

平成 29 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 2 月 1 日から平成 29 年 5 月 31 日までの間」に改めま

す。 

 

附則（平成 29 年 3 月 10 日 コ企第 556 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年 3 月 13 日から実施します。 

 

 

附則（平成 29 年 6 月 1 日 コ企第 138 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年 6 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 27 年 9 月 30 日 コ企第 403 号）の附則第２項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 27年 6月 1日から平成 29年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

３ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第３項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 29年 6月 1日から平成 29年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

４ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第４項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 29年 6月 1日から平成 29年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

５ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第５項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から
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平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 29年 6月 1日から平成 29年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

６ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第６項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 29年 6月 1日から平成 29年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

７ 附則（平成 28 年 5 月 20 日 コ企第 78 号）の附則第７項（経過措置）中「平成 28 年 5 月 21 日から

平成 28年 9月 30日までの間」を「平成 29年 6月 1日から平成 29年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

８ 附則（平成 28年 9月 29日 コ企企 163号）の附則第 8項（経過措置）中「平成 28年 10月 1日から

平成 29年 1月 31日までの間」を「平成 29年 6月 1日から平成 29年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

９ 附則（平成 28 年 9 月 29 日 コ企企 163 号）の附則第９項（経過措置）中「平成 28 年 10 月 1 日から

平成 29年 1月 31日までの間」を「平成 29年 6月 1日から平成 29年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

１０ 平成 29 年 6 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日までの間に次表に規定する品目及び細目の有線ア

クセスサービスに係る IP 通信網契約の 3 年契約の新たな申込があり、当社がその申込を承諾した場

合、IP 通信網契約に係る利用料について、料金表第 1 表（料金）第 1（有線アクセスサービスに係る

もの）2 料金額 2-1 基本料に規定する金額から、次表に規定する料金額を減額して適用します。但し、

平成 30年 3月 31日までにご利用回線が開通しない場合（当社都合は除く。）は、原則、適用対象外

となります。 

 また、暦月の途中から適用開始した場合、適用開始月及び適用終了月の割引額は日割りして適用し

ます。 

 

1 契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

適用開始から起

算した利用期間

1 年未満 

適用開始から起算

した利用期間 1 年

～3 年未満 

100Mbps コース 5 カテゴリー1 800 円（864 円） 200 円（220 円） 

カテゴリー2 800 円（864 円） 200 円（220 円） 

カテゴリー3 800 円（864 円） 200 円（220 円） 

1Gbps コース 7 カテゴリー1 800 円（864 円） 200 円（220 円） 

カテゴリー2 800 円（864 円） 200 円（220 円） 

カテゴリー3 800 円（864 円） 200 円（220 円） 
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附則（平成 29 年 9 月 27 日 コ企企第 401 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年 10 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 27 年 9 月 30 日 コ企第 403 号）の附則第２項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 27年 6月 1日から平成 30年 1月 31日までの間」に改めま

す。 

 

３ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第３項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

４ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第４項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

５ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第５項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

６ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第６項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

７ 附則（平成 28 年 5 月 20 日 コ企第 78 号）の附則第７項（経過措置）中「平成 28 年 5 月 21 日から

平成 28 年 9 月 30 日までの間」を「平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

８ 附則（平成 28年 9月 29日 コ企企 163号）の附則第 8項（経過措置）中「平成 28年 10月 1日から

平成 29 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

９ 附則（平成 28 年 9 月 29 日 コ企企 163 号）の附則第９項（経過措置）中「平成 28 年 10 月 1 日から

平成 29 年 1 月 31 日までの間」を「平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日までの間」に改め

ます。 

 

１０ 附則（平成 29 年 6 月 1 日 コ企第 138 号）の附則第 10 項（経過措置）中「平成 29 年 6 月 1 日か

ら平成 29 年 9 月 30 日までの間」を「平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日までの間」に改

めます。 

 

１１ 平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日までの間に次表に規定する品目及び細目の有線

アクセスサービスに係る IP 通信網契約の 3 年契約の新たな申込があり、当社がその申込を承諾した場
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合、12 ヶ月間の IP通信網契約に係る利用料について、料金表第 1表（料金）第 1（有線アクセスサービ

スに係るもの）2 料金額 2-1 基本料に規定する金額から、次表に規定する料金額を減額して適用します。

但し、期間終了から 6 ヶ月以内にご利用回線が開通しない場合（当社都合は除く。）は、原則、適用対

象外となります。 

 また、暦月の途中から適用開始した場合、適用開始月及び適用終了月の割引額は日割りして適用し

ます。 

1 契約者回線ごとに月額 

品目 細目 料金額（税込額） 

100Mbps コース 5 カテゴリー3 481 円（519 円） 

1Gbps コース 6 カテゴリー3 410 円（451 円） 

コース 7 カテゴリー3 481 円（519 円） 

 

 

附則（平成 29 年 10 月 30 日 コ企企第 484 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年 11 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ カテゴリー3 に係るリモートヘルプサービス又は映像配信サービスの提供について、一方への変更

の申込があり、当社がその申込を承諾した場合、カテゴリー3 における初回変更時は変更事務手数

料については、料金表第 4表（事務手数料等）第 2（料金額）（1）契約手続きに係るもの（イ）に規定す

る額に代えて 0 円を適用します。 

 

附則（平成 30 年 1 月 26 日 コ企企第 684 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年 2 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 27 年 9 月 30 日 コ企第 403 号）の附則第２項（経過措置）中「平成 27 年 6 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 27年 6月 1日から平成 30年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

３ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第３項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 30年 2月 1日から平成 30年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

４ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第４項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 30年 2月 1日から平成 30年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

５ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第５項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 30年 2月 1日から平成 30年 9月 30日までの間」に改めま

す。 
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６ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第６項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28年 1月 31日までの間」を「平成 30年 2月 1日から平成 30年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

７ 附則（平成 28 年 5 月 20 日 コ企第 78 号）の附則第７項（経過措置）中「平成 28 年 5 月 21 日から

平成 28年 9月 30日までの間」を「平成 30年 2月 1日から平成 30年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

８ 附則（平成 28年 9月 29日 コ企企 163号）の附則第 8項（経過措置）中「平成 28年 10月 1日から

平成 29年 1月 31日までの間」を「平成 30年 2月 1日から平成 30年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

９ 附則（平成 28 年 9 月 29 日 コ企企 163 号）の附則第９項（経過措置）中「平成 28 年 10 月 1 日から

平成 29年 1月 31日までの間」を「平成 30年 2月 1日から平成 30年 9月 30日までの間」に改めま

す。 

 

１０ 附則（平成 29 年 6 月 1 日 コ企第 138 号）の附則第 10 項（経過措置）中「平成 29 年 6 月 1 日か

ら平成 29年 9月 30日までの間」を「平成 30年 2月 1日から平成 30年 9月 30日までの間」に改め

ます。 

 

１１ 附則（平成 29 年 10 月 30 日 コ企企第 484 号）の附則第 11 項（経過措置）中「平成 29 年 10 月

1 日から平成 30 年 1 月 31日までの間」を「平成 30 年 2 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日までの間」

に改めます。 

 

付則（平成 30 年 4 月 13 日 コ企企第 50 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は平成 30 年 4 月 13 日から実施します。 

 

附則（平成 30 年 9 月 28 日 コ企企第 463 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年 10 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 平成 30年 10月 1日以降に有線アクセスサービスのコース 1、コース 5、コース 6、コース 7、コース 8

のプラン A、コース 11 又はコース 12 に係る IP 通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した

場合は、第 2 料金表 第 3 表（工事に関する費用）第 1 工事費 2 工事費の額ア 有線アクセスサービス

に係るものに規定する回線接続装置の設置等に係る工事を負担する場合、35 回に分割した費用と同

額の料金額を、その工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月

から起算して、その料金月から 35 ヶ月後の料金月まで基本料から減額して適用します。 

  ただし、有線アクセスサービスの月額料金が満額請求されない場合は翌月に繰り越して適用します。 

 

３ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第３項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から



 

 

－158－ 

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 30 年 10 月 1 日以降」に改めます。 

 

４ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第４項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 30 年 10 月 1 日以降」に改めます。 

 

５ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第５項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 30 年 10 月 1 日以降」に改めます。 

 

６ 附則（平成 27 年 9 月 30日 コ企第 403 号）の附則第６項（経過措置）中「平成 27 年 10 月 1 日から

平成 28 年 1 月 31 日までの間」を「平成 30 年 10 月 1 日以降」に改めます。 

 

７ 附則（平成 28 年 5 月 20 日 コ企第 78 号）の附則第７項（経過措置）中「平成 28 年 5 月 21 日から

平成 28 年 9 月 30 日までの間」を「平成 30 年 10 月 1 日以降」に改めます。 

 

８ 平成 30 年 10 月 1 日以降に有線アクセスサービスのコース 11 又はコース 12 に係る IP通信網契約

の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、第 2 料金表 第 2 料金額 （１）契約事務手続きに係

るものに規定するア 契約事務手数料を負担する場合、35 回に分割した費用と同額の料金額を、その

工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その

料金月から 35 ヶ月後の料金月まで基本料から減額して適用します。 

  ただし、有線アクセスサービスの月額料金が満額請求されない場合は翌月に繰り越して適用します。 

 

附則（平成 30 年 10 月 17 日 コ企企第 516 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年 11 月 1 日から実施します。 

 

附則（2019 年 3 月 4 日 コ企企第 890 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2019 年 3 月 5 日から実施します。 

 

附則（2019 年 3 月 27 日 コ企企第 933 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2019 年 4 月 1 日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ 附則（平成 28 年 9 月 29日 コ企企 163 号）の附則第８項の表に規定する品目 1Gbps コース 8 カテ

ゴリー2 プラン Aは適用を終了する。 

 

３ 附則（平成 28 年 9 月 29 日 コ企企 163 号）の附則第９項に規定するコース 8 のプラン A の減額は

適用を終了する。 

 

４ 2019 年 3 月 31 日までに有線アクセスのコース 8 のプラン A に係る IP 通信網契約の 3 年契約の申

込があり、当社がその申込を承諾し、2019年 9月 30日までに当社がその提供を開始した場合、当社が

IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して、12 ヶ月間 料金表第 1表（料金）第 1（有線アクセ
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スサービスに係るもの）2 料金額 2-1 基本料に規定する金額から、200 円減額して適用する。ただし、

2019 年 3 月 31 日以前の日に附則（平成 28 年 9 月 29 日 コ企企 163 号）の附則第８項及び第９項の

適用を受けている場合、その適用を受けた期間を差し引いて適用する。 

 

附則（2019 年 9 月 27 日 コ企サ 19-063 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2020 年 10 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ 2019 年 9 月 30 日をもってビジネス VPN サービスへの新たな申込及び品目変更の受付を終了しま

す。 

 

 

附則（2020 年 3 月 6 日 コ企サ 19-144 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。 

 

 

附則（2020 年 5 月 18 日 コ企サ 20-21 号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2020 年 6 月 1 日から実施します。 

 

附則（2020 年 9 月 24 日 コ企サ 20-093） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2020 年 10 月 1 日から実施します。 

 

２ 2020年 10月 1日以降に IP電話サービス契約約款に規定する第１種 IP電話契約者が、料金表 第

３ 付加機能利用料に規定する光ネット無線ブロードバンドルータ「Aterm GX621A1(EC)」の提供に申込

みし、当社がその申込を承諾した場合、または光ネット無線ブロードバンドルータ「Aterm GX621A1(EC)」

の提供中の契約者が、IP 電話サービス契約約款に規定する第１種 IP 電話の契約に申込みし、当社が

その申込を承諾した場合、次表に規定する料金額を適用します。 

光ネット無線ブロ

ードバンドルータ

の提供 

別に定める宅内

機器（Ａｔｅｒｍ Ｇ

Ｘ６２１Ａ１）レンタ

ル 規約 に基づ

き、当社を通じて

提供するもの 

機種 台数 料金額（税込額） 

Aterm 

GX621A1(EC) 1 台 200 円（220 円） 

2 台 450 円（495 円） 

3 台 900 円（990 円） 
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附則（2021 年 5 月 25 日 コ企サ 21-019） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2021 年 6 月 1 日から実施します。 

 

附則（2022 年 1 月 17 日 コ企サ 21- 117） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2022 年 2 月 1 日から実施します。 

２ 附則（2020 年 9 月 24 日 コ企サ 20-093）2項に規定する料金額の適用は、2022年 1月 31日を

もって受付を終了します。 

 

 

附則（2022 年 6 月 21 日 コ企サ 22-31） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2022 年 6 月 30 日から実施します。 

２ 2022 年 6 月 30 日本約款で規定する全てのコースは新たな申込の受付を終了します。 

３ 2022 年 6 月 30 日までに当社が申込を承諾したコース１のカテゴリー5、コース 5 のカテゴリー5、コ

ース 8 の契約については、2022 年 7 月 1 日に新たに施行される IP 通信網サービス契約約款が適用

されるものとします。 

 

 

附 則（2023 年 3 月 22 日コ企サ 22-120 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2023 年 4 月 1 日から適用します。 

 

 

附 則（2024 年 1 月 16 日 コ管管 23-453 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2024 年 2 月 1 日から実施します。 

 

 

附 則（2024 年 3 月 19 日 コ管管 23-595 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2024 年 4 月１日から実施します。 

 

 

附 則（2024 年 5 月 22 日 コ管管 24-00002805 号） 

 

（実施期日） 

１  この改正規定は、2024年 6 月１日から実施します。 

２  「附則（2020 年 9 月 24日 コ企サ 20-093 号）の２項」を対象とし、以下の変更を適用します。 
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変更前 変更後 

別に定める宅内機器（Ａｔｅｒｍ ＧＸ６２

１Ａ１）レンタル規約に基づき、当社を通じ

て提供するもの 

１台～（最大３台）を提供するもの 

Aterm GX621A1（EC） 当社が指定する機種 

 

 

附 則（2024 年 11 月 22 日 コ企管 24-00013394 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2024 年 12 月１日から実施します。 

 

 

附 則（2025 年 1 月 24 日 コ企管 24-00017080 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2025 年 2 月１日から実施します。 

 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通

信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附 則（2025 年 3 月 19 日 コ企管 24-00020869 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2025 年 4 月１日から実施します。 

２ 2025年 4月 1日以降、附則（平成 27年 1 月 30日 コ企第 814号）10項、附則（平成 27年 5月 28

日 コ企第 130 号）9 項、附則（平成 28 年 9 月 29 日 コ企企 163 号）9 項にて規定する下表の細目

への解除の料金額に加算する料金額について、以下の変更を適用する。 

 

細目 加算額_料金額（税込額） 

変更前 変更後 

コース 5 カテゴリー１ 1,000 円（1,100 円） 0 円 

カテゴリー２ 2,000 円（2,200 円） 0 円 

カテゴリー３ 2,000 円（2,200 円） 0 円 

コース 6 9,000 円（9,900 円） 0 円 

コース 7 カテゴリー１ 1,000 円（1,100 円） 0 円 

カテゴリー２ 2,000 円（2,200 円） 0 円 

カテゴリー３ 2,000 円（2,200 円） 0 円 
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（経過措置） 

３ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通

信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附 則（2025 年 6 月 19 日 コ企企 25-00004700 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2025 年 7 月１日から実施します。 

２ (1) 2025 年 7 月 1 日から 2025 年 11 月 30 日までの間に有線アクセスサービスのコース 1

（カテゴリー5 を除く）、コース 5（カテゴリー5 を除く）、コース 6、コース７、コース 11、

コース 12 に係るＩＰ通信網サービス契約者から次表に指定する「光ネット無線ブロードバンド

ルータ」のレンタル提供の申込みがあり、当社がその申込を承諾した場合、利用開始から 1 年間

次表に規定する料金額を適用します。ただし、同期間は、IP 通信網サービス契約者回線の移転

に伴って契約者回線が利用できなかった期間又は契約者の責に帰すべき事由によらない利用停

止があった場合の期間を除くものとします。 

（2）本項（1）で定める期間が終了した後は、料金表 第１表（料金） 第２（付加機能(オプシ

ョンサービス)利用料）の「光ネット無線ブロードバンドルータの提供」にて定める料金額を適

用します。 

 

 

月額 

光ネット無線ブロ

ードバンドルータ

の提供 

親機に子機

を組み合わ

せて１台～

（最大 4 台）

を提供する

もの 

機種 台数 料金額（税込額） 

当社が指

定す る機

種 

1 台 

（親機１台） 0 円（0 円） 

2 台 

（親機 1 台、子機

1 台） 

0 円（0 円） 

3 台 

（親機 1 台、子機

2 台） 

500 円(550 円) 

4 台 

（親機 1 台、子機

3 台） 

1,000 円（1,100 円） 

 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通

信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 

附 則（2025 年 7 月 22 日 コ企企 25-00006595 号） 

 

（実施期日） 
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１ この改正規定は、2025 年 8 月１日から実施します。 

 

附 則（2025 年 11 月 20 日 コ企企 25-00013696 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2025 年 12 月１日から実施します。２ (1) 2025 年 12 月 1 日から 2026 年 3 月

31 日までの間に有線アクセスサービスのコース 1（カテゴリー5 を除く）、コース 5（カテゴリ

ー5 を除く）、コース 6、コース７、コース 11、コース 12 に係るＩＰ通信網サービス契約者か

ら次表に指定する「光ネット無線ブロードバンドルータ」のレンタル提供の申込みがあり、当社

がその申込を承諾した場合、利用開始から 1 年間次表に規定する料金額を適用します。ただし、

同期間は、IP 通信網サービス契約者回線の移転に伴って契約者回線が利用できなかった期間又

は契約者の責に帰すべき事由によらない利用停止があった場合の期間を除くものとします。 

（2）本項（1）で定める期間が終了した後は、料金表 第１表（料金） 第２（付加機能(オプシ

ョンサービス)利用料）の「光ネット無線ブロードバンドルータの提供」にて定める料金額を適

用します。 

 

 

月額 

光ネット無

線ブロード

バンドルー

タの提供 

親機に子機を

組み合わせて

１台～（最大 4

台）を提供す

るもの 

機種 台数 料金額（税込額） 

当社が指定

する機種 

1 台 

（親機１台） 0 円（0 円） 

2 台 

（親機 1 台、子機 1 台） 0 円（0 円） 

3 台 

（親機 1 台、子機 2 台） 500 円(550 円) 

4 台 

（親機 1 台、子機 3 台） 1,000 円（1,100 円） 

 

（経過措置） 

3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通

信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 

附 則（2026 年 1 月 21 日 コ企企 25-00017288 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2026 年 2 月１日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通

信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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附 則（2026 年 3 月 23 日 コ企企 25-00021275 号） 

 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2026 年 4 月１日から実施します。 

２ (1) 2026 年 4 月 1 日以降に、有線アクセスサービスのコース 1、コース 5、コース 6、コー

ス７、コース 11、コース 12 に係るＩＰ通信網サービス契約者から次表に指定する「光ネット無

線ブロードバンドルータ」のレンタル提供の申込みがあり、当社がその申込を承諾した場合、利

用開始から 1 年間次表に規定する料金額を適用します。ただし、同期間は、IP 通信網サービス

契約者回線の移転に伴って契約者回線が利用できなかった期間又は契約者の責に帰すべき事由

によらない利用停止があった場合の期間を除くものとします。 

（2）本項（1）で定める期間が終了した後は、料金表 第１表（料金） 第２（付加機能(オプシ

ョンサービス)利用料）の「光ネット無線ブロードバンドルータの提供」にて定める料金額を適

用します。 

（3）本項（1）で定める料金額の適用については、当社の判断により、予告なく申込みを終了することが

あります。 

 

月額 

光ネット無

線ブロード

バンドルー

タの提供 

親機に子機を

組み合わせて

１台～（最大 4

台）を提供す

るもの 

機種 台数 料金額（税込額） 

当社が指定

する機種 

1 台 

（親機１台） 0 円（0 円） 

2 台 

（親機 1 台、子機 1 台） 0 円（0 円） 

3 台 

（親機 1 台、子機 2 台） 500 円(550 円) 

4 台 

（親機 1 台、子機 3 台） 1,000 円（1,100 円） 

 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通

信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 


